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事業会計継続費精算報告について

日程第14 請願

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市税条例の一部改正

について

日程第５ 議案第２号 北海道後期高齢者医療広

域連合規約の変更について

日程第６ 議案第３号 令和６年度名寄市一般会

計補正予算（第４号）

日程第７ 議案第４号 令和６年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第５号 令和６年度名寄市立大学
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特別会計補正予算（第２号）

日程第９ 議案第６号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第７号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第９号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第１０号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１１号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第10 議案第１２号 財産の取得について

日程第11 議案第１３号 令和５年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１４号 令和５年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 令和５年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について

議案第１６号 令和５年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて

議案第１７号 令和５年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て

議案第１８号 令和５年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について

議案第１９号 令和５年度名寄市病院

事業会計決算の認定について

議案第２０号 令和５年度名寄市水道

事業会計決算の認定について

議案第２１号 令和５年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について

日程第12 報告第１号 令和５年度名寄市一般会

計継続費精算報告について

日程第13 報告第２号 令和５年度名寄市下水道

事業会計継続費精算報告について

日程第14 請願

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君
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市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまより令和６年

第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１５名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

５番 谷 聡 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２０日まで

の１９日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

０日までの１９日間と決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和６年第３回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、総合計画について申し上げます。

「名寄市総合計画（第２次）後期基本計画」を

着実に推進するため、毎年度行政評価を行ってい

ます。

本年度は対象となる５３事業について、１次評

価、ワーキンググループでの評価を経て、６月に

は総合計画審議会による外部評価、７月には行政

評価検討会議による２次評価を行い、現在とりま

とめを進めているところです。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

まちづくりの理念や基本ルールを示した「名寄

市自治基本条例」について、社会状況の変化や市

民アンケート結果をもとに、公募委員などで構成

される検討委員会で見直し検討を御議論いただき、

８月２０日に検討結果を取りまとめた意見書を受

け取りました。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

７月８日に市内ホテルで、名寄市町内会連合会

主催による町内会長と行政との懇談会が開催され

ました。令和６年度における市の主な事業などに

ついて説明し、情報共有を図ったほか、地域の課

題などについて意見交換を行いました。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

内閣府による男女共同参画週間に連動した取組

として、６月２４日から３０日まで市内商業施設

を会場とした男女共同参画週間パネル展を行い、

市民の皆様に互いの性を尊重する社会に向けての

周知啓発と相談先のパンフレットの配布を行いま

した。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、少年少

女交流事業として、名寄ピヤシリサッカー少年団

の児童をはじめ２３人が、８月２日から５日まで

藤島地域などを訪問し、交流試合や交流会などを

通じて、お互いのまちに対する理解と友好の絆を

深めました。

東京都杉並区との交流事業については、８月２

４日、２５日に杉並区で開催された第６５回東京

高円寺阿波おどり大会に、本市から代表団と訪問

団合わせて３１人が参加し、阿波おどりを通じて

本市のＰＲを行い、交流自治体間の交流を深めま

した。

令和６年９月２日（月曜日）第３回９月定例会・第１号
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姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、７月２１日から８月３

１日まで、５年ぶりに交換学生を受け入れました。

交換学生は、ホームステイや学校訪問、地域イベ

ントへの参加などを通じて、市民の皆様との国境

を越えた友情を育みました。

次に、移住・定住について申し上げます。本年

度から配置した移住定住コーディネーターによる

移住相談体制の充実を図るため、これまでのメー

ル・電話・対面相談に加えて、新たにＬＩＮＥ相

談を導入しました。移住定住コーディネーターと

スピーディーな相談が可能となるほか、移住・定

住に関する情報を配信し、移住を促進してまいり

ます。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

８月１０日に市内商業施設で第３４回なよろ健

康まつりを開催しました。関係団体の協力のもと、

ＶＲゴーグルを使った認知症体験ブース、心電図

や体組成測定ブースなどを設け、生活習慣の見直

しや健康について考える機会となりました。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院における令和５年度の患者取扱状

況について、入院患者数は延べ８万２，６４５人

で前年比３１人の増加、外来患者数は延べ２１万

４，３７９人で前年比８，３９５人の増加となり

ました。

新型コロナウイルス感染症に起因する患者受療

動向の変化に加え、昨今の物価高騰の影響も重な

り、非常に厳しい経営状況が続いていますが、今

後も医業収益の確保や経費の節減、必要な医療ス

タッフの確保に努めながら、経営の健全化を図っ

てまいります。

次に、東病院について申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数は延べ３万１，９

２５人で前年比７０１人の減少、外来患者数は延

べ６，４０６人で前年比５０６人の減少となりま

した。引き続き、地域に根付いた医療機関として

の役割を担うため、指定管理者である上川北部医

師会と連携してまいります。

また、東病院の移転・建替えを検討するため、

基本構想・基本計画の策定に着手しました。地域

の医療需要や病院の問題点を分析し、今後の施設

整備の方向性を検討してまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

デフレ完全脱却のための総合経済対策における

物価高への支援として、家計への影響が大きい低

所得世帯の方々へ、「令和６年度新たな住民税非

課税世帯等に対する物価高騰重点支援給付金」を、

同世帯で１８歳以下の児童がいる世帯には、「令

和６年度低所得の子育て世帯こども加算金」を支

給します。また、所得税及び個人住民税所得割か

ら定額減税しきれない方を対象に、「定額減税補

填給付金」を支給します。

現在、該当となる世帯に対し確認書の発送を開

始しています。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

７月２７日に名寄市立大学図書館大講義室にて

株式会社ＳＴＡＹＧＯＬＤ ｃｏｍｐａｎｙの横

木淳平代表を講師に「認知症になってもいいじゃ

ない！～名寄市民みんなで考える「自分らしさを

発揮するということ」～」をテーマに介護予防講

演会を開催しました。

認知症への理解と認知症になっても住み慣れた

地域で高齢者と介護者が楽しく輝いて生きること

ができるポジティブな捉え方について考える機会

になりました。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、国保税負担の格差是正や税収増を図る

ため、基礎賦課分、後期高齢者支援金分及び介護

納付金分における拠出の超過を解消するために税

率の改正を行いました。

また、税制改正に伴い、後期高齢者支援金分に

係る限度額及び軽減判定所得の基準額の改正を行

いました。

当初賦課の状況は、加入者が４，３８７人で前

年度比２５７人の減、世帯数は３，０１６世帯で
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前年度比１４８世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が１，０７８世帯、５割が

５１５世帯、２割が３６６世帯となり、全体では

国保加入世帯の６４．９パーセントにあたる１，

９５９世帯となりました。

今後も医療費の適正化など加入者の負担軽減に

つながる取組を進め、市民の皆様が安心できる医

療保険制度を確立するため、事業の円滑な運営に

努めてまいります。

次に、環境との共生について申し上げます。

７月２７日に駅前交流プラザ「よろーな」にて

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社

から講師をお招きし、「ゼロカーボンを親子で学

ぼう！環境にやさしいランタンづくり」を行い、

６組１４人の参加があり、太陽光発電のランタン

づくりを通じて環境について親子で考える機会と

なりました。

次に、ゼロカーボンの推進について申し上げま

す。

２０５０年のカーボンニュートラルの実現に向

け、６月に「名寄市ゼロカーボンシティ推進委員

会」を設置し、本市における再生可能エネルギー

の導入や二酸化炭素排出量の削減などの総合的か

つ計画的な施策の推進にあたり、本市全体の地球

温暖化対策に関する取組をまとめた「地球温暖化

防止実行計画（区域施策編）」の策定に向けた議

論を開始しました。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

名寄地区衛生施設事務組合における（仮称）名

寄地区一般廃棄物中間処理施設整備建設工事は、

昨年、工事契約が締結され、その後詳細設計協議

が順調に進んだ結果、８月１日から工事に着手し

ました。令和９年４月の供用開始に向けて、環境

と安全に配慮し工事を進めてまいります。

次に、消防行政について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災出動件数

は７件で、前年比２件の増、死者が２人、負傷者

が２人発生しています。

救急出動件数は５９５件で、前年比３５件の減

となりました。救助出動件数は２７件で、前年比

６件の増となりました。

住宅防火対策については、一般住宅に設置され

ている住宅用火災警報器の設置率は６月末現在で

８６．４パーセントで前年比０．７ポイント増と

なりました。

地域防災の要である消防団については、名寄地

区、風連地区、智恵文地区においてそれぞれ訓練

を行い、火災が発生した際の消火栓から放水まで

の活動について再確認と技術の向上が図られまし

た。

また、高齢者単独世帯の防火訪問では、町内会

や民生委員児童委員と連携を図りながら、住宅火

災での死傷者ゼロを目標に住宅用火災警報器設置

の促進や維持管理について啓蒙活動を継続してま

いります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

７月９日に風連中央小学校を会場に、名寄河川

事務所や陸上自衛隊名寄駐屯地などの関係機関の

ほか、北海道地域防災マスターの協力のもと、名

寄市防災訓練「防災体験教室２０２４」を行いま

した。

参加した児童は、降雨体験装置による、これま

で体験したことのないような雨の強さや、ドアが

浸水した場合の状況などを実際に体感することで

水害についての理解を深め、３Ｄ眼鏡を活用した

土砂災害体験や、要配慮者体験、段ボールベッド

の組み立て体験のほか、避難する際の非常持出品

の必要性、逃げ遅れた場合の救助などについて学

びました。

引き続き、関係機関や地域の方々と連携した防

災活動を推進するほか、市民の皆様に防災・減災

意識の向上を図る取組を進めてまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

７月１３日から２０日までを「夏の全国交通安

全運動」として、関係団体や地域住民による街頭

令和６年９月２日（月曜日）第３回９月定例会・第１号
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啓発、早朝パトロールやパトライト作戦などを行

いました。

また、７月１３日には道の駅「もち米の里☆な

よろ」で関係機関や団体との連携による飲酒運転

根絶とバイク交通安全の啓発活動を行いました。

８月１日からは、運転免許を自主返納した方に

電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａの行政ポイント１万ポ

イントを付与する運転免許自主返納支援事業を開

始しました。運転に不安を抱える方々が運転免許

を返納しやすい環境を整えることで交通事故の防

止を推進してまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

市民の皆様の安全安心で豊かな暮らしづくりの

ため、８月３日に幸せ収納デザイン株式会社の田

中明子代表取締役を講師に「暮らしが整う片付け

術 幸せ収納」をテーマに消費生活セミナーを開

催し、４７人の参加がありました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、令和７年度に事業

予定の緑丘第１団地３号棟改修工事の実施設計委

託業務に着手しています。

次に、水道事業について申し上げます。

老朽管更新工事については、東４条仲通ほか１

路線、浄水場設備工事については、緑丘浄水場電

気設備更新工事ほか３工事に着手しています。

また、管網整備工事については、西町南５丁目

東仲通に着工しています。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

公共下水道施設整備については、名寄下水終末

処理場の照明器具更新工事、下水道管渠の更生工

事については、国道４０号ほか４路線に着工して

います。

また、個別排水処理施設整備事業については、

２基の合併浄化槽の整備を進めています。

次に、道路の整備について申し上げます。

市道の整備については、東５号線と風連２６線

の舗装改築工事に着工しています。

次に、橋梁の整備について申し上げます。

橋梁の整備については、二十線橋の実施設計に

着手しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

令和元年に策定した名寄市地域公共交通網形成

計画の計画期間が令和６年度までとなっているこ

とから、市民の公共交通への意識を把握すること

を目的にアンケート調査を行いました。今後はア

ンケート結果や公共交通の乗車データを元に、名

寄市地域公共交通活性化協議会の議論を深めて、

本市の新たな公共交通の指針として地域公共交通

計画への改訂を進めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、道営事業の「ちえぶん地

区」において、本年度すべての工事発注が終了し、

整地工や暗渠排水及び排水路の整備などが順調に

進捗しています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

８月１日現在の状況は、水稲では、もち米・う

るち米ともに平年並みで進んでいます。

畑作物では、秋小麦・春小麦の収穫量は平年に

比べ良く、現在調製作業を行っています。大豆、

南瓜については平年並みで進んでいます。

スイートコーンについては、天候不順による定

植の遅れなどがありましたが、現在は平年並みで

進んでいる状況です。

また、収穫を終えたアスパラガスについては、

収穫期の低温や日照不足などの影響から、道北な

よろ農業協同組合への出荷量は昨年比約３割減の

２０５トンとなりました。

畜産については、母子里牧場の水道管布設工事

について６月２０日に着工し、７月１０日に完了

しています。今後も哺育・育成センターと連携し

た育成環境の充実を図ってまいります。

次に、薬用植物振興事業について申し上げます。

７月１２日に、国立研究開発法人医薬基盤・健

康・栄養研究所主催の「薬用植物フォーラム２０
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２４」が開催され、薬用植物に関する最新の研究

成果などが報告されました。市民の皆様をはじめ

全国から御来場いただき、薬用植物に取り組むま

ちとして広く情報発信ができました。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。

７月３１日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度の４０１頭に対し１５頭多い４１６頭、アライ

グマは１３７頭に対し２０４頭捕獲しました。引

き続き関係団体と連携し捕獲活動など、農業被害

防止に取り組んでまいります。

次に、ヒグマ対策について申し上げます。

本年度のヒグマ出没情報は、７月３１日時点で、

目撃が６０件、痕跡が３９件で合計９９件の出没

報告を受けており、昨年の出没総数より６０件多

い状況となっています。引き続きホームページな

どによる情報の提供はもとより、一層の注意喚起

など、関係団体と連携して被害防止対策に取り組

んでまいります。

次に、産業まつりについて申し上げます。

８月２５日に２１年ぶりに会場を浅江島公園に

移して開催し、市民の皆様をはじめとする多くの

皆様に御来場いただきました。

山形県鶴岡市や、株式会社赤福をはじめ御協力

をいただいた関係機関・団体の皆様にお礼申し上

げます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

名寄市中小企業振興条例に基づく支援について

は、７月３１日現在、企業活力強化支援事業４件、

創業支援事業１５件、ホームページ制作支援事業

２件、街なかにぎわい創出事業４５件、名寄で人

づくり事業１１件の交付決定を行い、広く制度を

活用いただいています。

引き続き、中小企業の経営基盤の強化及び人材

確保を推進するため、支援メニューの周知・利用

促進に努めてまいります。

「名寄市ずっと住まいる応援事業」については、

昨年度から広く市民の皆様の利用に資するよう上

期、下期に分けて事業を行っていますが、７月末

現在の実績として８６件の交付を決定し、１，５

７６万円の補助を行っています。

次に、労働関係について申し上げます。

地域における人材不足の対策を検討するため、

各産業分野の関係団体による人材確保・育成に係

る協議会を設立しました。今後は、各事業者の実

態や、市内の中学生、高校生及び大学生の就業観

などについての調査を行い、この調査データをも

とに、人材確保に向けた事業を展開してまいりま

す。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄市観光振興計画（第２次）に基づいたアウ

トドア観光振興においては、８月３日にＮＰＯ法

人なよろ観光まちづくり協会の主催により「ふう

れん望湖台キャンプ場」を会場した新たなアウト

ドアイベントが開催され、市内外から多くの方が

来場されました。引き続き、ガイドの育成など、

本市の大自然を活用したアウトドア観光を推進し

てまいります。

ひまわり観光については、道立サンピラーパー

クにおいて、８月３日から１８日まで「なよろひ

まわりまつり」を開催しました。新たに、道立サ

ンピラーパーク工房館を活用した農産物や特産品

の販売のほか、キッチンカーや民間事業者による

軽飲食販売、子ども縁日の開催など、滞在時間の

延長、経済効果を目指した取組を行いました。

７月２８日には、「てっし名寄まつり」が天塩

川下流河川敷特設会場において開催され、４２台

に及ぶキッチンカーが出店した食のイベントのほ

か、子ども縁日や段ボール迷路の設置など、子ど

もから大人まで楽しめる催しや、音楽と連動しス

ケールアップした花火が打ち上げられ、多くの市

民で賑わいました。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

信頼される学校づくりの推進として、地域とと

もにある学校づくりの推進については、これまで

に市内の全学校運営協議会において、本年度の各
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学校の経営方針などについて協議を行いました。

教職員の資質能力の向上については、７月２日

に道教委指定事業「学校力向上に関する総合実践

事業」の取組に係る全道協議会が実施され、各学

校の校長が参加しました。同協議会では、学校力

向上に向けた協議などが行われ、児童生徒の学力

向上や教員の資質能力向上の取組などにつなげて

いるところです。

生きる力を育てる教育の推進として、確かな学

力を育てる教育の推進については、６月１１日に

ＡＩドリルの教職員研修を行うとともに、各学校

での活用を開始し、授業や家庭学習において活用

を進めています。

豊かな心を育てる教育の推進については、７月

３０日に駅前交流プラザ「よろーな」において、

「いじめ・不登校等に係る生徒指導研修会」を開

催しました。市内の教職員を対象に、生徒指導提

要を軸としたこれからの生徒指導のあり方と、い

じめや不登校などに係る課題や改善策について、

講義・演習を行いました。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月までに市内のすべての学校において、「全国体

力・運動能力、運動習慣等調査」を行いました。

学校給食については、７月４日に七夕献立を実

施したほか、８月には旬の地場産食材である「メ

ロン」と「ミニトマト」を提供し、児童生徒から

好評を得ています。

社会の変化や多様な教育ニーズへの対応として、

特別支援教育の推進については、６月１９日に名

寄市特別支援連携協議会専門委員会議を開催し、

特別な支援を必要とする児童生徒への切れ目ない

支援の在り方などについて協議しました。

安全安心な教育環境の整備として、名寄小学校

ほか３校の空調設備設置工事については、７月に

着工しています。

智恵文小中学校のグラウンド整備工事について

は、８月に着工しています。

部活動の地域移行に向けた、風連中学校の学校

開放事業改修工事については、８月に着工してい

ます。

市内小中学校のトイレ洋式化については、夏休

み期間中に名寄小学校の和式トイレ１０カ所を洋

式トイレに改修し、中名寄小学校では、小林製薬

株式会社の社会貢献活動により、和式トイレ２カ

所を洋式トイレに改修していただきました。

名寄中学校改築工事については、関連工事６本

の入札を８月２０日に実施し、工事請負契約の締

結について、本定例会に提案しますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

名寄高校の魅力を生徒やその保護者などに伝え

るため、昨年度に続き、本市が支援し、学校案内

パンフレットを作製しました。作製されたパンフ

レットは、市内中学校や近隣中学校で行われた高

校説明会において配布されました。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学への理解を深め、進路決定の参考

としていただくため、７月６日と８月１１日にオ

ープンキャンパスを実施しました。来場型で行い、

２日間で合わせて高校生３３０人、保護者３０３

人の参加がありました。

各学科教員による模擬授業や学生との交流、保

護者には「なよろを観る」バスツアーにて、在学

生の生活スポットや実習先など各所を巡り、本学

及び本市の魅力を伝え、学内ツアーでは、学生の

修学及び生活環境をより身近に感じていただきま

した。なお、３回目のオープンキャンパスは９月

２８日の開催を予定しています。

また、特別支援学校教諭免許状の取得向上に向

けた取組として、７月２６日から８月９日まで北

海道教育委員会が主催し、名寄市立大学が指導大

学として行っている免許法認定講習を開催しまし

た。本学会場では、６科目に延べ３６０人がイン

ターネットによる同時双方向型遠隔講習として受

講し、先進的な教育理論や教育実践の講義に熱心
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に取り組みました。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

名寄ピヤシリ大学では、７月９日に北国博物館

まで遠足を行い、学生は仲間意識や親睦を深めま

した。

智恵文友朋学級では、６月２７日に公開講座

「智恵文自然と歴史バスツアー」を開催し、地区

内の史跡訪問や智恵文小中学校の施設見学を行い

ました。

風連瑞生大学では、７月８日に風連東地区運動

広場において、パークゴルフ大会を開催し、学生

間の交流を図りました。

名寄市公民館では、７月２４日に市民講座「な

よろまるごと体験！エンレイ・カレッジ」を開催

し、受講者は名寄新聞社を見学し、新聞の歴史や

新聞が作成される工程を学びました。

智恵文公民館では、８月８日に児童生徒を対象

とした夏休み講座「ヤクルト出前講座」を開催し、

受講者はデザート作りと五大栄養素について学び

ました。

次に、市立図書館について申し上げます。

７月２０日に「ボードゲームひろば」を開催し、

来館のきっかけやゲームの題材となった図書館資

料への興味関心を深める機会を作りました。

また、夏休みの企画として、「一日司書体験」

「こわいおはなし会」など、子ども向けの行事を

開催し、参加者が本と触れ合い、図書館に親しみ

を持つきっかけ作りを行いました。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月５日から特別展「なよろのむし」を開催し、

本市に生息する様々な種類の虫を解説パネルと標

本で紹介しました。また、ふれあいコーナーなど

を設置し、本物の虫と触れ合える機会を提供して

います。

さらに、関連企画として７月２７日、８月３日

の２回に分けて「昆虫標本づくり体験」を開催し

たほか、８月２４日には、北海道博物館学芸員の

堀繁久氏を講師に招き、「昆虫の魅力―世界から

北海道をみる―」をテーマに御講演いただきまし

た。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

昨年度から製作を行ってまいりました、故木原

秀雄氏の漫画「市井の研究者 木原秀雄」が完成

し、７月に各学校に配布したほか、天文台のイベ

ントなどで活用しています。

７月２０日に「きたすばる・星と音楽の集い２

０２４」を開催しました。多くの来台者が、星の

絵本の読み聞かせや望遠鏡工作などのプログラム

に参加し、楽しいひと時を過ごしました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設整備事業については、名寄市Ｂ＆

Ｇ海洋センタープールの水温調整設備について、

経年劣化による摩耗がみられた熱交換器のプレー

トの交換工事を行い、本格的なシーズンが始まる

前に、市民の皆様が安心して利用できるよう環境

を整えました。

スポーツ振興事業については、名寄市立大学コ

ミュニティケア教育研究センター、教育委員会及

びＮスポーツコミッションとの連携で、中学校部

活動地域移行の課題対応も含めた「北海道ジュニ

アスポーツエコシステム形成事業」が本格的に稼

働し、市内９競技団体が小学生から高校生までの

一貫した育成環境の構築に取り組んでいるところ

です。

また、市民のより良い健康づくりの環境を構築

する「地域資源を生かした健康づくりエコシステ

ム形成事業」も本格的に事業が進められており、

健康データ収集・分析や健康レシピ開発と商品販

売、ウォーキングなどのイベントを行い、様々な

視点から市民が気軽に健康づくりに取り組める環

境を整えてまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会と共催のリーダー養成事業

「わくわく！体験交流会」では、本年度、児童生
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徒１８人と高校生シニアリーダー４人の登録があ

り、８月３日から４日まで、ネイパル深川におい

て宿泊研修を行いました。

東京都杉並区との夏の小学生体験交流事業では、

本市と杉並区から親善大使となる小学５年生と６

年生の児童それぞれ１６人が参加し、７月２８日

から３１日までは名寄会場、８月５日から８日ま

では杉並会場において、生活環境や産業の違いを

学びながら、交流活動を通じてたくさんの思い出

を作ることができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月１７日に情報モラル教育の第一人者である

吉岡良平氏を講師に招き、名寄市青少年健全育成

研修会を開催しました。「保護者が経験していな

いデジタル時代を上手に生き抜く青少年を育むた

めに」をテーマに御講演いただき、保護者、教員

など約４０人が参加しました。

７月３１日に名寄警察署の協力のもと、北海道

青少年健全育成条例に基づく立入調査を行い、青

少年に対して有害となる図書・ＤⅤＤ・刃物など

の販売状況の確認やカラオケボックスにおける青

少年の深夜入場禁止の指導を行いました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

６月２４日にプラハ・チェロ・リパブリックに

よるチェロ四重奏のコンサートを、市民文化セン

ターＥＮ－ＲＡＹホールを会場に開催しました。

午前中には、市内中学生を対象とした招待型アウ

トリーチ事業も開催し、延べ１，０００人を超え

る方々に凄腕４人が魅せるパフォーマンスを楽し

んでいただきました。

また、８月１８日には、ＴＨＥＪＡＺＺ ＡＶ

ＥＮＧＥＲＳのライブ公演を開催しました。名寄

高校吹奏楽部も出演し、全国的に活躍するプロミ

ュージシャンとの共演で、会場は大いに盛り上が

りました。

６月には十勝エリア、８月には道央エリアへの

文化芸術鑑賞バスツアーを行いました。参加者は

道立帯広美術館、道立近代美術館などを見学し、

普段観賞できる機会が少ない市外の文化芸術に触

れました。

８月１５日には、本市の短い夏の風物詩である

「市民盆踊り大会」を開催し、会場の南広場は帰

省者や多くの市民で賑わいました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（山田典幸議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市税条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市税条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、地方税法の一部を改正する法律に関連

する公益信託に関する法律の全部改正が令和６年

５月２２日に公布をされたことから、本条例の一

部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。
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よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 議案第２号

北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 北海道後期

高齢者医療広域連合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律が改正をされたことに伴い、現行の被

保険者証が廃止をされ、マイナンバーカードと被

保険者証が一体化されることから、北海道後期高

齢者医療広域連合規約を変更することについて協

議をするため、地方自治法第２９１条１１の規定

により議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇８番（川村幸栄議員） この件について今御説

明がありましたように、今までの紙の保険証では

なくて、マイナンバーカードの番号でということ

になるということで今回の条例改正になりますけ

れども、市民の方々、後期高齢者医療制度に該当

する方々にどのようにお知らせしようとされてい

るのか少し詳しくお知らせいただければと思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 松田市民部長。

〇市民部長（松田慎司君） 市民のほうの周知に

対してということの御質問かと思います。この件

に関しましては、１２月２日の時点で保険証がマ

イナンバーカードに切り替わるということで、そ

こに向けては広報等で周知はさせていただこうと

いうふうには思ってございます。後期高齢のほう

の規約の変更ということで今回出させていただい

ていますけれども、こちらについても地方自治法

の第２９１条の１１の規定で構成市町村におきま

す議会でまずは議決をいただいて、この後協議を

進めていくというところになってございます。詳

しく決まりましたら、広報等通じて周知をさせて

いただきたいというふうに思ってございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 後期高齢者ですから、

後期、年齢を重ねて、なかなかこの制度の中身、

またどう取り扱われるのか、自分自身もどう取り

扱っていったらいいのか、いろいろ不安な声もお

聞きしているところであります。ぜひ丁寧な御説

明をいただきたいなというふうに思います。また、

関連すれば国民健康保険証のこともあります。そ

ういった部分も含めて、やっぱり周知徹底をお願

いしたいと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 議案第３号
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令和６年度名寄市一般会計補正予算（第４号）

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 令和６年度

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出にそれぞれ２億６，９５６万３，０００円を

追加をし、予算総額を２４８億９，７３９万４，

０００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきましてふるさと応援事業費３，４８

２万７，０００円の追加は、今年度におけるふる

さと納税寄附金の増加により寄附記念品発送業務

委託料などを追加しようとするものでございます。

３款民生費におきまして定額減税補填給付金給

付事業費１億１，０２１万８，０００円の追加は、

給付対象見込み数の変更により給付金の不足分な

どを追加しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして持続的畑作生産体制

確立緊急支援事業費１，２８４万７，０００円の

追加は、畑作産地における病害虫の発生リスクの

低減や需要の高い作物の生産拡大、労働負担軽減

対策など畑作物の持続的な生産体制に係る取組に

対し支援しようとするものでございます。同じく

農林業費、農地利用効率化等支援事業費２，１３

３万９，０００円の追加は、農地集約化に重点を

置いた経営改善の取組に対し、必要な農業用機械

導入費用などの支援を行おうとするものでござい

ます。

８款土木費におきまして市道除雪・排雪対策事

業費５，８１４万６，０００円の追加は、市道除

雪業務委託料におきまして労務単価の上昇及び昨

年度の実績から見込まれる不足額などを追加しよ

うとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加などに伴う国庫支出金やふるさと納税寄附金な

どの特定財源を計上するほか、前年度繰越金で収

支の調整を図ろうとするものでございます。

第２表、債務負担行為補正は戸籍住民基本台帳

事業費における戸籍情報システム機器の購入費用

を追加しようとするものであり、第３表、地方債

補正は臨時財政対策債について限度額を変更しよ

うとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 議案第４号

令和６年度名寄市介護保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 令和６年度

名寄市介護保険特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ５，４４５万７，０００円を追加を

し、予算総額を２８億７，１９３万７，０００円
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にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。３款地域

支援事業費におきまして健康づくり体操教室事業

費１５万３，０００円の追加は、体操教室参加に

おける行政ポイントの負担金等を追加しようとす

るものでございます。

６款諸支出金におきまして５，４３０万４，０

００円の追加は、令和５年度介護給付費負担金の

精算に伴う返還金等を追加しようとするものでご

ざいます。

歳入におきましては、前年度繰越金を追加をし、

収支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 議案第５号

令和６年度名寄市立大学特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 令和６年度

名寄市立大学特別会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１１０万円を

追加をし、予算総額を１８億６，３８１万２，０

００円にしようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款教育

費におきまして学生募集対策事業費１１０万円の

追加は、札幌市内テレビ局の放送スタジオを利用

した進学相談会運営委託料を追加をし、テレビ番

組内での告知や札幌駅地下街のポスター掲示など

道内、特に札幌圏での名寄市立大学の認知度を高

め、学生確保を図ろうとするものでございます。

歳入におきましては、一般会計繰入金を追加を

し、収支の調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（山田典幸議員） 日程第９ 議案第６号

工事請負契約の締結について、議案第７号 工

事請負契約の締結について、議案第８号 工事請

負契約の締結について、議案第９号 工事請負契

約の締結について、議案第１０号 工事請負契約

の締結について、議案第１１号 工事請負契約の

締結について、以上６件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号から議案第１

１号の工事請負契約の締結について、一括して提

案の理由を申し上げます。

本件は、８月２０日に一般競争入札を執行した

名寄中学校改築工事（建築主体工事１工区）外５

件の工事請負契約の締結をしようとするものでご

ざいます。

議案第６号の建築主体工事１工区につきまして

は大野組・荒井・坂下特定建設工事共同企業体が

契約金額１３億３５０万円で、続いて議案第７号

の建築主体工事２工区につきましては、大野土建

・橋本川島・高橋組特定建設工事共同企業体が契

約金額１４億９，９３０万円で契約を締結しよう

とするものでございます。

次に、議案第８号の強電設備工事につきまして

は竹内・新光特定建設工事共同企業体が契約金額

の２億８，６００万円で、続いて議案第９号の弱

電設備工事につきましては末廣屋・東洋社特定建

設工事共同企業体が契約金額３億６，０８０万円

で契約を締結しようとするものでございます。

次に、議案第１０号の空調換気設備工事につき

ましては扶桑・日進・大洋特定建設工事共同企業

体が契約金額３億５，３６８万３，０００円で、

続いて議案第１１号の給排水衛生設備工事につき

ましては山崎・木本特定建設工事共同企業体が契

約金額１億８，０９５万円で契約を締結しようと

するものでございます。

以上、６件の工事につきまして、名寄市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求

めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） 追加説明を東建設水道

部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） それでは、私か

ら追加説明をさせていただきます。

議案第６号から議案第１１号の事業につきまし

ては、工種別の施工に配慮し、６工事に分割した

ものであり、名寄中学校を改築する一体の事業に

なりますので、詳細説明においても一括して説明

をさせていただきます。

まず、参考資料１の図面を御覧ください。参考

資料１は、既存校舎を解体した後のイメージにな

ります。上段は敷地全体の鳥瞰図で、下の段は新

中学校を東８号道路から見た姿図となります。

新しい中学校の外観については、外壁材は自然

素材のれんがタイルを１階に用い、上層階はメン

テナンス性がよく、耐久性の高いガルバリウム鋼

板材を仕上げとした明るく、親和性を持てる建物

になるよう配慮をいたしました。

構造は鉄筋コンクリート造３階建て、規模につ

いては校舎と屋内運動場を一体の建物構成にした

形状で、校舎部分５，５６３平方メートルと屋内

運動場部分１，２３２平方メートル、合わせて延

べ面積６，７９５平方メートルの建物になります。

また、新しい中学校の南面には、学校内の電力

に活用する太陽光パネルを設置します。

建築物としての高い断熱性を図りつつ、省エネ

性能基準の仕様となるＮｅａｒｌｙＺＥＢを取得

した建物となります。

続きまして、参考資料２の配置図を御覧くださ

い。朱色で囲んだ範囲が本契約に係る工事の施工

範囲となり、敷地全体で見るとほぼ中央に新中学

校を配置をしています。

続きまして、参考資料３を御覧ください。ここ

からは、各階の平面図となります。資料３の１階

部分につきましては、右下、東側になりますけれ

ども、こちらに位置する玄関及びホールは生徒や

教員が往来する場所となるようメインの階段やエ

レベーターを併設をしており、天井に木製のルー

バーを設け、温かみを感じられるホールとなるよ

う配慮しています。左下、西側になります。特別

支援教室と職員室は見通しのよいホールに面して
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配置をし、上側、北側になりますけれども、こち

らは地域開放使用が適切に行えるよう音楽室、多

目的ホール、屋内運動場を区画管理できる配置と

しています。

続きまして、資料４の２階、資料５の３階にな

ります。こちらは、各階ともに普通教室を採光確

保に配慮して下側、南側に並べ、特別教室を図面

の右側、東側に集約をしています。また、校舎２

階の中央に位置する部分に図書室を設けるなど使

いやすい教室の配置といたしました。機械室及び

電気室の使用機器や防災備蓄倉庫については、浸

水想定区域であることに配慮し、２階以上にそれ

ぞれ配置をしています。

なお、それぞれ各工事区分につきましては、建

築工事の工区につきましては平面図上に朱書きの

線で区画したそれぞれの範囲に分けたもので、１

工区部分が議案の第６号、２工区部分が議案７号

の工事範囲となります。

また、議案８号の強電設備工事は、２階に配置

をする受変電設備において動力や電力を各所に供

給をするものです。省エネ性能の高いＬＥＤを採

用した照明設備、コンセント、舞台照明を主とし

た電源設備工事になります。

議案第９号の弱電設備工事は、太陽光発電設備、

自動火災報知器設備、電話、テレビ、構造設備な

どを主とした電気工事でございます。

議案第１０号の空調換気設備工事は、校舎の空

調は高効率で省エネ効果の高い電気ヒートポンプ

エアコンを設置をし、冬期間は暖房、夏期は冷房

として使用します。屋内運動場は暖房能力を考慮

して、灯油だき温風暖房機を３階機器室に設置す

るほか、各室に換気設備を設けるなど機械設備工

事となります。

議案第１１号の給排水衛生設備工事につきまし

ては、屋内外の給排設備には節水機器を使用し、

給湯設備は省エネ性能が高いエコキュートを配置

をしています。そのほか消火設備、ガス設備など

を行う機械設備工事でございます。

以上、これらの各設備の保守性や維持管理の容

易さなどを配慮しつつ、建築主体工事とともに一

体的に施工を行い、令和８年、夏休み明けの２学

期から新しい中学校を活用できるよう令和８年６

月の完成を予定をしております。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第６号

外５件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

川村幸栄議員。

〇８番（川村幸栄議員） 今細かく御説明いただ

きました。市民の方々から豊栄川のそばなので、

防災の観点というところら辺でいろいろ聞かれる

ことが多くあります。防災対策として、特にここ

のところを注視して目標に取り組んでいるという

ようなことをお知らせいただければというふうに

思います。

〇議長（山田典幸議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今川の隣接地と

いうことでの市民からの御指摘だったと思うので

すけれどもこちらの名寄中学校につきましては現

在も避難所としてのつくりにはなっているところ

ではございます。もちろん新築の校舎につきまし

ても同様の機能を発揮させることとしてございま

すけれども、先ほども少し申し上げましたけれど

も、浸水想定区域であることは間違いございませ

んので、電気設備ですとか機械、防災の備蓄倉庫

につきましては今の浸水想定区域の上にある２階、

３階に配置をするという設計としてございますの

で、安全性能につきましても寄与している部分で

あるというふうに判断をしているところでござい

ます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） なかなかそこのところ

ら辺が周知が浸透していないという感じも私は受

けています。これだけ水害の問題等々他のところ

でも広がっている中で、名寄も特別ではないとい
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うふうに思っていますので、やっぱりそういった

周知も併せてしていただくことで市民理解も広ま

るのかなというふうに思いますので、その点要望

して終わりたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第６号外５件の一括採決を行いま

す。

議案第６号外５件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号外５件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１０ 議案第１

２号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市役所及びその関係施設で利用し

ている事務利用端末に接続をするシンクライアン

トサーバーにつきまして、令和元年度からの導入

から５年経過をしており、年々データが大容量、

高速化をする情報処理に対応するため、更新を行

うものでございます。本年７月２９日に物品等審

査委員会において審議の後、見積り合わせをした

結果、ＰＦＵ ＩＴサービス株式会社が７，２９

４万３，０００円で見積りを提出し、これに消費

税及び地方消費税７２９万４，３００円を加えて、

８，０２３万７，３００円で契約を締結しようと

するものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１１ 議案第１

３号 令和５年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１４号 令和５年度名寄市国民健康

保険特別会計決算の認定について、議案第１５号

令和５年度名寄市介護保険特別会計決算の認定

について、議案第１６号 令和５年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定について、議案

第１７号 令和５年度名寄市後期高齢者医療特別

会計決算の認定について、議案第１８号 令和５

年度名寄市立大学特別会計決算の認定について、

議案第１９号 令和５年度名寄市病院事業会計決

算の認定について、議案第２０号 令和５年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、議案第２

１号 令和５年度名寄市下水道事業会計決算の認

定について、以上９件を一括議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 令和５年

度名寄市一般会計決算及び議案第１４号から議案

第２１号までの各特別会計決算並びに各企業会計

決算の認定について、一括して提案の理由を申し

上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１３号か

ら議案第１８号までは令和６年５月３１日、議案

第１９号から議案第２１号は令和６年３月３１日

をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いまし

たので、地方自治法第２３３条第３項及び地方公

営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定

に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議案第１３号外８件は、本会議質疑を省略し、

全議員をもって構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号外８件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０９分

再開 午前１１時１６分

〇議長（山田典幸議員） 再開いたします。

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告します。

決算審査特別委員会委員長に東千春議員、副委

員長に高野美枝子議員、以上であります。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１２ 報告第１

号 令和５年度名寄市一般会計継続費精算報告に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 令和５年度

名寄市一般会計継続費精算報告について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、継続費により事業を実施をしてまいり

ました認定こども園等整備事業のほか計３事業が

完了したことに伴い、地方自治法施行令第１４５

条第２項の規定により報告するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１３ 報告第２

号 令和５年度名寄市下水道事業会計継続費精算

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 令和５年度

名寄市下水道事業会計継続費精算報告について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、継続費により事業を実施をしてまいり

ました名寄下水終末処理場内排水ポンプ場ＮＯ３

雨水ポンプ設備更新工事が完了したことに伴い、

地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定

により報告をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り
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ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１４ 請願を議

題といたします。

本日までに受理した請願は、お手元に配付の請

願文書表のとおり市民福祉常任委員会に付託しま

したので、御報告いたします。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月３日から９月８日

までの６日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月３日から９月８日までの６日

間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午前１１時２０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 谷 聡
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－21－

令 和 ６ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和６年９月９日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 水 間 健 詞 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

安全安心快適な環境整備について外１件を、山

崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い、大項目で２点質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、安全安心快適な環境整備に

ついて、小項目で３点お伺いいたします。小項目

１、小学校、中学校へのエアコン設置について。

近年の猛暑対策として、児童の生命と健康を守り、

学ぶ意欲が高まる環境の中で教育活動を進めてい

くため令和６年度、市内の４小学校の普通教室に

空調設備の設置が事業化され、名寄小学校、名寄

西小学校、名寄東小学校、中名寄小学校において

令和６年７月２５日から令和７年２月１４日まで

を工事期間として工事が進められています。残る

学校、名寄南小学校、風連中央小学校、智恵文小

中学校、風連中学校においても同様に空調設備の

設置が必要であることから、今後の計画について

お伺いいたします。

小項目２、公共施設へのエアコン設置について

お伺いいたします。市内公共施設の中でも文化セ

ンターやふうれん地域交流センター、智恵文多目

的研修センターは、生涯学習及び地域活動の拠点

として利用頻度の高い施設であると認識していま

す。しかし、夏場においては、部屋が暑くて熱中

症が心配、何とかしてほしいとの声が上がってい

ます。猛暑対策として空調設備の設置が必要であ

ると考えます。今後の計画についてお伺いいたし

ます。

小項目３、使用済み紙おむつの処分についてお

伺いいたします。保護者、保育士双方の負担軽減

を目的に、市立認定こども園と市立保育所におい

ては使用済み紙おむつの処分事業がスタートして

います。しかし、子供の預け先はそこだけではな

いことから、私立の認定こども園及び保育所でも

同様に使用済み紙おむつの処分事業が求められる

ところです。名寄市全体で子育て支援の機運醸成

と環境整備を図ることで、働きやすい環境整備に

よる保育士確保につなぐことを目的に事業の拡大

を求めます。見解をお伺いいたします。

次に、大項目２、北海道縦貫自動車道士別剣淵

インターチェンジから名寄インターチェンジ間の

延伸に関わってお伺いいたします。小項目１、地

域の活性化に役立つ道造りについてお伺いいたし

ます。北海道縦貫自動車道の士別剣淵インターチ

ェンジから名寄インターチェンジに至る延長約２

４キロメートルの事業が目に見える形で進んでき

ています。開通時期は未定とされているものの、

活性化に役立つ道造りに期待感は膨らみます。物

流に関して開発局や商工会議所、主要運送会社な

どにより構成された研究会も立ち上がっていると

認識していますが、その活動内容と今後の見通し、

計画についてお伺いいたします。

また、地域の活性化に役立つ道造りを目指して

は、情報の共有が求められます。市民への情報提

供の機会や方法についてお伺いいたします。

地域の中からは、道路の開通が通過型の交通形

態を生み、地域によっては逆に域内への人の往来

を減少させるのではないかという不安を訴える声

も聞こえてきます。開通後は利便性の高まった道

路網から地域の中に人を呼び込む施策が必要であ
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ると考えますが、行政としての役割をどのように

お考えであるのかお伺いいたします。

最後に、小項目２、名寄インターチェンジ周辺

拠点整備事業についてお伺いいたします。名寄市

総合計画（第２次）後期実施計画に新規追加事業

として盛り込まれた名寄インターチェンジ周辺拠

点整備事業について、令和８年度までの後期実施

計画期間中における取組として、いつ、どこまで、

どのような形で具現化していく予定であるのかお

伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） おはようございます。

ただいま山崎議員から大項目で２点にわたり御質

問いただきました。大項目１の小項目１と２は私

から、大項目１の小項目３は健康福祉部長から、

大項目２は総合政策部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、安全安心快適な環境整備に

ついて、小項目１、小学校、中学校へのエアコン

設置についてお答えします。昨年は、例年に比べ

て真夏日や猛暑日が増加し、８月には初めて道内

全域に熱中症警戒アラートが発表されるなど、こ

れまでに例のない対応が求められました。教育委

員会では、子供たちが一日の大半を過ごす学校に

おいて安全、安心な環境を整備する必要があると

考え、今年度から計画的に各学校に空調設備を設

置することとしました。事業の実施に当たり、設

置場所は普通教室にするとともに、名寄中学校と

名寄東中学校は校舎の整備を行う際に設置するこ

ととしました。今年度は、特定財源として学校施

設環境改善交付金を活用し、名寄小学校、名寄東

小学校、名寄西小学校、中名寄小学校の４校５１

教室に空調設備を設置することとし、既に７月下

旬に着工しており、２月中旬に設置を完了する予

定です。教育委員会としましては、残る４校、名

寄南小学校、風連中央小学校、風連中学校、智恵

文小中学校についても順次設置を進めていく必要

があると考えており、特定財源の確保に向けて、

国の公立学校施設整備に係る次年度事業量調べに

おいて空調設備の設置を検討していることを報告

しているところです。今後は、残る４校に設置す

る普通教室の数を確定するなど、次年度の予算要

求に向けた準備を進めてまいります。

次に、小項目２、公共施設へのエアコン設置に

ついてお答えします。議員より御質問のありまし

た３施設について、市民文化センターは東館に空

調設備が設置されておらず、扇風機により暑さ対

策を行っておりますが、西館に空調設備が設置さ

れているため、東館の利用者は暑さをしのぐ一時

的な休憩場所として西館を利用しているところで

す。ふうれん地域交流センターは、大ホールを除

き２階から４階に空調設備が設置されておらず、

扇風機により暑さ対策を行っておりますが、上階

の室温が高くなる傾向にあり、特に４階の和室に

ついては老人クラブの活動場所となっているため、

利用者には健康状態に注意を払い、活動していた

だくようお願いしているところです。智恵文多目

的研修センターは、空調設備が設置されておらず、

スポットクーラーや扇風機により暑さ対策を行っ

ておりますが、利用者には健康状態に注意を払い、

活動していただくようお願いしているところです。

教育委員会としましては、利用者から空調設備設

置の要望をいただいている施設もあり、設置の必

要性については認識しておりますが、３施設以外

にも教育委員会が所管する社会教育施設がありま

すので、今後各施設の利用頻度や利用者数などの

比較を行いながら設置する施設、箇所などについ

て検討していきたいと考えております。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 私からは、大項

目１、安全安心快適な環境整備について、小項目

３、使用済み紙おむつの処分についてお答えいた

します。

認定こども園等におけるおむつの自園処理につ
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きましては、使用済みおむつの持ち帰りがなくな

ることで保護者の負担軽減になるとともに、保育

士が児童ごとに振り分けることなくまとめて廃棄

することができ、業務軽減につながることから、

公立におきましてもあいあいの開園に併せ、東保

育所も含め自園処理を開始することといたしまし

た。公立２施設でおむつを必要とする児童数は１

１０名程度であり、必要費用として処分料金が月

で１人当たり約１００円、処分のための収集運搬

料金が約４００円となり、１人当たり５００円程

度の費用を一月に支出している状況となっており

ます。市内の民間施設は６園あり、現在の状況と

いたしましては全て園負担で自園処理をしている

施設が３園、うち１園は令和６年度から開始、園

負担の予算を超えた場合には一部保護者負担して

もらっている園が１園、自園処理と持ち帰りを併

用している園が１園、対象園児が少ないため持ち

帰りのみとしている園が１園となっております。

民間施設では、各園の方針に基づき実施の有無を

決定してきているところであり、園によっては収

集運搬料金を削減するため週に数回自園で処理施

設に持ち込み処分するなどの対応をしている園も

ございます。自園処理につきましては、国におい

ても令和４年１０月に実施状況の調査をしており

ますが、処分費用の負担割合は園の運営費で負担

しているが６９．６％、自治体等の補助を活用し

ているが１３．７％、保護者から実費を徴収して

いるが７．７％と続いており、約７割が園の運営

費で負担しているという結果となっております。

また、国ではこの調査結果等に基づき、令和５年

１月に保育所等における使用済みおむつの処分を

推奨するとの通知を発出し、保管用ごみ箱の購入

費用についての補助金を創設したことから、本市

におきましてもあいあいで２台、東保育所で１台、

民間１園で１台購入をし、補助金を活用する予定

となっております。現在のところ、本市におきま

しては各園で実施状況にばらつきがある状況でご

ざいますが、園で自園処理を推奨していることか

らも各園での処分費用について施設型給付費の加

算項目におむつ処理加算などの科目を追加するこ

とで財政支援をお願いするため、市長会等を通じ

て要望していきたいと考えているところです。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、北海道縦貫自動車道士別剣淵インターチェ

ンジ、名寄インターチェンジ間の延伸に関わって

をお答えいたします。

初めに、小項目１、地域の活性化に役立つ道造

りについてですが、北海道縦貫自動車道は我が国

の生活領域の拡大や産業発展に欠かせない国土開

発幹線自動車道として位置づけられ、安心、安全

な暮らしの確保に必要なインフラとして整備が進

められています。開通時期は北海道開発局から示

されていないものの、令和５年度末時点で事業進

捗率約６９％、用地進捗率約９９％と着実に工事

が進められており、加藤市長が会長を務める高速

自動車国道旭川名寄間建設促進期成会で今後も国

へ高速道路の早期完成に向けた要望をしてまいり

ます。

物流に関しては、これまで北海道開発局による

道の駅を活用した中継輸送の実証実験が行われ、

本市の地理的優位性などについて確認してきたと

ころです。また、昨年度には共同輸送、中継輸送

の実現に向けて、北海道開発局と共に本市も事務

局として参加している共同輸送・中継輸送実装研

究会が発足しました。官民連携での取組を進めて

おり、本市の中継拠点の可能性について議論、確

認されたところです。今月２４日には、本市にお

いて共同輸送・中継輸送実装研究会が開催され、

今後の方針などについて議論することとなります。

道路整備に関しては、北海道開発局が主体とな

り情報提供をしていくこととなりますが、市にお

いても市民の皆様へ進捗状況などの情報提供に努

めてまいります。道路開通により利便性が高まる

一方で、通過型となる可能性も懸念されますが、
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比布大雪パーキングエリア以北にパーキングは設

置されておらず、名寄インターチェンジ付近へ飲

食や物販などのにぎわい施設、トイレや休憩所、

給油所などを設置することにより人が立ち寄る機

会をつくり、観光などさらに町なかへ誘導につい

ては、民間事業者などの取組に期待するところで

す。

次に、小項目２、名寄インターチェンジ周辺拠

点整備事業についてお答えいたします。昨年２月

に名寄商工会議所から高速自動車国道の開通を見

据え、名寄インターチェンジ拠点整備構想の提案

がありました。高規格道路開通により観光、物流、

地域住民などの多くの方が利用することとなるた

め、人が集まる場所に飲食や物販、トイレや休憩

所の設置や災害が激甚化、頻発化する中で名寄市

立総合病院、陸上自衛隊名寄駐屯地など災害時の

対応機能を生かした広域防災拠点機能、北海道開

発局による実証事業を積み重ね、地理的優位性が

確認された物流拠点など道路開通の効果を最大限

享受する整備が示されています。これを受けて、

本年２月に共同輸送、中継輸送を考えるシンポジ

ウムにおいて名寄インターチェンジ周辺物流、防

災拠点化構想について説明する機会をいただき、

関係省庁や関係団体と情報共有を図るとともに、

意見交換、協議を進めてきたところです。現在名

寄インターチェンジ周辺拠点整備に向けて関係機

関と情報整理を進め、国、道、市、民間の役割を

明確にし、協力の下、拠点整備の実現へ向けて取

り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、時間が許す限り一般質問させて

いただきたいと思います。

まず、小学校、中学校へのエアコン設置につい

てでありますが、これにつきましては必要性につ

いては十分認識していただいている中で、順次進

めていく計画も立てていただいているということ

でありますので、予算的なものは結構な金額にな

りますけれども、進めていただくことを望む、強

く求めていくということでしかないのですけれど

も、やはり去年の３月定例会で多くの議員が一般

質問で猛暑対策、学校の空調設備設置を求めまし

た。その後１２月、第４回定例会のときに実施計

画の補正予算もつけていただいて、一気に令和６

年度、予算化していただきましたので、命を守る

ということに関わって早急な対応していただいた

ということについてはありがたいなというふうに

思いながら、この間こさせていただいています。

しかしながら、全国的にこの状況があるという中

においては、やはり物の状況、人出の状況等々含

めまして、この夏、子供たちが安心できる、快適

に暮らせる学校の環境にはちょっと時間が届かな

かったということでありますので、これは待った

なしであるということを認識していただきまして、

強く予算も設置をしていただける方向で進めてい

ただきたいと思っています。ちょっと私の地元の

風連中央小学校の先生方にも御協力をいただきま

して、今年は史上で２番目の暑さだったというこ

とで、去年に比べると上川管内、旭川、富良野、

士別、名寄、全体的なこの夏場の気温は２度程度

上がったのですけれども、去年ほどではなかった

ということではありますけれども、実際の気温が

どうであったかということについて調べていただ

きました。その内容からいいますと、厳重警戒と

いう気温が２８度以上３１度未満という日は調べ

ていただきました期間中２日だけということであ

りましたので、そのときの対応については、風連

中央小学校でありましたら今現在パソコンルーム

と市民の方も利用していただく図書室がエアコン

が設置されている状況であります。そこに子供た

ちを避難させるということは、緊急的な避難はな

いまま今年度については何とか乗り越えることが

できたというふうに先生方から報告をいただきま

した。しかし、ほとんどの日にちが警戒アラート

が、警戒ＷＢＧＴ、警戒という気温の状況であり
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ましたので、先ほどから何度も申し上げておりま

すが、何とか予算を捻出していただきまして、進

めていただきますことを強くお願い申し上げたい

と思います。

それから、公共施設のほうなのですけれども、

やはり避難所の役割を担っている公共施設であり

ますので、これについては全体の部屋へというこ

とではないにしても部分的に空調設備の設置が求

められるところですが、その辺の細かい計画につ

いては現在どのようになっておりますでしょうか。

もう一度この部分お聞かせいただきたいと思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 空調の関係、社会教

育施設の関係で御質問いただいたのですけれども、

現在避難所という視点もそうなのですけれども、

各３施設の利用者でありますとか利用の頻度とい

うものを今後調査をして、実際の空調設備の設置

の必要性については認識しておりますので、そう

いった部分でも考慮しながら検討していきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 先ほどの伊藤部長の

御答弁の中にも利用者の声は届いている、聞いて

いるという御発言もいただいておりますので、そ

の辺も踏まえて進めていただけると思っておりま

すが、実はふうれん地域交流センター４階の和室

が本当に暑くて、高齢者の方たちが和室でありま

すので、安心して一日そこで活動されている状況

が多い中であります。では、高齢者の方だけがそ

こを使っているのかといいますと、都会っ子交流、

杉並との交流を風連地区はずっと進めておりまし

て、宿泊するところがなかなかありませんので、

以前からその和室を使って泊まっていただいたり

もしておりました。ところが、この暑さから今は

その和室が厳しい状況で、ふうれん健康センター、

病院の隣の２階が空調設備整っておりますので、

そちらのほうで、何年か前には夜中に子供みんな

引っ越しというような、そんな対応もしていただ

いたのですが、今は初めからふうれん健康センタ

ーのほうで寝泊まりをしていただく計画で動いて

います。そうなのですけれども、この間担当者の

方に確認させていただきましたら、やっぱりスペ

ース的に全員がそこで寝泊まりできるわけではな

いので、名寄市、杉並区両方からリーダーとして

高校生や大学生の方が関わってくださっています。

そのリーダーの方たちは、依然として交流センタ

ーで寝泊まりをしている、暑くてかなわないとい

う声が出てきました。私も学校におりましたので、

子供たちの熱中症に対応したことありますけれど

も、本当に突然症状を訴えてきますので、本人の

自覚症状がない中で起きてくるということでは大

変命に関わる恐ろしい状況だなと思っております。

何とかそれぞれの施設で１つずつでも求めたいと

思っています。経費的にそのほうが大きくかかる

のかもしれませんが、この施設ではここというふ

うに智恵文の皆さんの活動頻度の高い部屋も含め

て確認をしていただきたいと思いますが、具体的

にどんな進め方をしていただけますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 公共施設全般のお話

ですので、私のほうからお答えさせていただきた

いと思います。

少し振り返ってみると、この暑さ対策につきま

しては、令和４年度の当初予算のときに暑さがひ

どくなってきている、気温の変化ということもあ

りまして、子供のたくさんいらっしゃる学校です

とか、あと高齢者関係の施設を優先して、まずは

学校、まず保健室を優先したと。それから、介護

施設、あと大学、そういったところを設置させて

いただいて、あとそれから庁舎の中においても市

民の利用の高い会議室などに設置してきたところ

です。その後さらに猛暑対策ということで、昨年

度一歩進みまして、全学校に、全ての教室ではな

いですけれども、普通教室、特別支援教室含めて

ですけれども、そこの教室にエアコン設置をする
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ということを検討させていただいて、決定し、今

年度より設置のほうをさせていただいているとい

うことになっているのかなというふうに思ってい

ます。先ほど教育部長のほうからも答弁ありまし

たけれども、公共施設におきましてもまだまだた

くさんの施設の中でエアコンが設置されていない

施設たくさんありますけれども、まずは議員のほ

うからもお話しいただきましたとおり、残ってい

る学校について、ここは注力させていただきたい

というふうに考えているというところは、庁内の

中でもコンセンサスは取れているものかなという

ふうに思っているところであります。残っている

施設につきましては、先ほどからのいろんな議論

もありましたけれども、やはり今の使用頻度です

とか暑さ状況なども改めて確認を各部の中で取っ

ていただきながら、今後の予算協議の中で進んで

いくものかなというふうに考えておりますので、

御理解のほうよろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 木村総務部長は前職

が教育部長でいらっしゃいましたので、経緯から

現在の状況について一番よく御存じの方かなとも

思います。その中で経緯について御説明をいただ

きましたので、それについては考え方として学校

を優先するということ、必然的にそういうふうに

なるなというふうに思っています。やはり何とい

いましても小さい金額ではありませんので、名寄

市全体の財政、この後決算審査特別委員会も控え

ておりますけれども、金額が分かっている中で発

言させていただいておりますので、そこは十分理

解するところではありますけれども、学校が終わ

らないと公共施設のほうは手を出すことができな

いという認識を持たざるを得ないのかなと思いま

すが、ちょっとそこのところもう一度お聞かせく

ださい。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 繰り返しになるので

すけれども、まずは学校を優先させていただきた

いというふうに思っています。これは残っている

学校、４校かな、残っていると思いますので、そ

こは優先ということで、それは先ほど申しました

とおり、庁内の中でもまずはそこを優先していこ

うというところは各部の意識の中にもあるのかな

というふうに思っております。ただ、いずれにし

ても、先ほどからお話しさせていただいているよ

うに、お話あるとおり、ほかの施設にもまだまだ

ついていないところがあって、市民の皆様方が利

用されている施設もたくさんあるというのはこち

らのほうでも理解させていただいていますので、

そこは改めて予算の中で、予算も制約、限られた

予算でございますので、制約がございますので、

そこについては優先度を見ながら対応のほうを考

えていくというふうに考えているところでござい

ます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） もっともな話だなと

思いつつも、やはり高齢者からは子供も大事だけ

れども、自分たちも大事にしてほしいという話は

常に届いてきています。まちづくり懇談会でも議

会の市民の皆さんとの意見交換会でも、今年出た

ということではなく、ずっと出ている要望といい

ますか、声でありますので、これについては受け

止めていただいていないわけではありませんけれ

ども、何とか財政的にも担っていただいています

部長、知恵を絞っていただきまして、できるだけ

早い時期に一つの部屋だけでも進めていただける

ように強く要望をさせていただきたいと思います。

それでは、次の使用済み紙おむつの処理につい

て再質問させていただきます。先ほど馬場部長か

らお話しいただきましたように、それぞれの私立

の認定こども園の状況について私も確認をさせて

いただきました。自園で処理をされているところ

につきましては、名寄市がやる前に数年前からや

っていますよというようなお話も聞かせていただ

いております。しかしながら、それができない園

の事情も聞かせていただいております。一番困っ
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ておられるのは、やはり集めた、収集された後の

使用済み紙おむつの処理場への運搬について大変

困っているということをお話しされていました。

そこにお金をかけなければいけないということも

分かっているのだけれども、限られた予算の中で

は保育士を確保して、一人でも多くの小さい子供

たちが受け入れられるようにしていきたいという

園長先生のお話も伺っておりますので、その運搬

費用について、一月４００円程度ということで具

体的な数字も見せていただきましたけれども、そ

こを広げていくということにはならないでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ちょっと若干繰

り返しの答弁になるかもしれませんが、先ほど市

の場合は４００円ということで、スケールメリッ

トが一部ありますので、対応していただける業者

さんだとか、あと対象となるおむつの量とかによ

って若干金額がきっと変わってくるのだろうなと

いうふうに思っております。中にはそういったこ

とで自園でいろんなやりくりをして、運搬料金と

いうのが、産廃になりますので、運搬料金のほう

を自園のほうで対応していただいているというよ

うなところもあるというふうに聞いています。先

ほどの中で令和５年でしたか、自園処理を推奨す

るというような対応の通知が国のほうから各園に

対して出されているということでございますので、

私どもとしては園の中の各給付費の中にそれが入

っているかどうかまではちょっと明確には確認は

できていないのですが、いずれにしてもそういう

通知を出すということはそういう認識にあるとい

うふうに国でも思っていらっしゃるというふうに

思っていますので、そういう処理をするという園

については当然加算をつけて、処理費用について

公的な扶助というのをしていくべきなのではない

かなというふうに考えておりますので、市長会等

を通じて意見具申をしてまいりたいというふうに

思っています。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 小学校、中学校につ

いては義務教育ということでありますので、通っ

ている子供たちの学校が多少違っても同じような

内容で教育を受けることができています。ところ

が、幼児教育の部分においてはそうではありませ

んので、例えば今年あいあいが開園していただき

ました。本当にすばらしい施設で、子供たちの様

子を見るにつけてもよかったなと思っているので

すが、みんながみんなあいあいに入れるわけでは

ありません。定員１５０人、ここに入りたい方は

もっとたくさんいらっしゃるだろうなとは思いま

すが、そういうことではなくて、それぞれの地域

の中で、へき地保育所もありますけれども、それ

ぞれの親御さんの状況、子供たちの状況、地域の

状況を考えて、それぞれの園も長く活動していた

だかなければいけませんので、その部分を守って

いくのはやはり行政としての責任はあると思って

おります。ある園からは使用済みの紙おむつの処

理費用をいわゆる小中学校でいうＰＴＡ会費に少

し上乗せさせていただいていますと。御理解いた

だいてということではありますが、そういう状況

も教えていただきました。これについても当然そ

れに代わる園の特徴的な取組に賛同して、保護者

はその園を選んで、子供たちを預けられているの

で、それはそれで進んでいっていいとは思うので

すけれども、なかなか保育士が確保できない状況

であれば、金銭的に何とか支援できる部分でそれ

ぞれの園を御支援いただくことができないだろう

かと思っているところでありますが、国のほうで

推奨しているという事業、先立って名寄市で取り

組むことはできないでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 原則といたしま

しては、私どもといたしましては公定価格が決ま

っているという状況の中で、原則として名寄市だ

け突出してという形で考えてはおりません。ただ、
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道北の中で一部処理費用について支援をしていら

っしゃる市もあるというふうには聞いていますが、

ほとんどの９割９分の都市については実態を把握

していないか、もしくは運営費の中で実施をして

いるのでという返答をいただいておりますので、

当市といたしましても近隣の市とも連携をしなが

ら、先ほども申し上げましたが、国のほうに実態

を訴えてまいりたいというふうに思っております。

議員からもお話ありましたように、全国的にも保

護者から処理費用の実費を徴収しているというと

ころは７．７％あるということでございます。名

寄市内でも処理費、自園処理をしていないという

園があるのですけれども、いろんな園がございま

して、実は小さいお子さんを預かっている園から、

ちょっと３歳以上のお子さんを預かっている園も

ございますので、要するに処理をしていることに

対する加算という形が私どもとしては一定国のほ

うで出していくということが公平性を担保できる

のではないかなというふうに考えておりますが、

その辺の議論も含めまして今後研究してまいりた

いというふうに思っています。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 名寄市だけ突出でき

ないという御発言でしたけれども、やはり名寄市

だからできることを探していかなければいけない

と思っています。全国的に子ども・子育てで秀で

た取組があってというところで、よく話題になる

のは明石市であります。当然人口規模も全然違い

ますので、そこの状況を全部名寄市でやることは

できませんが、今明石市に行政視察の依頼をかけ

ても何年も断られています。それぐらい全国から

注目を集めていて、子ども・子育ての施策がいい

状況であるので、若い御夫婦が子供を連れて引っ

越しされて、人口が増えているという状況も伺っ

ております。何が施策として皆さんの心に響くの

かと思って、インターネットでしか見れていない

のですけれども、確認しますと結構な金額で市が

無償化という項目を設けています。名寄市の状況

を考えますと、本当に公立の名寄大学、保育士を

養成する大学がありながら、保育士さんが少ない

状況、何とかしていただけませんか、これも市民

との意見交換会で出てきています。保育士で働く

のであればやはり少しでも負担が軽いところに行

きたいので、申し訳ないですが、この辺はやめさ

せていただきます、この声も直接届いてきていま

す。この状況を聞いていらっしゃらないはずはな

いと思いますので、何とか突出した名寄市の子ど

も・子育て、取組を進めていただきたいと思いま

すが、再度御答弁お願いします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 議員から様々明

石市さんの事例も含めてお話をいただきました。

それぞれの事案、置かれている市の立場によって

状況が違うというふうに思っております。私もイ

ンターネット上でしか明石市さんの状況は把握で

きておりませんが、もちろん突出していい部分も

あるかというふうに思いますが、以前に務められ

た市長さんからの御講演を聞く機会があったとき

に、明石さんというのは大きい都市のベッドタウ

ンであることが１点、もう一点が非常に狭い地域

の中に人口が密集していて、行政が守備していか

なければならない位置がすごく狭いので、下水道、

水道、道路の費用を非常に低く済ませることがで

きるというお話がございました。そういった面で

いろんな部分があると思いますので、どこにどう

お金をかけていくのかというのがそれぞれの都市

によってきっと違うのではないかなというふうに

思っています。名寄市も今保育士が確保大変だと

いうことで、今現場でも大学とも連携しながら学

生さん、先生だけではなくて、一応公開保育を先

生たちに見てもらう、大学の先生たちに見てもら

ったのですけれども、実は今年から学生の方々に

も来てもらって、見てもらうという事業を今行っ

ております。もしかすると１年生や２年生の方々

が来てもらうためには少なくとも二、三年かかっ
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てしまうことでございますので、まだ急場しのぎ

にはもしかしたらならないかもしれませんが、私

こういうものを進めていく上で各論として議員の

そういうお話をいただくのも確かにあると思うの

ですが、何事もやっぱり理念というもの持って、

どういうふうに進めていくのかというのは大事だ

というふうに思っておりますので、そういうこと

をこつこつと積み重ねながらしていきたいという

ふうに思っておりますし、議員からいただいた意

見は頂戴しながら、今後政策を進めていく際の参

考にさせていただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） この大項目１につい

ては本当に予算が絡んでくるところで、求めるだ

けで終わらせるということにはしたくないと思っ

ておりますので、当然つけていただいた予算に対

しての効果も検証しながらやらなければいけない

と思っておりますけれども、やはり必要なものに

ついて取組を進めるということで、子供たちの使

用済み紙おむつの件についても、これは予算がか

かるのですが、やれないことはないと思っていま

す。なかなか人を確保するということは難しいで

すが、そこに布石を打つ。その上で、これは費用

対効果として大きいと思っておりますので、何と

か捻出いただいて、一歩前に進めていただきます

ようお願いしておきたいと思います。

それでは、大項目２のほうに移らせていただき

ます。先ほど石橋総合政策部長から御答弁をいた

だきました。この間いろいろ進めてきていただい

ております期成会のことでありますとか、加藤市

長に先頭に立って御苦労いただいております状況

についても御報告いただきましたが、市民の皆さ

んへの情報提供もしていきますという御答弁をい

ただきました。この間なかなか市民のところにタ

イムリーに、分かりやすくって言ったらいいので

しょうか、自分事として受け止められるほどの情

報提供を受け取ることができていないという声も

伝わってきているのですが、市民への情報提供と

いうことに関わって、今までどのような形でして

きていただいておりますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） こちらの高規格

国道というか、整備については、答弁でもお話し

しましたけれども、お答えしましたけれども、国

の予算において整備されている道路でありますの

で、一定程度プレス発表がされたときには当然マ

スコミ、メディアのほうでニュースとして取り上

げられて、伝わってくるというのが一般的な情報

提供なのだろうというふうに思います。それから、

度々この市議会の場でも取り上げていただいてお

りますので、その都度我々としては国が発表して

いる情報を知り得る部分でお答えをさせていただ

いて、また紙面等でも取り上げていただくという

のが一般的な今までの情報公開というか、我々が

してきた在り方かなというふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ立場もいろ

んなところがありますので、今言われたとおりの

ことをやってきていただいているというのは私も

分かっているつもりであります。逆にその発表、

その情報が市民に提供されたときに、市民によっ

ては新聞とかインターネットとか確認されていな

い方もいらっしゃるかもしれませんが、それにつ

いての市民の思いや声はどのような状況で確認を

していただいていますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今我々がそうい

った部分で声を直接拾っていける場面としては、

まちづくり懇談会等の市民の皆様と直接的にお話

しできる場面や日頃我々がお会いする、接点のあ

るような機会にお話をいただけるという場面で声

を拾うという形になるのかなというふうに思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） そのやり方をしてき
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ていただいているということは理解するところで

あるのですけれども、実は７月に経済建設常任委

員会で新得町のほうに行政視察に入れさせていた

だきました。新得町、道東道が通っているのです

けれども、インターチェンジがないということで、

何とか地域の中ではスマートインターチェンジが

要望されてきて、長年進みそうになったり、話が

消えてしまったり、また進みそうになったりとい

う変遷を重ねながら、１０年以上かかってようや

く今進んできているところでありますが、その状

況について、道の駅をそこに、スマートインター

チェンジに接する形で道の駅を造るというような

話が持ち上がってきたときにやはり市民の公募の

方も５人入られる形で検討委員会が立ち上がった

のです。道の駅ということでありますので、今私

が質問している高規格道路の延伸に関わるところ

と関連はありますけれども、直接ということでは

ありませんが、そのことが地域の中で出来上がっ

てきたときに、やはり地域はどのような期待や思

いを持っているのかということを、必要があるわ

けではないのですが、パブリックコメントを取ら

れたということでした。そのパブリックコメント、

７１件声が寄せられているのです。プリントアウ

トしましたら、本当こんなに結構な枚数になるぐ

らい市民の方からのいろんなスマートインターチ

ェンジに関わるところ、それから道の駅に関わる

ところの思いや御意見が届いています。なかなか

国が進めている、道が進めていることに関して地

域が思いを膨らませたからといってどうにかなる

ものではないということもあるかもしれませんけ

れども、この延伸に関わって、２４キロメートル、

どんな形になっていくのかということが見えてい

ないという言葉をよく聞かせていただきます。こ

の辺につきましては、当たり前の新聞、それから

ネット、そして懇談会等では足りない部分がある

のではないかなと思っていますが、もっと市民に

分かりやすい情報提供していただくということは

いかがでしょうか。今の段階では、出せるものは

ないというふうに受け止めざるを得ないのでしょ

うか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 繰り返しの答弁

になって申し訳ないのですけれども、今我々が出

せるとかというものではなくて、開発局が発表し

ているものが全てだということでございます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 開発局が発表してい

るものが全てということであれば、開発局の方と

市民が触れ合う、話を聞く機会というのは設けら

れるわけではないのですよね。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時５０分

再開 午前１０時５０分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 開発局から進められ

ているということでありますので、開発局の進め

ようとしている状況を名寄市としての行政がセッ

ティングをして、開発局からの話を直接伺うこと

のできる機会を設けるということはできますか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時５１分

再開 午前１０時５３分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ２４キロといっ

た時点で、つながるインターチェンジの距離まで

２４キロということですので、いわゆる名寄イン

ターチェンジ、そこが４分の４と言われる、全部

乗り降りができるフルスペックというか、のイン

ターチェンジを設置するということまでは計画上

は公表されているところになっておりますので、

それまでの事業の進捗については、答弁の中でも

ちょっと一部お答えさせていただきましたけれど
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も、工事の進捗率、それから用地の進捗率という

部分は実績として開発局から公表されている。そ

れが全てでありまして、多分その計画に対して思

いを聞いてもらえるかどうかというお話なのかな

と思うのですけれども、それは開発局に、判断す

るのは開発局ですので、我々はちょっと何とも答

えられないかなというところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） すみません、訳の分

からない言い方になっていて。実は７月に風連商

工会の青年部が主催して、風連経済活性化フォー

ラムがありました。そのときにいろんなパネラー

に御提言をいただきました。室蘭工業大学の教授、

有村教授も基調講演もしていただきました。その

ときにやっぱり地域の中から出てきた思いという

のは、士別剣淵インターチェンジから名寄インタ

ーチェンジ、１９線のところを想定していたと思

いますが、この２４キロつながるところの計画が

知らないうちにということではありませんが、さ

っきも言われたように、いろんなところで報道発

表はされていますが、地域の人間からするといつ

どんな形でその話が決まったのか、またいつ開通

するのかということが分かりにくいというような

思いが膨らんできているのだと思っています。２

４キロメートルというこの長さは、ちょっと分か

るところで調べさせていただきましたが、２４キ

ロメートル、長いと思うか、短いと思うか。３キ

ロ、６キロのところでインターチェンジを持って

いる高規格道路もあります。ですので、この２４

キロメートル、どこにも乗り降り口をつくらない

で、一気に士別剣淵インターから名寄インターチ

ェンジまでを通してしまうというそのことはどう

にもこうにもならないものなのか、地域の思いと

いうのはもう一度行政の中で確認をいただく場は

ないのか、そのことについて申し上げたかったの

です。その点いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今国のこの高規

格道路の整備に向けては、まずどんな流れで、知

らないうちに整備がというお話があったのですけ

れども、これは国土の開発としての計画の中で動

いている道路ですから、ここについては国のほう

で北海道、道北地域の発展に資する道路と位置づ

けて、新直轄方式という形になりましたけれども、

年度ごとの予算を措置しながら工事を進捗してい

くというような位置づけの道路なのだというふう

に私は認識しております。

それから、インターチェンジのお話ですけれど

も、国としては計画上のせているインターチェン

ジというのは、これは当然交通量だったり、そこ

で降りる想定される数だったり、必要と認められ

る効果のあるところについては計画上設置をして

いると。それ以外については、全国やっぱり同じ

ような物差しで開発局、国もそういう絵を描いて

いかなければなりませんので、それ以外について

は地域からの要望があれば地域活性化インターチ

ェンジと、こういった位置づけのインターチェン

ジの設置は可能というか、相談は乗っていただけ

るということですけれども、これについては当然

発生する工事費については地域負担ということで、

ここの詳細な工事費の積算作業までは行っており

ませんので、多くは分かりませんけれども、そこ

で要望したとしても多額の工事費用、それからそ

の後の維持費が自治体にのしかかると、このよう

な構図になっているのかなというふうに思ってお

ります。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） そのことは、当然分

かっています。分かっているというのは、そうい

うことであろうなと想像しておりました。部長の

御答弁を想像しておりました。国が進めてきてい

るということ、道が進めてきているということ、

地域が活性化するためにこの道路が延伸してきて

いるということも当然のことだと思っております

けれども、そこに住んでいる人間がまずこの道路

の延伸を地域の道として、まちづくりに資する道
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として使っていくという、自分たちが喜べる状況

で開通するという思いに至れるかどうかというと

ころは、まだそこまでは至っていないのではない

かと思っています。地域活性化インターチェンジ

という言葉を出していただきましたけれども、こ

の地域活性化インターチェンジ、造るだけではな

い。その後の維持費も大きく行政負担としてのし

かかってくるけれども、これが本当に必要なもの

であれば、やっぱり今議論はしなければいけない

と思うのです。この議論すら何もできていないの

ではないかという思いから、今回一般質問させて

いただいています。名寄とか風連とか、そういう

地区がどうこうということではなく、名寄市全体

として本当に一本つながってしまうことのメリッ

ト、それからどこか多寄、士別市も巻き込んで、

この地域のどこかでもう一か所乗り降り口ができ

ることのメリットがないのか、その辺の議論は今

後する余地はないのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時５９分

再開 午前１０時５９分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 民間団体のほうでも１９

線付近の、インターチェンジ付近への、今回の答

弁でもさせていただきましたけれども、様々な構

想と併せて、前は智恵文のほうのインターチェン

ジを、智恵文インターがあるのだけれども、その

手前の豚屋さんのところ下りているところが４分

の１になっているので、そこをやってほしいのだ

というような要望、あるいは風連のほうでもイン

ターチェンジをぜひ造ってほしいという要望が地

域からあってというようなことは承知をしており

ますけれども、現在その期成会は一本化されて、

名寄に集中しているというふうに承知をしており

ます。一方で、７月に風連地区でインターチェン

ジをできないかというようなフォーラムがあった

というふうにも聞いておりまして、そうした地域

の皆さんの意見を当然聞きながら、もしそれが実

施に資するということであれば要望はしていかな

ければならないというふうに思いますけれども、

当然財源もかかる話ですし、費用対効果というの

も見極めなければならないということであります

ので、そこは我々としては慎重に検討していかな

ければならない問題だなというふうに思います。

当然そうしたフォーラムがあったということは承

知をしておりますし、そういう御意見があったと

受け止めつつも、これから全体の道路整備をどう

いうふうにしていくのかということはしっかりと

受け止めながら検討していきたいということにな

るのかなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ようやくいろんなと

ころから声が上がってきたのかなと思いますと、

遅きに失したというところもあるのかなという印

象も持ちながらですけれども、やはり先ほど市長

御答弁いただきましたように、大きな行政負担に

なることは間違いありませんので、そこも含めて

ですけれども、今考えられるいろいろな議論だけ

はし尽くしていただきたい。その場をぜひ行政の

役割としてセッティングしていただければありが

たい。行政だけではありません。当然民間もそう

ですけれども、議論がないまま決まっていったと

きにやはりどこかで声が出てくるのは、振り返っ

て、風連地区は合併しなかったほうがよかったの

ではないかというような声まで出てきてしまう。

そうではなくて、合併してここまできている大き

な自治体になったからこそできることというのを

みんなで考えていきたいと思いますので、できる、

できないは後のこととしても議論はし尽くしてい

ただきたい。その議論をし尽くすだけの場の設定

をぜひ行政にお願いしたいと思います。市長、い

かがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 基本的には２４キロの間
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でインターチェンジはないということなので、そ

こについて私たちが積極的にするということには

ならないかもしれませんけれども、地域でそうい

う要望があるということであれば、そこはしっか

りと意見は承りたいというふうに思います。いず

れにしても、この６月の予算、皆さんも承知をし

ているとおり、今後、かなり今名寄市の財政も厳

しい状況にあって、いろんな意味で事業の選択と

集中というところもしていかなければならない状

況の中でどういう施策を選択していくのかという

ことは非常に重要な課題であるというふうに思っ

ておりますので、当然御意見はお聞きはしますけ

れども、しっかり市民の皆さんから幅広く御意見

をいただく中で、やはり政策は選択と集中の中で

研さんをしていかなければならないということに

なろうかと思いますので、御理解をいただければ

と思います。

〇議長（山田典幸議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

水道事業の経営戦略について外１件を、東川孝

義議員。

〇１４番（東川孝義議員） 議長より指名をいた

だきましたので、通告に従い、大項目２点につい

て順次質問してまいります。

大項目の１番目、水道事業の経営戦略について

伺います。小項目の１番目、計画期間における事

業進捗推移について。名寄市水道事業経営戦略事

業は、平成３０年に策定し、計画策定時には想定

していなかった様々な要因から令和２年度に総合

計画及びその他の計画との整合性を図る改定が行

われ、推進をされております。現在の経営戦略期

間の策定期間は、平成２９年度から令和８年度ま

での１０年間であり、残された期間は今年度を含

めて３年間であります。改めて令和２年度の経営

戦略改定の趣旨と改定後の事業進捗推移について

お伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、投資・財政計画と事業

推進上での課題について伺います。名寄市水道事

業投資・財政計画の条件として、社会的条件、投

資費用試算条件、財源試算条件の項目で事業が推

進されていると理解をしております。具体的な取

組においては、人口減少に伴う給水収益の減少、

老朽化が進む施設や管路を安定的に維持管理して

いく経費も増加していると想定されます。当市は、

管路経年劣化率が高く、老朽更新化率の向上、施

設、管路の維持管理を着実に行い、有収率を令和

８年度９０％以上と計画しておりますが、現状と

目標に対する考え方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、経営戦略と料金改定の

考え方について伺います。水道事業は、日常生活

のインフラを支える重要な公益事業の一つであり

ます。これまで安定的に施設、管路の維持管理や

投資・財政計画に基づき投資額を積算して、平成

３１年４月に料金の算定期間を平成３１年度から

令和５年度までの５年間として料金改定を実施を

しました。料金改定は、一市民の立場からすると

現行維持が望ましいと思いますが、一方では企業

会計における受益者負担という考え方、次世代に

負担を先送りせず、安定し、持続的な事業経営の

実現を目指すためには状況に応じた対応も必要で

あると考えます。現状では経営戦略と令和５年度

の決算との乖離も見受けられますが、その状況を

踏まえ、令和６年度以降の事業の見直しや料金改

定の考え方についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、市民農園の利活用につ

いて伺います。小項目の１番目、現在の利用状況

について。名寄市では、道立公園内健康の森の一

角にほのぼの農園として市民農園が誰でも利用で

きる市民農園を名寄振興公社の管理で運営がされ

ております。市民農園は、８０区画整備されてお

り、維持区画６４平米の広さで、年間の利用料金

は４，４００円であります。そこで、ここ数年の

利用実績とその結果についてどのように受け止め

ているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、今後の利用促進に向け

て。市民農園の利用促進に向けては、以前に春の



－35－

令和６年９月９日（月曜日）第３回９月定例会・第２号

ロータリー耕うん後の土壌が細かくこなれていな

く、そのままでは作付ができずに、耕運機で改め

て耕して、植付けを行わなければならないとの苦

情が寄せられ、その後は対応していただき、改善

がなされております。しかし、今年の市民農園の

利用は８０区画に対して半分以下の利用であり、

利用されていない区画は雑草が生い茂り、利用し

ている区画にもその雑草が入り込み、除去が大変

であるとのことです。実際に利用されている方に

伺うと、昨年まで２区画を利用していたが、雑草

除去が大変で、今年は１区画の利用にしたとのこ

とであります。今後もこのような状態が続くので

あれば、楽しみにしている市民農園の利用は諦め

ざるを得ないとのことでした。このような状況を

どのように受け止め、今後どのように推進をされ

ていこうとされているのか、考え方についてお伺

いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 東川議員からは、

大項目で２点御質問いただきました。大項目１は

私から、大項目２は総合政策部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、水道事業の経営戦略につい

て、小項目１、計画期間における事業進捗推移に

ついてお答えいたします。令和２年度の経営戦略

改定におきましては、平成３１年４月の料金改定

の後に大口需要家の撤退が発表されたことや令和

４年度から見込んでいた自衛隊への給水開始が令

和６年度以降になるなど、想定以上の人口減少や

給水収益の大幅な減収などが見込まれ、事業収支

に大きく影響する懸念が出てきたため、投資・財

政計画を見直し、効率的な事業経営に取り組むも

のとして改定いたしました。改定後の事業進捗状

況につきましては、給水人口の減少や節水効果の

影響もあり、給水収益は予想以上の減少傾向とな

っていることに加え、自衛隊への給水が開始され

ていないことなど収入面では厳しい状況となって

おります。また、支出面では継続的にコスト軽減

に努め、計画より縮減しておりますが、委託料や

動力費、支払い利息が増加傾向にあったほか、資

材費や労務単価の上昇により予定していた事業量

を減らして発注していることから、計画どおり進

捗していない事業もあり、今後の支出増加が見込

まれている状況となっております。

次に、小項目２、投資・財政計画と事業推進上

での課題についてお答えいたします。当市の管路

状況ですが、令和５年度末で経年化率につきまし

ては３０．７８％と老朽化が進んでおり、全国平

均の２２．１％を大きく上回っている状況です。

更新率につきましては０．２３％と更新が進んで

おらず、全国平均の０．６４％を下回っている状

況にあります。有収率につきましては、平成２２

年度の８６．８６％をピークに近年では７０％台

後半が続いており、目標値としております９０％

には程遠い数値となっている状況にあります。有

収率の向上に向けて限られた財源の中で老朽管の

更新を進めつつ、並行して漏水調査も行っており

ますが、なかなか向上に結びついていないのが現

状です。今後さらには老朽管は加速度的な増加が

見込まれますので、目標値に到達するには今まで

以上の取組が必要ですが、現在の経営状況や他の

水道施設の老朽化を考慮しますと、これ以上の投

資は難しいのが現状であり、更新ペースを上げて

いくことは困難な状況です。この問題は当市だけ

ではなく、全国的かつ深刻な社会課題になってお

り、水道は生命と安全な生活に直結する必要不可

欠な社会インフラであることから、現状を鑑みつ

つ、長期的な視点と未来志向を持って今後の水道

事業の在り方を考え直すことが必要と考えている

ところです。

次に、小項目３、経営戦略と料金改定の考え方

についてお答えいたします。令和５年度決算にお

きましては、経営戦略と比べて料金収入では１，

０００万円の減、収益的支出では４，０００万円

の増、さらに流動資産では１，５００万円の減な
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どとなっており、現在厳しい経営状況にあるもの

と考えております。この収入減少と支出増加の傾

向は今後も続くものと想定しており、健全な事業

運営を図るためには料金水準の見直しを早急に行

う必要があるものと認識し、４月から検討を進め

ているところです。今後浄水場の電気設備更新や

老朽管更新を重点的に進めてまいりますが、拡張

事業の一時凍結や水質検査体制の見直しなどによ

り事業の効率化やコスト縮減などを図りながら、

健全な事業運営を目指してまいります。

一方で、収入におきましては、自衛隊への給水

により一時的な増収は見込まれますものの、その

後の給水収益の減少傾向は避けられず、今後の経

営状況は非常に厳しいものと考えておりますこと

から、８月の経営審議会において現況を説明し、

さらに来年度の料金改定に向けて協議を進める必

要があるものと御説明させていただきました。独

立採算制による水道事業におきましては、負担を

次世代に先送りせず、安全、安心な水道水をつく

り続けるためには現在御利用いただいている皆様

に一定の御負担をいただきながら事業を進めてい

く必要がありますことから、今後とも経営審議会

との協議を重ねながら効率的で安定的な水道事業

経営に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、市民農園の利活用についてお答えいたしま

す。

初めに、小項目１、現在の利用状況についてで

すが、なよろ健康の森の市民農園の令和６年度利

用実績ですが、８０区画中３２区画の利用をいた

だき、令和５年度と比較すると区画数で１７区画

減となっており、過去５年間の平均利用区画数の

４５区画と比較しても約３割の利用減となってい

る状況です。利用実績の受け止めについては、い

わゆるコロナ明け後の利用は回復傾向にありまし

たが、今年度は大幅な利用減となっております。

農園の環境整備を含めて様々な要因があると思い

ますので、多くの市民が利用しやすい環境整備に

努めていきたいと考えております。

次に、小項目２、今後の利用促進についてお答

えいたします。市民農園の利用促進については、

議員から御指摘いただいたとおり、土壌の整備、

未利用区画の雑草の処理に関して市民からの要望

や苦情も届いており、その都度可能な範囲で改善

を進めているところです。今年度の作業状況です

が、草刈り作業を７月と８月に１回ずつ実施し、

未利用区画の耕うん作業については８月下旬に実

施しているところです。今後の利用促進について

は、特に雑草処理については小まめに実施するこ

とが望ましいと考えておりますが、管理について

はパークゴルフ場や遊歩道など園内全体の作業が

同時期に行われることから、作業機材や人員の確

保、さらには天候状況等を考慮しなければなりま

せん。これらの状況を踏まえて、草刈り、除草作

業の改善を含めて利用促進が図られるよう望まし

い市民農園の在り方を検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。確認を含めて再度質問させていた

だきたいというふうに思います。

まず、１点目の水道事業の経営戦略ということ

で、令和２年度の経営戦略改定の趣旨と改定後の

進捗ということで御答弁をいただきました。平成

３１年４月、料金改定後ということで大口需要家、

これ恐らく２０２１年の王子マテリアの工場の撤

退というのが非常に大きくここに効いているのか

なとも思います。一方では、自衛隊の給水開始が

遅れたというふうなこと、さらには給水人口の減

少だとか節水効果だとかというふうなこと、計画

どおり進捗していないというふうなお話だったか

というふうに思います。

この中でまず収益面に関してちょっと改めて確

認をさせていただきたいのですけれども、先ほど
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言った大口需要家の撤退による、王子の撤退によ

る減収、これは年間どれぐらいの金額になってい

るのか。

あと、先ほどもありました給水人口の減少とい

うことで、平成３１年４月以降、改定後の給水人

口の減少、これ当初の計画に対してどれぐらい減

ったのかというふうなこと、それからちょっとこ

こはどういうふうに判断をされて、先ほどたしか

減少と節水効果の影響というお話も若干されたの

かなと思うのですけれども、これ節水効果の影響

というのはどのような数値だとかもし見えるもの

があれば、まず収益面に関して改めてお聞きをし

たいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 収益面の影響に

ついて、まず１つ目の大口需要家の撤退による影

響なのですけれども、議員おっしゃられたとおり、

２０２１年１２月、王子マテリアの工場が停機し

まして、それ以降事務所ですとか研修所、独身寮

等が閉鎖されているかと思うのですが、その影響

が令和３年度の決算と令和５年度の決算を比較し

まして約１，９６０万円の減になっているところ

です。関係職員の転出については、実態の把握と

いいますか、調査ができませんので、予測として

職員の減少の人数とかを教えていただきながら約

４９０万円の減少を見込んでいるところです。

もう一点、給水人口の減少なのですけれども、

計画に対してどれくらい減っているのかというこ

とですが、経営戦略の改定のとき、そのときに人

口ですとか件数を見直しているのですけれども、

その際に人口については毎年約２００人程度減少

していくだろうということで予測しているのと、

令和４年度には王子関係の分で減少を見込んでい

るのですけれども、実際に現状では令和３年度の

前年度比較で４７５人、令和４年度は５４７人、

令和５年度は４２８人と予想を大幅に実は超えて

いるところです。令和５年度の決算の給水人口は

２万２，８００人となっているのですけれども、

計画値からは約７００人減っているところです。

もう一点、節水効果なのですけれども、これで

一番節水効果で挙げられるのは恐らくお風呂をシ

ャワーに変えるというのが効果的なのかなと思う

のですけれども、やはりそれも実態としてはなか

なか把握できないものでありますし、あと節水機

器の普及が大きく様々な場面で挙げられているか

と思うのですけれども、節水機器にはトイレです

とか洗濯機、シャワーヘッドですとか食器洗浄機

などが各種あると思うのですけれども、やはり交

換の調査というのはできませんので、把握できる

とすればトイレの改修なり、新築住宅を建てたと

いう件数で把握できる部分があるのかなと思いま

して、新築の件数とリフォームの件数で、ずっと

住まいる応援事業の件数でおおよそ把握しました。

ずっと住まいる応援事業については、全件がトイ

レの改修含まれていませんので、調査しまして、

全体で令和元年度以降新築件数やリフォームによ

りトイレを改修した件数は年平均で約１５０件、

４人家族でトイレを、従来のトイレでいったら１

３リットル流れるそうなのですけれども、最新の

節水型のトイレは４．８リットルなり４リットル

ぐらい減るようですので、そこで計算すると４人

家族で年平均５４立方メートル節水できるという

ことでホームページ等で載っていますので、それ

を基に計算したところ、節水効果で年間約１９０

万円減っているのではないかと予測しているとこ

ろです。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 王子の分で約２，０

００万円弱、１，９６０万円、関係職員、全体把

握はできないにしても４９０万円ぐらいというよ

うなことで、大口の王子の分に対して年間約２，

５００万円ぐらい減収になったのかなというふう

に今御答弁をいただきました。料金改定後の給水

人口の減少、計画に対してもそれぞれ御答弁をい

ただきました。令和５年度は２万２，８００人で
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計画をしたけれども、実質７００人ぐらい計画よ

り下回っているというふうなこと、あと節水効果

って今ちょっと答弁を聞いたら何かそんなような

お話も聞いたなというふうなことで、節水機器の

普及というのも非常に水道量の使用に大きく影響

しているのだなというふうなことで、それぞれ家

庭で使われるトイレ、洗濯機だとか、あるいは新

築、リフォームを含めて御答弁をいただきました。

これも計画より、計画というのは節水機器を導入

することによっても１９０万円ぐらい効果、逆に

効果が出る、使うほうは効果が出るのですけれど

も、収益としては上がらないというふうなこと、

収益面に対しての減収の部分については理解をさ

せていただきました。

それであと、支出という面で計画どおり進んで

いない、動力費や資材費というふうに先ほどお話

あったかと思うのですけれども、当然労務単価も

上がっているのだというふうに思うのですけれど

も、当初の計画に対して、目安でいいので、何％

ぐらい計画に対して増加をしているのか、この分

についてもお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 質問いただきま

した。まず、動力費なのですけれども、約１６％

ほど計画よりも上がっているところです。

それと、資材費、労務単価ですけれども、こち

らにつきましては約２７％、資材費については２

７％、労務単価については１５％ほど上昇してい

るものと見込んでおります。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 先ほどは収益面でこ

れだけ減収になって、逆に支出面での動力費は１

４％、資材費が２７％、労務単価、今１５％とい

うふうなことで、収入は減っているけれども、支

出のほうが大幅に増加をしているというふうなこ

とで、先ほど言った計画どおり進捗していないと

いう部分がこういうところからの御答弁なのかな

というふうに受け止めました。

それで次に、投資と財政計画と事業推進上での

課題ということで、先ほど壇上で有収率、令和８

年度９０％以上について現状と今後の対応という

ことで質問させていただいて、答弁をいただきま

した。まず、管路の状況、５年度末で決算書等で

は経年劣化率、先ほど３０．７８％ということで、

非常に名寄市の場合老朽化が進んで、全国の２２．

１％も非常に大きく上回っているというようなお

話だったかと思います。また、その一方更新率で

すけれども、これは全国がたしか０．６４だか６

３ちょっとだったと思うのですけれども、名寄市

が０．２３ということで、約３分の１ぐらいしか

更新が進んでいないというふうなお話だったかと

思います。あと、問題のこれに関連する有収率、

平成２２年度、これはデータで自分も確認したの

ですが、８８．８６、ほとんどその後は７０％ぐ

らいで、令和５年度の決算書を見ると令和５年度

も７８．５４というふうな当初の８年度以降９０

％以上という数値には非常にかなり厳しい数値の

現状なのかなというふうに思います。先ほどの収

益と支出という面でいくと、収益は減るけれども、

支出はさらに増えていくということで、更新ペー

スを上げていくのは先ほど何か厳しいというふう

な、国に依存する部分もあるというふうなことで

お話あったのですけれども、ここの有収率、ある

いは管の更新率、これ有収率というのは今さらで

すけれども、先ほど言っている給水料として、料

金として収入のあった水量の比率が高いほど当然

水道施設の整備に稼働した費用や経過的に収益を

確保したということで、恐らく、先ほども答弁に

は、有収率の低下というのはやっぱり一番大きい

のは漏水なのかなというふうに思います。要する

に老朽化というか、老朽管から漏水をして、浄水

場でつくった水が家庭まで、それぞれの使用先に

しっかり届かないというふうな。先ほど非常に計

画より進んでいないというお話の中で、管路の更

新ですけれども、今使用されている管路というの

を計画的に進めていったときにこの劣化更新って
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どれぐらいかかるのかなと。何か今年も０．２３

％というふうなお話だったのですけれども、まず

それと一方では技術が進んでいって、管路の仕様

といいますか、それもちょっと変わってきている。

現在の新しく更新をされていっている管路なので

すけれども、これって今まで当初使われていたの

と新しい仕様と何年間ぐらい使われるのか、この

辺についてちょっと改めてお聞きをしたいという

ふうに思います。お願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 管路の仕様の実

態ということだったかと思うのですけれども、ま

ず配水管の法定耐用年数というのは４０年という

ことになっているのですけれども、現在新たに更

新した管については約１００年もつというふうに

は言われています。ですが、実際に今埋まってい

る古い管については、硬質塩化ビニール管につい

て大体実際に使える期間が６０年と言われている

ところでありますので、更新率が低いのですけれ

ども、実際に全部が割れてしまうということが少

なく、部分的に割れてしまうことが、破損するこ

とが多いですので、そこ部分改修しながら更新し

ていきたいなと考えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 耐用年数、最初のも

のは４０年、新しい仕様だと１００年ということ

になって、どんどん新しい仕様に替えていけばそ

の分の経費も今後減っていくということ。ただ、

今私の調べた数字が間違いでなければ今の配水管

の延長というのが３４万１，９６７．４４メート

ル、そのうち老朽管が９万８．９７２．３６メー

トル、管路の経年劣化率が２８．９４％、全国平

均でいくと１７．６％と。管路の更新率、今年は

低いのですけれども、一応計画では０．５４で、

全国平均が０．６８というふうなことで、非常に

計画より進んでいないというのと管路の劣化率も

名寄市は非常に高いというふうに判断をさせてい

ただきます。その中で、先ほど管路の老朽化更新

に向けて水道事業の在り方を考え直すということ

が必要だというふうな答弁をいただいたと思いま

すけれども、今の老朽管を含めて具体的な施策に

ついての考え方について改めてお伺いをしたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 管路の更新につ

きましては、先ほども答弁いたしましたけれども、

そのほかの老朽施設の更新等もあり、収入も少な

くなってきている現状もありますので、管路の更

新だけに費用を費やすことはなかなか難しいのか

なと考えているところです。ですので、有収率向

上のために漏水調査も引き続きやっているのです

けれども、調査方法を令和元年度から変えながら、

若干ではあるのですけれども、有収率が向上して

いるというデータもあります。それに加えまして、

在り方を考え直すという意味でいきますと、老朽

管の更新だけではなくて、先ほども言いました老

朽化対策、実施すべきことが多い中で、あとその

ほかにも人材育成ですとか技術の継承が必要にな

ってきておりますので、料金の収入減などを考え

ていきますと、やはり安全な水道水を安定的に提

供するために今後国や道でも進めている広域化で

すとか共同化、またはウオーターＰＰＰなど官民

連携による民間活力の推進、こちらも含めて様々

な研究を進めていかなければならないと考えてい

るところです。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 漏水の関係について

は、調査の関係については実施等を含めた検討を

加えているというふうなこと、それで水道事業の

在り方を考え直すという点では後半のほうでお話

しでございました。今後広域化だとか共同化だと

か、あるいはウオーターＰＰＰ、民間を含めたと

いうふうな形がお話あったかというふうに思いま

す。

そこで次に、経営戦略と料金改定の考え方とい

う部分でお話をちょっとさせていただきたいとい
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うふうに思います。令和５年度の決算で戦略と比

べて、先ほどたしか収入で１，０００万円、収益

的支出だったかな、では４，０００万円増、流動

資産では１，５００万円の減ということで、収入

は減っているけれども、経費は増えているという

ふうなお話で、健全な事業運営という視点からい

くと、早急に水道料金の見直しを行わなければな

らないというふうなことで、今年４月から検討を

加えているというふうなお話だったかと思います。

収入増というようなことでは自衛隊の給水、今後

の見通しとしては一時的には増えるけれども、そ

の後状況を見るとやはり厳しい状況だということ

で、８月の経営審議会、たしかこれ８月２２日だ

と思ったのですけれども、説明をさせていただく

というふうなことで答弁だったかと思います。こ

の料金改定の部分というのは、市民も非常に関心

もあるし、先ほども冒頭お話をさせていただいた

ように、一市民としては現状維持が望ましいわけ

ですけれども、いかんせん水道事業というのは、

先ほどお話をさせていただいたように、経費を先

送りだとかとするわけにもいかないというふうな

ことであります。当然独立採算による水道事業と

いうことで、それで健全な事業運営という視点で、

先ほど８月の経営審議会で来年度の料金改定に向

けての協議を行うというふうな御説明だったかと

思うのですけれども、その経営審議会に提案をさ

れた項目、ポイントを含めてちょっと御説明を改

めていただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 経営審議会での

説明の内容だったかと思うのですけれども、まず

経営審議会の中で料金水準の見直しをどのように

考えているのかということでお話しさせていただ

いたのですけれども、先ほど来答弁しております

大口需要家の撤退などの影響によって収入が減少

傾向になりましたので、さらには現金の保有額に

ついても減少傾向が続いているし、今後これまで

４億円を下回ったことがない現金が下回ることが

想定されたので、料金水準の見直しを行う必要が

あるということで、見直しの経緯を説明させてい

ただいたところです。今後見込まれる事業の内容

として、まず第２期拡張事業については一時凍結

のままとし、それ以外に老朽管の更新ですとか量

水器の取替えについては２億円の投資、そのほか

浄水場の電気設備なりに、施設の整備費には２億

２，０００万円で投資をするということで、実は

これ去年までの計画よりも圧縮するために各課に

聞き取りを行いながら精査して、このような目標

を立てたところです。そのほかに窓口包括委託を

予定していたりですとか、スマートメーターの運

用費、こちらについても掲示をしながら今後の事

業内容について説明したところです。それをもち

まして今後の収入、支出も状況を踏まえながら経

営状況を見直したところ、令和１０年度には保有

する現金がなくなるという試算が出ております。

そちらについて説明させていただきながら、１０

年度になくなる状況から収入増を図った試算につ

いて説明したところですが、例えば現在の料金収

入から１０％増加させたパターンと２０％増加さ

せたパターンを比較しまして、１０％でも一時的

には経営ができるのですけれども、令和１６年度

から現金がなくなる見込みであったり、２０％増

加した場合ですと現在の４億円を確保しながら令

和１８年度まで経営していけるというような試算

の状況を説明しながら、やはり現行の料金のまま

では令和１０年度には現金がなくなる可能性があ

るので、料金の見直しが必要ということで、改定

の時期につきましては来年度実施したいというこ

とで説明してきているところです。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今ポイントについて

御答弁をいただきました。非常に経費のかかる部

分と、それから収入、現金の保有額が減るという

現状のままでいくとというふうな御答弁だったか

なというふうに思います。最終的には現状から１

０％増加していくと令和１６年、２０％で１８年
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だったかな、というふうなお話だったかと。今の

現状でいくと、現金の保有額が令和９年度でなく

なるというふうな形だったのかなと。ちょっとこ

れ後でまたお聞きをしたい……１０年度でなくな

るというふうな形だった。今後新たにいろいろ設

備投資もそれぞれのところで事業の見直しを含め

ながら計画をされているというふうなお話だった

かなというふうに思います。それで、たしか今窓

口業務等について、スマートメーターだとか、そ

ういうのは既に今年予算化されてはいるのですけ

れども、たしか資料見ると業務を民間業者に委託

をするというふうな一部お話あったかと思うので

すけれども、実際にこれ委託をすると、資料だけ

しかちょっと見ていないので、判断できないので

すけれども、逆にコストが上がるというふうな、

資料の中でしか見えないのですけれども、この辺

どういうふうな狙いで民間業者への委託等を進め

られようとしているのか、その目的と狙いについ

て、改めてちょっとここの部分お伺いをしたいと

思います。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 今御質問あった

民間委託の関係だったのですけれども、先ほど説

明したのは窓口業務の委託ということで検討して

いるということなのですが、ほかの自治体でも実

は料金の窓口も含めて施設の管理の委託は水道事

業については進んでおりまして、導入されている

自治体が多いということを把握しているのですけ

れども、名寄市としてはまず検針員、こちらの確

保がなかなか厳しくなってきているということで、

ほかにも経験が必要とされている、例えば収納徴

収業務などにおいてなかなか人事異動で人が替わ

ると、そこが技術というか、知識も含めた継承が

難しいというところでもありますので、民間会社

の持っているノウハウを活用できないかというの

が検討のまず初めの取っかかりだったかと思いま

す。そのほかにも、例えば浄水場の施設管理につ

いても将来的な人材不足も考えられますので、そ

こについて民間委託も解決の一つの方法ではある

のですけれども、委託先へのリスク管理も考えな

がら考えていかなければならないということで、

こちらについてはなかなか検討が進んでいない部

分ではあります。また、コストについては増加す

る傾向にありますが、継続性を考慮するとコスト

以上に人材確保や業務の引継ぎも含めてリスク管

理を考えると、今後においてやっぱり検討し続け

ていく必要があるのではないかなと考えていると

ころです。そういった意味でいくと、御指摘のと

おり、コストについては上がるのですが、コスト

以上の部分を考えながら検討を進めている最中で

ございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 市役所のほうは人事

異動だとか、そういうのは当然ある部署ですので、

収入の徴収業務だとか経験が必要な部署、そこの

ところに民間業者の持っているノウハウを活用し

ていくというふうなことの御答弁だったかという

ふうに思います。その分については、コストが上

がるというのは理解をさせていただきます。

それで、もう一点、ここで確認をさせていただ

きたいのですけれども、経常収支比率、要するに

経常費用と経常収益ということでどの程度賄われ

ているかという、この比率が当然１００％未満で

ある場合は収益で賄っていないというふうな、逆

に経常損失が出ているというふうなことだという

ふうに思います。令和元年度から４年度まで、こ

れ数字は既に出ているのですけれども、１００％

を上回っております。令和５年度、既に出ていま

すけれども、９５．１％ということで１００％下

回って、既に先ほど来計画と違ってきているとい

うお話、やり取りもさせていただいておりますけ

れども、令和５年度で大きく減少したという要因

についてお聞きをしたいのと、現状の中でいくと

令和６年度の見通し、どのようになっていくのか、

ここの分について改めてお伺いをしたいと思いま
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す。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 令和５年度につ

きましては、やはり収入が減ってきているという

のが一番の要因かとは思うのですけれども、その

ほかに職員給与費もそうですし、動力費、委託料

など、支払い利息も増えていることもありまして、

決算の状況でいくと１００％を下回る結果となっ

てきているところです。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 当然経費も一部増え

てはいるけれども、収入減、これが一番大きな要

素だというふうなお話だったかというふうに思い

ます。それで、先ほど来今後の考え方というふう

なことで料金改定の趣旨等についてもお話をいた

だきましたけれども、収益増ということで先ほど

１０％、２０％というふうなお話も御答弁をいた

だきました、増加、それぞれ。水道の料金という

のは、メーターの口径によってかなり違いがある

と思うのですけれども、先ほどお話をいただいた

１０％増、それから２０％増というのは例えば令

和５年度の給水収益トータル、全体の中の総額と

いう見方でいいのか、この辺違うよというふうな

ことがあればちょっと改めてお聞きをしたいのと、

それともう一点は最終的に経営審議会での協議の

経過にもよると思うのですけれども、実際にどれ

ぐらいをめどにこの料金の改定を進めようとされ

ているのか、その２点についてお伺いをします。

〇議長（山田典幸議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 先ほどの１０％、

２０％についてなのですけれども、この間の令和

５年度の収入なり、令和４年度の収入から比較し

て、総収入に対して１０％、２０％という単純な

パーセントを上乗せした計算で今回試算をさせて

いただいております。まだ試算の段階ですので、

詳細の、例えば口径別、１３ミリの口径は幾ら上

がるのかというところまではまだ精査していない

部分です。もちろんその中身について経営審議会

の中でやはり協議いただかないとそこの詳細につ

いては決まらないものと考えておりますので、そ

こについては現状でどれぐらい上がるのだという

ような決定の数字ではないことを御承知おきいた

だければと思います。

それと、今後のスケジュール感なのですけれど

も、経営審議会の中で予定としてお話しさせてい

ただいているのが１０月以降経営審議会に諮問さ

せていただきまして、議論いただき、答申を受け

た後に給水条例の一部改正について議会に提案さ

せていただいた後、令和７年１０月までには市民

説明を終えて、料金を改定できればと考えていま

すが、１０月までの間ですから、十分市民説明の

期間も取りながらということではありますが、実

は現金が少なくなっている現状もありますので、

できる限り早い段階でという思いもありつつ、最

終的な目標は来年の１０月ということで考えてい

るところです。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 収益増、料金の改定

の考え方については、理解をさせていただきまし

た。令和５年度の給水収益でいくと５億１，９０

０万円、約１０％で５，２００万円、そのほかも

ありますけれども、給水収益だけ単純に見ると２

０％ですと約１億４，０００万円というふうな、

単純に１０％、２０％というとその数字になるの

かなというふうな。今後のスケジュールというこ

とで、今御説明もいただきました。来年、令和７

年１０月を目標にということで、それまでそれぞ

れのところ、経営審議会も含め、あるいは条例の

改正、市民説明会も丁寧にというふうな御説明を

いただきました。いずれにしても、今後経営審議

会での議論が中心になってくるのかなというふう

に思います。先ほど来やり取りをさせていただい

て、令和元年に料金改定が行われた以降算定期間

が過ぎているというふうなことで、今いろんな諸

物価が値上がりをして、特に最近はお米の不足、

値上がりだとかというふうなことで、値上がりと
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いうのはできれば、先ほども言ったように、抑制

をしていただきたいという気持ちもありますけれ

ども、企業会計における受益者負担という考え方、

それから負担を次世代に先送りしないと、安定し

た持続的な事業運営を実現をしていくためにはや

はりやむを得ない内容なのかなというふうなこと

で理解をさせていただきます。今後経営審議会で

具体的な議論が進められるというふうに思います

けれども、議論経過等についてできるだけやっぱ

り速やかな情報公開に努めていただいて、市民理

解をいただくように要望をしておきたいというふ

うに思います。

次に、大項目の２点目、市民農園の利活用とい

うことで、先ほど石橋総合政策部長のほうで御答

弁がありました。私もちょっと行って調べてきた

のですけれども、本当に８０区画必要なのかなと

思うぐらい使われていないというふうな現状です。

先ほど答弁でコロナ禍以降一時復活したけれども、

伸びてはきていないというようなことで、今年も

８０区画のうち３０区画です。本当に４割弱しか

使われていないというふうな状況です。これも実

は議会で市民との意見交換会で非常に今年雑草が

多くて、今年だけではない、ここ数年なのだけれ

どもと。非常に今後利用どうするかなというふう

なことで質問をいただいて、翌日現状どうなのか

なと思って現場を見に行ったら、ちょうど発言さ

れた方がそこで作業されていて、こんな状況です

よと。振興公社のほうで管理も一定程度、先ほど

お話あったように、草刈りだとか耕うんのあれだ

とかって除草やってはいただいているのですけれ

ども、なかなかそれに追いつかないというふうな

こと、こんな状況だとなかなか次、来年はどうし

ようかなというふうなこと、それから先週もまた

ちょっと収穫のときに行ったら、ちょうどまたそ

こで別な方が作業されて、２区画使っていた方な

のですけれども、非常にいい面もあるのだよと。

ここいろんなもの、例えばトウキビを作って、終

わった後、殻だとかというのをみんな置いておい

たらきれいに片づけてくれるし、いいのだけれど

も、この雑草だけはねと。ここを１５年使ってい

るけれども、非常に厳しいのですよというふうな

お話でした。それで、実際に振興公社の人ともお

話もさせてもいただいた。利用される方というの

は毎年同じところ、春には一斉、全部一回耕うん

するのですけれども、できれば自分の使っている

ところ、肥料があったり、いろんな形で使ってい

るので、同じ場所というふうな思いは分かるので

すけれども、やはり一度、例えば半分を全部使わ

ないで、半分に仕切って、１列の部分については、

一応何年寝かせばいいのか分からないですけれど

も、除草も含めてしっかりやっていただいて、も

う少し使いやすい、皆さんが、利用している方が

使いやすい、そのような状況にしてあげるのが望

ましいのでないのかなというふうに思うのですけ

れども、この辺についてちょっと改めてお考えを

お聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今いろいろと、

また議員もお調べいただいたとおり、我々も現状

皆様方の声というのはそのように認識しておりま

す。そして、今区画の移動というお話もいただき

ましたけれども、以前も減少傾向にあったときに

そういったお声かけをさせていただいたときもご

ざいましたが、やはり御本人様の土づくりに費や

してきたものとか、場所を変わらず、愛着を持っ

ておられるとか、移動ということに対してのアプ

ローチはなかなかちょっとこれまでもうまくいっ

ていなかったというところもございました。この

ようにやっぱり稼働率も含めて圃場、今後人口減

少も相まって極端に増えるということもなかなか

考えづらい状況なのかなと思いますので、今お話

のあったとおり、区画を縮小して、うまく管理を

していく、管理しやすさをまず確保することとか、

あとそういった寄せた部分の以外の部分もほかの

有効活用等も考えながらちょっと研究させていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたし
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ます。

〇議長（山田典幸議員） 東川議員。

〇１４番（東川孝義議員） 今部長に御答弁いた

だいたように、利用されている方の御意見も十分

尊重していただきながら、できるだけ多くの方が

本当に利用できるような、せっかくの農園ですの

で、その辺御配慮をまたお願いをしたいというふ

うに思います。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

不登校児童生徒への支援、対策等について外１

件を、遠藤隆男議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目で２点

順次質問をさせていただきます。

まず初めに、大項目の１、不登校児童生徒への

支援、対策等について、小項目の１、長期欠席者

の現状と課題等についてお伺いいたします。近年

不登校、いじめ、子供の自殺などの問題が深刻化

していると言われ、特に不登校については文部科

学省の令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査結果によると、

小中学校で約２９万９，０００人、全児童生徒の

３．２％、中学生では６％と過去最高であると言

われております。本市においては、令和４年度の

長期欠席者は令和３年度から見ると減少はしてい

るものの、小中学校における不登校の児童生徒を

含む長期欠席者は少なくない状況にあり、対策、

支援等の様々な取組がされているところですが、

本市の不登校の児童生徒を含む長期欠席者の現状

についてお伺いいたします。

また、対策、支援等における課題等があればお

聞かせください。

次、小項目の２、不登校対策の連携強化につい

てお伺いいたします。令和５年度の重点事業とし

て、不登校対策への取組の連携を強化し、不登校

の未然防止及び早期対応、解決を目指し、４つの

取組、校内体制の充実、相談体制の強化、ＩＣＴ

機器を活用した遠隔授業の実施、スクールソーシ

ャルワーカーの配置を連携させた不登校対策が行

われてきたことと思いますが、現在まで取り組ま

れてきた内容及び本事業の評価についてお伺いい

たします。

次、小項目の３、不登校支援の進め方について

お伺いいたします。現在本校においては、児童生

徒の一人一人の実情に応じたきめ細やかな指導、

支援を行うため各種データの有効活用、学校内に

おける居場所づくり等、様々な取組がされている

ところですが、近年ではデジタル技術の進化に伴

い支援の方法、支援の内容にも変化が見られ、今

後はさらなるデジタル技術の活用などによる支援

等が必要であると考えるところですが、デジタル

技術の活用を含め、今後の進め方についてお考え

をお伺いいたします。

次に、大項目の２、医療介護連携ＩＣＴについ

て、小項目の１、事業の現状と課題等についてお

伺いいたします。医療介護連携ＩＣＴは、地域包

括ケアシステム構築の方策の一つとして情報通信

技術、ＩＣＴの活用により登録された方の情報を

医療と介護で共有化し、医療介護連携の促進や地

域における包括的な医療、介護の支援及びサービ

ス提供体制づくりを推進するため令和３年度から

本格稼働されましたが、医療と介護の現場におけ

る変化等を含めた現状についてお伺いいたします。

また、登録された方へのメリット及び本事業を

推進されている中での課題等があれば、お聞かせ

ください。

次に、小項目の２、登録者家族との連携につい

てお伺いいたします。医療介護連携ＩＣＴは、医
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療と介護が連携することによって一つのチームと

なって支え、高齢者が住み慣れた地域で安心して

生活ができる重要な取組であると思いますが、登

録者本人だけではなく、その御家族にも安心して

いただける取組でなければならないと考えている

ところですが、市外や遠方に居住されている登録

者家族との連携については現在どのようにされて

いるのかお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） ただいま遠藤議員か

ら大項目で２点にわたり御質問いただきました。

大項目１は私から、大項目２はこども・高齢者支

援室長からの答弁となりますので、よろしくお願

いします。

初めに、大項目１、不登校児童生徒への支援、

対策等について、小項目１、長期欠席者の現状と

課題等についてお答えします。本市の令和５年度

の１４日以上の長期欠席児童生徒数については、

小学校は３５人で、令和４年度と比較して１５名

増加しており、中学校は５６人で、令和４年度と

比較して２名増加しております。対策、支援にお

ける課題等については、個々の長期欠席の要因は

様々で、具体的な支援に当たっては一人一人の状

況に応じて行う必要があり、学校だけでは十分に

対応することが難しくなっていることです。また、

昨年３月に取りまとめられた文部科学省の誰一人

取り残されない学びの保障に向けた不登校対策で

は、不登校により学びにアクセスできない子供た

ちをゼロにすることを目指して、教育委員会、学

校、民間などが相互に理解や連携をしながら取組

を進めることが必要であるとされております。こ

のようなことから、教育委員会としては各学校が

家庭や関係機関との連携を密に図り、子供たちの

サインを見逃すことなく、一人一人の状況に応じ

て早期に解決が図られるよう支援に努める必要が

あると考えております。

次に、小項目２、不登校対策の連携強化につい

てお答えします。初めに、校内体制の充実につい

ては、不登校児童生徒への支援に当たっては多様

で複雑な不登校の要因や背景をできる限り的確に

把握するとともに、児童生徒が不登校に至った状

況を理解し、寄り添うことが重要であるため、児

童生徒のアセスメントを適切に行い、学校全体で

情報共有を図ってもらっています。また、教職員

にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーなどの専門スタッフを加えたチームとして、

児童生徒への支援を行ってもらっています。

次に、相談体制の強化については、児童生徒の

悩みや不安を受け止める相談体制の強化を図るた

め教育相談センターの指導員を１名増員し、３名

体制で適応指導教室や校内別室登校に対応してお

ります。また、教育相談センターでは児童生徒へ

の教育相談はもとより、電話相談、保護者集いの

会なども行い、悩みを抱える児童生徒及びその保

護者の支援を行っております。

次に、ＩＣＴ機器を活用した遠隔授業の実施に

ついては、全ての学校で遠隔授業を行うことがで

きる環境は整っており、子供たちの学びの機会を

保障するため必要に応じてデジタルドリルやオン

ライン教材を活用した学習が進められるようにな

っております。

次に、スクールソーシャルワーカーの配置につ

いては、令和５年度はスクールソーシャルワーカ

ーを２名体制とし、問題を抱える児童生徒への支

援を強化したところです。学校はスクールソーシ

ャルワーカーの増員により、スクールソーシャル

ワーカーと連携して様々な問題に対応することが

でき、学級担任などが一人で抱え込むことなく、

保護者や関係機関などと連携し、支援することが

できるようになっております。こうした取組を通

して、令和５年度は不登校であった生徒について

登校または別室登校ができるようになった割合が

令和４年度の５３％から７９％と増加しており、

成果が出てきているものと評価しているところで
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す。

次に、小項目３、不登校支援の進め方について

お答えします。デジタル技術の活用を含めた今後

の進め方については、これまで整備してきたデジ

タルドリルやオンライン教材をより一層効果的に

活用するとともに、各学校において児童生徒の心

や体調の変化に早期に気づき、相談支援のきっか

けを増やしたり、迅速な対応につなげたりするた

め、毎日の健康観察に１人１台端末を活用する取

組を進めていきたいと考えております。また、日

常的に校内の別室、または自宅と授業を行ってい

る教室をオンラインでつなぐことにより、オンラ

イン指導やテストなども受けられるよう各学校の

ＩＣＴ環境や指導体制の整備などにも取り組んで

いきたいと考えているところです。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 私か

ら大項目２、医療介護連携ＩＣＴについてお答え

いたします。

初めに、小項目１、事業の現状と課題等につい

て申し上げます。医療介護連携ＩＣＴにつきまし

ては、令和３年度の本格稼働から令和６年８月末

現在までに病院や歯科医院や薬局の医療機関が２

０か所、介護保険事業所等が４４か所の計６４か

所が参加し、利用者は実人数で１，４６０人が登

録されており、毎月３０人前後に登録いただくな

どおおむね順調に運用が進んでいると考えており

ます。本事業につきましては、ＩＣＴの活用によ

り医療介護連携の促進や医療介護の支援やサービ

ス提供体制づくりを促進するため、医療介護連携

ＩＣＴ協議会を設立し、運用状況や事業の普及啓

発に関することを協議してきております。また、

参加する医療機関や調剤薬局、介護サービス事業

所の専門職員を対象とした研修会の開催やＩＣＴ

を活用した事例の報告などを行うシンポジウムを

開催するなど、本事業の開始以降も医療介護連携

の推進に取り組んでおります。事業開始以降、こ

れまで以上に医療と介護の連携が活発になったこ

とや、これまでの連携手段であった電話連絡やペ

ーパーでの手段に比べ病院や調剤薬局の医療分野

と介護事業所との情報連携が効率化されたこと、

退院調整に要する日数が短縮されたことなどの効

果がありました。また、病院と介護事業所の連携

により早期受診につながり、命に関わる重症化を

防ぐことができた事例があるなど医療、介護にお

ける効率化や連携の強化が図られていると考えて

おります。本事業を通して登録いただいている利

用者の健康が維持されたり、必要な医療や介護の

支援に適切に早期に結びつくことで、住み慣れた

場所で長く暮らし続けることにつながっているも

のと考えております。

今後の課題としては、個人情報の扱いについて

十分に留意しなければならないと考えております。

医療、介護の支援の場においては、個人情報の遺

漏はあってはならず、本事業におきましてもこれ

まで個人情報保護法令に係る研修を実施してきて

いるところでございます。今後も定期的に研修を

開催するなどして、システム上のセキュリティー

と併せて取り組んでいく必要があると考えており

ます。

次に、小項目２、登録者家族との連携について

お答えいたします。医療介護連携ＩＣＴは、利用

者本人に向けた医療と介護の連携を目的としてお

り、個人情報保護の観点からシステムとして御家

族と連携する仕組みとはなっておりませんが、利

用者の支援において御家族との連絡や連携はとて

も大切なことであり、本人の意向はもちろんのこ

と、介護や支援されている御家族に思いを聞いた

り、支援状況や本人の様子などを伝えるなど、必

要な情報を御家族に連絡しながら支援がなされて

おります。現在家族等との連携につきましては、

医療に係ることについては医師や看護師などから、

介護サービスのことについては担当する介護支援

専門員やサービスを提供する事業所の職員などか
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ら面談や電話、メールなどで連絡をしているとこ

ろです。また、関係機関で支援についての会議を

行う中で御家族への連絡をどのようにするかなど

について検討し、決まった担当者から連絡をする

など利用者や御家族の状況に合わせて連絡がされ

ているところでございます。

私からは以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 大変御丁寧に御答弁

をいただきました。確認事項等を含め、何点かお

聞きをしたいというふうに思います。

まず、大項目の１、不登校児童生徒への支援、

対策等についての小項目１、長期欠席者の現状と

課題等についてですけれども、今不登校の児童生

徒含む長期欠席者数について令和５年度の生徒の

数をお聞きしたのですけれども、令和５年度の１

４日以上の長期欠席した児童者数は小学校で３５

人、令和４年度と比較して１５名増加していると。

また、中学校では５６人で、令和４年度と比較し

て２名増加しているということで、やっぱり決し

て名寄市、少なくない状況にあると感じておりま

す。中学生の長期欠席者数の５６名ということは

気になるところでありますけれども、それ以上に

令和５年度の小学生の長期欠席者数が令和４年度

と比較して１５名増になっているということは、

非常に驚いているところでもあります。そこで、

お聞きしたいのですけれども、令和５年度の小学

生の長期欠席者数について教育委員会でどのよう

にして捉えられているのか、またこの部分につい

てどのように今後対応されようとお考えなのかち

ょっとお伺いをしたいと思います。よろしくお願

いします。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 不登校児童生徒数は

全国的に増加傾向でありますが、本市の不登校児

童数においては令和２年度から令和４年度までは

ほぼ横ばいで推移していました。しかし、令和５

年度に不登校傾向の児童を含む長期欠席児童数が

大きく増加し、本市も全国と同じ傾向が見られた

ことから、不登校の低年齢化を懸念しているとこ

ろです。現在教育部では小学校における不登校の

早期発見、早期対応などの取組の充実に向けて検

討を始めたところであり、引き続き中学校も含め

不登校対策にしっかり取り組んでまいります。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 現在の全国的な傾向

に本市も類似しているということで、非常にやっ

ぱり問題となってくると思うのですけれども、こ

れまだ特に具体的なところというのは何もやろう

という考えはないのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） まだこういった場で

ちょっと公にお話しできる状況にはないのですけ

れども、今小学校のほうの相談については小学校

から心の教室相談員とかに要請があった場合に伺

うような体制は取っているのですけれども、そう

いった要請があって、実際に小学校に行くという

ケースがあまり多くないことから、要請がなくて

も教育相談センターの指導員などが学校のほうに

行って、早期発見であったり、早期対応できるよ

うな体制について今内部で検討しているというと

ころでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） ぜひそういった対策

については早急に進めていただきたいというふう

に思いますし、現在これから進められるとする内

容につきましては、また時期を改めてその進捗状

況を確認させていただきますので、よろしくお願

いをいたします。

次に、対策、支援における課題等についてです

けれども、個々の長期欠席者の要因は様々である

と。支援に当たっては、学校だけでは十分に対応

することが難しくなってきているというような御

答弁があったと思います。また、教育委員会とし

ても各学校が家庭、関係機関と連携を密に図って、
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子供たちのサインを見逃さないように一人一人の

状況に応じて早期に解決が図られるような支援に

努める必要があるというような御答弁もありまし

た。確かにそのとおりだと思いますし、今後の支

援においては連携の部分、やはりますます重要に

なってきていると思っております。厳しい状況で

はありますけれども、なかなかすぐに解決できる

ようなことでもありませんし、さらなる連携、引

き続きの対策、支援というのをよろしくお願いし

たいというふうに思います。

次に、小項目の２番目の不登校対策の連携強化

の部分で、４つの取組においての内容と評価をお

聞きしましたけれども、校内体制の充実の部分に

ついては児童生徒のアセスメントという部分です

か、を適切に行って、学校全体で情報共有をされ

ているということでありました。教職員、またス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーですか、そういった専門的な方を加えたチーム

として児童生徒への支援を行っているということ

でもありましたので、まず校内体制の部分では確

立されているのかなというふうに認識をさせてい

ただきます。

次に、相談体制の強化の部分ですけれども、教

育センターの指導員を１名増加されたということ

で現在３名体制ですか、適応指導教室や校内別室

登校に対応されているということでありました。

また、教育相談センターにおいても児童生徒への

教育相談、ハートダイヤル、保護者集いの会です

か、も行い、悩みを抱える児童生徒だけではなく、

その御家族、保護者ですか、保護者の支援も行っ

ているということでありました。そこで、１点お

聞きしたいのですけれども、保護者への支援の部

分なのですけれども、保護者集い会というのです

か、これを含めてどのように何か支援をされてい

るかもう少しちょっと詳しくお知らせください。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） まず、教育相談セン

ターに相談の電話がかかってくるときは、ほぼ保

護者からとなっています。電話がかかってきたと

きは丁寧に応対し、すぐに来所していただき、直

接顔を合わせて聞き取りをするようにしています。

その後はお子さんを中心にアプローチをしていく

ことになりますが、保護者についても電話やメー

ルなどを活用し、不登校の解決のため継続して支

援を行っております。また、不登校のお子さんな

どに対して家庭訪問を行った際は、お子さん本人

と話をしますが、必ず保護者とも話をするように

しているほか、学校の教員と保護者との懇談の際、

保護者などの要請により教育相談センターの職員

が同席することもあります。さらには、保護者集

いの会を開催し、なかなか分かち合えない気持ち

を分かち合うことができる場を提供しております。

教育委員会では、教育相談センターを中心に悩み

や不安を抱える保護者の気持ちに寄り添い、子供

との関わりなどについて一緒に考えるなど、保護

者の支援を行っているところです。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 保護者の方も悩みを

抱えて、孤立をしてしまうというようなこともお

聞きをしております。保護者への支援についても

やられているように、引き続き支援のほうよろし

くお願いをしたいというふうに思いますので。

次に、ＩＣＴ機器を活用した遠隔授業について

ですけれども、今御答弁で全ての学校で遠隔授業

を行うことができる環境が整ったということを御

答弁いただきました。また、必要に応じてドリル

だったり、オンライン教材を活用した学習が進め

られるようになっているということでありました

けれども、１点確認させていただきますが、この

部分について以前にも一般質問等でお聞きした部

分なのですけれども、学校内の別室、児童センタ

ー内の適応指導教室における遠隔授業については

現在どのように進められているのかちょっと詳し

くお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 学校内での別室では、
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学びの機会を保障するために、先ほども申し上げ

ましたが、デジタルドリルやオンライン教材を活

用した学習を教員や教育相談センターの指導員な

どで補助しながら進めています。例えば教室と別

室をカメラで接続して、授業内容と教室の様子が

分かるようにしています。なお、不登校児童生徒

は、学習の遅れから遠隔授業を受けることが適切

ではない場合がございますので、そういった場合

は教員や指導員が児童生徒の進度に合わせて個別

に教えることがあります。また、適応指導教室で

は、今年度は適応指導教室の登録者がいないため

遠隔授業の実施はありませんが、実施をできるよ

うな環境となっております。以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 今学校内の別室では、

デジタル教材を活用した学習、教員また教育セン

ターの指導員などで補助しながら進められている

ということでありました。また、教室と別室をカ

メラで接続をされて、授業内容と、あと教室の様

子が分かるようになっているというような御答弁

いただいたと思います。また、学習の遅れによっ

て遠隔授業を受けられない生徒には個別に指導し

て、教えることもあるということで御答弁をいた

だきました。その部分、理解をさせていただきま

す。適応指導教室の登録者がないということだっ

たのですけれども、環境については整っていると

いう御答弁いただきましたので、これもまた再度

お聞きしようと思ったのですけれども、やはり学

校には行けないけれども、適応指導教室に行ける

というような児童生徒というのは今後も存在して

くるというふうに思いますので、いつでもそうい

った対応できるような体制というのは引き続き整

えておいてもらいたいなというふうに思いますの

で、よろしくお願いをいたします。

次に、スクールソーシャルワーカーの配置につ

いては、令和５年度、スクールソーシャルワーカ

ー２名体制としているということで、スクールソ

ーシャルワーカーと連携した様々な問題対応など、

保護者や関係者などと連携した支援をすることが

できるようになったというような御答弁があった

というふうに思います。また、事業の評価につい

ては、不登校であった生徒が登校または別室教室、

令和４年度は５３％だったのが令和５年度７９％

というふうに増加もしているということで、一定

の成果が出ているというふうな答弁でありました。

そこの部分は、理解をさせていただきます。不登

校対策の連携強化においては、不登校の未然防止

及び早期対応、解決を目指した重点事業でありま

すけれども、不登校を未然に防ぐことができれば

また一番いいのですけれども、不登校というのは

取り巻く環境によってはどの児童生徒にも起こり

得るということでありますから、家庭や関係機関

との連携を密に図り、子供たちのサインを見逃す

ことなく早期の対応に努めることがさらに求めら

れてくると思いますので、現在の事業がさらに推

進されますよう取り組んでいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。

次、３番目のデジタル技術の活用を含めた不登

校支援の進め方についてですけれども、デジタル

教材の効果的な活用、毎日健康観察、１人１台の

端末を活用する取組を進めていきたいというよう

な御答弁がありました。また、日常的に校内の別

室または自宅とですか、オンライン指導やテスト

なども受けられるようなＩＣＴ環境、指導体制の

整備などにも取り組んでいきたいというような御

答弁があったと思います。ぜひこういった部分に

ついては早急に進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

本市の中学校の不登校生の児童数の部分にちょ

っと戻りますけれども、長期欠席者数については

去年もそうだったのですけれども、５０名を超え

ているような状況であるというふうに思っており

ます。これは、やっぱり大変気になるところであ

ります。小学生が一気に増えたというのも気にな

るのですけれども、中学生の部分、中学生の不登

校においては年々増加傾向にあって、２０２３年
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には約６％ですか、１６人に１人というふうに言

われておりますけれども、これ欠席日数によって

その後の進路にも影響があるというふうに言われ

ておりますけれども、やはり不登校児童生徒が学

びたいと思ったときに学べる場というのは必要で

あるというふうに思っております。１人１台の端

末を用いて、配信された教室の授業を受講すると

いった支援、学習の遅れを取り戻すことも可能に

なるというふうに思いますし、一歩前に進むきっ

かけにもなるのではないかなというふうに私は思

っているところであります。そこで、気になると

ころなので、出席扱いという部分でお聞きいたし

ますけれども、本市の出席扱いの基準といいます

か、どのような状況であれば出席扱いになるのか

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 本市においては、こ

れまで国の通知などに基づきながら適応指導教室

で相談、指導を受けている、また自宅でＩＣＴな

どを活用して学習活動を続けている児童生徒など

に係る出席の取扱いについては、保護者と学校と

の十分な連携、協力関係など一定の要件を満たし

た上で、校長の判断により指導要録上出席扱いと

しているところです。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 保護者と学校の連携

ですか、あと一定の要件を満たせば校長の判断で

出席の扱いとなっているというところで御答弁い

ただいたというふうに思います。例えばこれ１点

確認いたしますけれども、これから学校ではなく

適応教室、自宅において遠隔授業とか、そういう

部分ができるようになって、その部分を受講する

ことができるようになれば、これって出席扱いに

なるのか、その辺ちょっとお聞きしたいなと思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 先ほども申し上げた

とおり、保護者と学校と十分な連携、協力関係で

あったり、訪問等による対面指導が適切に行われ

ることが前提であったりという要件がありますの

で、それを満たした上ということなのですけれど

も、今般８月２９日にこれまでの国の考え方につ

いて、不登校児童生徒の努力の成果の適切な評価

を促進するため、学校教育法施行規則の一部を改

正する省令などで明確にし、公布、施行されたこ

とから、今後は評価についても本法令などに基づ

き適切に取り扱ってまいることになっております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 分かりました。ぜひ

生徒が不利益にならないような体制に持っていっ

ていただきたいなというふうに思います。教育機

会確保法とかの制定、ＣＯＣＯＬＯプラン、不登

校・いじめ緊急対策パッケージと策定がされまし

て、本市においても児童生徒一人一人の実情に応

じた指導、支援が行われているところなのですけ

れども、不登校児童生徒の中には家からやっぱり

出られない、そういった児童生徒というのは存在

しているというふうに私は認識しております。環

境の変化や多様化によって従来の方法では支援が

行き届かない児童生徒に対しては新たな支援の方

法により少しでも早く自分の居場所を見つけても

らうというのですか、そういうことが重要である

というふうに私考えるところなのですけれども、

家から出られない児童生徒にはいきなり遠隔授業

を受講するということははっきり言って厳しい状

況ではないかなというふうにも考えております。

今後そういった家から出られない児童生徒の新た

な支援策の一つとしてデジタル技術を活用したメ

タバース登校などについても考える時期に来てい

るのではないかなというふうに思うところなので

すけれども、文部科学省から公表された先ほど言

ったＣＯＣＯＬＯプランにおいてもメタバースの

活用について盛り込まれておりますけれども、そ

の部分、本市のお考えというのをお聞かせいただ
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きたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 不登校児童生徒への

支援としてのメタバース登校は、仮想空間の中に

学校をつくり、不登校児童生徒の多様な学びの機

会を確保し、学校復帰や社会的自立につなげるも

のであります。メタバースの特徴としては、場所

の制約を受けずに参加できること、アバターを通

して自己表現ができることなど児童生徒とコミュ

ニケーションが取れ、学習機会を広げられると考

えます。課題としましては、仮想空間でのコミュ

ニケーションのみならず、現実世界における対人

関係の機会などリアルな体験との連携が必要とな

ります。また、児童生徒への効果的な指導を実現

するためには人材確保が不可欠であり、教育委員

会内へのメタバース担当職員の配置が必要となり

ます。さらには、システム導入に伴う初期費用や

運用コストなども必要となります。不登校支援の

一つの方策として、メタバースを活用している自

治体が増えていることは認識しておりますが、本

市の不登校児童生徒の現状を踏まえるとともに、

本市が行う不登校支援の効果を検証しながら、本

市の不登校児童生徒に対してメタバースの活用も

含めてどのような支援がより有効であるかを考え、

導入の有無や導入するとした場合の時期などにつ

いては慎重に判断してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 確かにメタバースの

活用という部分については、メリットもあればデ

メリットもあります。答弁にもありましたけれど

も、専門的な人材の確保といったり、システムの

導入、初期費用や運用コストなども必要になって

くるというふうに思います。今御答弁でメタバー

スの活用も含めてどのような支援がより有効であ

るか考えて、導入の有無であったり、また導入を

するとした場合の時期などについては慎重に判断

をしたいという御答弁があったと思います。これ

慎重に判断をしたいということは、現在国や、ま

たは道教委等で何か動きがあるのか、また慎重に

判断したいと言った理由の部分を含めてちょっと

もう少し答えられることがあればお聞きしたいの

ですけれども、よろしくお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 現在道教委ではメタ

バースを活用した調査研究に着手し、調査研究の

成果を踏まえて次年度以降の取組の方向性を検討

することとしています。市教委としては、道教委

の取組の方向性などを参考に今後メタバース登校

の導入について判断したいと考えておりますので、

さきの答弁となりましたので、御理解ください。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） メタバースの活用に

ついては、現在道教委のほうで調査研究中である

と。次年度以降方向性が示されるということであ

りましたので、この部分につきましてもしっかり

とまた時期を改めてお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。いずれにしましても、

本市の不登校児童生徒に有効であるか慎重に判断

をしていただいて、学業の遅れや進路選択上にお

いて本当に不登校児童生徒が不利益にならないと

いうような支援対策となるようお願いをしたいと

いうふうに思います。

次に、不登校児童生徒というのは、いつどこの

学校、どの学級で出現しても不思議ではない状況

になってきているのかなというふうに思っており

ます。不登校に至る背景についても教員と児童生

徒、保護者においての認識に差があるというふう

にも言われております。また、不登校の理由にも

様々なタイプがありまして、多様な不登校支援が

必要となっていると思います。また、不登校児童

生徒への支援の視点として、不登校児童生徒の支

援は学校に登校するという結果のみを目標にする

のでなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え

て、社会的に自立することを目指す必要があると

言われております。ここで教育長にお聞きしたい



－52－

令和６年９月９日（月曜日）第３回９月定例会・第２号

のですけれども、本市においては現在一人一人の

実情に応じた様々な対策、支援が行われていると

ころなのですけれども、教育長の考える不登校児

童生徒支援の目指す姿というのですか、教育長の

お考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思い

ますけれども、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 岸教育長。

〇教育長（岸 小夜子君） 私の不登校児童生徒

への対応について目指す姿ということでございま

すが、不登校という言葉自体がそもそも学校へ登

校しないというような意味でございますので、基

本的にはまず学校を子供たちにとってストレスの

ない魅力的な場にしていくということをやっぱり

しっかりと考えていきたいなというふうに思って

いるところです。そのためにはまず学校が児童生

徒が安全で安心な思いが持てる、教育的用語で支

持的風土などという言葉を使いますが、そうした

学校の風土をつくっていくことですとか、それか

ら先ほど部長も申し上げましたけれども、例えば

一人一人に応じていくときにＩＣＴ機器を有効に

活用していくときに、今などは健康観察などもＩ

ＣＴ機器を使ったりということですので、一人一

人の発している小さなＳＯＳを見逃さないような、

そうした環境整備という、それを行っていくため

には何よりも教職員の働き方の中で心にゆとりが

ないとそうした対応はできないかなというふうに

思いますので、教育委員会としてそうした教育環

境の整備にできる限りの支援をしていきたいとい

うふうに思っていますし、そして先生方には何よ

りもやっぱり子供たちが学校に来て、大半の授業

を中心とした教育活動なのですが、そこが楽しく

て分かるというような、それから友達といて楽し

い、先生といて楽しい、そうした教育活動の充実

のために先生方が専門性をしっかり発揮できるよ

うな支援ということも考えていきたいなというふ

うに思っているところでございます。もしも不登

校児童生徒が出てきてしまった場合には、これま

でも繰り返し申し上げておりますが、ともかく一

人一人にきめ細かに応じながら一人一人本当にこ

れまでのケースを見ていっても全く異なりますの

で、その一人一人に応じながら、不登校によって

学びにアクセスができないと、そういう状態だけ

はつくらないようにしたいと思いますので、不登

校児童生徒の学びの居場所、学びの場、そうした

ものはしっかり確保していくように努めていきた

いと思います。そのためには、まず教育委員会と

しては私ども職員、それから教育センターがござ

います。相談センターがございますので、そこと

学校と家庭、ここの連携を核にしながらソーシャ

ルワーカーですとか、それからスクールカウンセ

ラー、さらには医療や福祉の機関としっかりと連

携を密にしながら、その子にとってのチームとし

て連携図りながら対応していくような組織的体制

はより一層強化していく必要があるというふうに

考えているところです。ベストという状態は私は

ないと思っていまして、いろんな子供たちがいま

すので、常にその子のために、それは不登校にか

かわらず一人一人の子供たちがしっかりと資質、

能力を伸ばして、そして健やかに成長していける

ように、そのためにしなやかに、そしてみんなで

協力して子供たちを育てていけるような教育の環

境整備に私ども教育委員会の職員や関係の皆様と

力を合わせていきたいというようなのが今のとこ

ろ私が目指している思いでございます。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） ありがとうございま

す。大変教育長の思い、伝わってきました。私も

本当そのとおりだなというふうに思っております。

ぜひ今後は教育長のお考えの下、不登校児童生徒

だけではないのですけれども、誰一人取り残され

ない、誰もが安心して楽しく学べるというのです

か、魅力ある学校づくりというのをお願いをした

いと思います。

この部分とあと大項目１については終わらせて

いただきます。

次、大項目の２番目、医療介護ＩＣＴついてお
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聞きをいたします。小項目１では、医療と介護の

現場における変化等を含めた現状と登録される方

へのメリット及び本事業を推進されている中での

課題等についてお聞きをいたしました。令和３年

度に本格的に稼働されて３年ですか、たちますけ

れども、以前お聞きしたときよりもまたはるかに

推進されているなというふうに思いました。協議

会を設立されて、協議、シンポジウム、推進に向

けた取組がされているという部分と、昔は電話、

ペーパーが主だったと思うのですけれども、今は

本当にＩＣＴを活用されて、誰でも情報共有がで

きているという部分で、かなり登録者においても

医療、介護の部分の職員さんたちにおいても結構

情報共有ができて、スムーズな取組ができている

ような状況になっているのかなというふうにも感

じております。以前システム上で、たしか事業所

によっては自社、独自に持っている業務用ソフト

があってとか、二重入力がされてとかしている部

分があって、そういう何か課題の部分、以前の一

般質問でお聞きしたことがあったのですけれども、

そういった課題というのは解決されたということ

でよろしいのですか。今はスムーズに一つの、医

療でいったらＩＤ―Ｌｉｎｋだったですか、介護

のほうだったらＴｅａｍで、そっちほうで一本化

されてやられているということでよろしいのでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） ただ

いまの御質問ですけれども、令和４年の第２回定

例会でそのような御質問いただいたところですが、

現時点におきましては運用開始されて３年がたち、

現時点では入力の手間だとか、そういったことに

ついての困ったことというのは特になく、スムー

ズに運用されているというふうに聞いているとこ

ろでございます。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 分かりました。現在

は、スムーズに進められているということで認識

いたしました。また、課題等について個人情報、

今取扱いということで、いろいろ研修もされてい

るということで、システム上のセキュリティーで

あったり、その辺のところもしっかりされている

ということで御答弁がありましたので、理解をさ

せていただきます。

次に、御家族との連携の部分なのですけれども、

医療の部分については医師、看護師との連携だっ

たり、介護の部分については介護職員との、決ま

った担当者を決めてですか、御家族との連携をさ

れているというような御答弁だったと思います。

今現在システムへの加入ということはできないよ

うな状態だというふうには思うのですけれども、

本市においてもやっぱり高齢独居世帯とか高齢の

夫婦世帯について増加傾向にあるというふうに思

っております。やはりその御家族たちというのは、

市外また遠方に居住されている方が多くいるので

はないかなというふうに思っているところであり

ます。先ほど申し上げましたけれども、医療介護

連携ＩＣＴという部分については、やはり登録者

本人のみならず、その御家族にも安心していただ

ける取組でなければならないと考えているところ

です。今現在の部分ではしっかり電話等でのやり

取りというのはされているというふうには答弁で

確認できましたけれども、特に遠方に居住してい

る御家族、やっぱり親は現在どんな状況にあって、

どのようなケアを受けているかなどの情報が例え

ばスマートフォン等で確認できるようになれば、

さらに安心感も増すというふうに思います。また、

そういった部分では御家族との連携の幅も広がり

ますし、ＩＣＴの進化につながっていくのではな

いかなと私は思っております。この件についてで

すか、これは一般質問で２回ほどお聞きしている

のですけれども、令和３年３月に一回お聞きしま

した。そのときスマートフォンによるシステムの

活用については技術的には可能だと。今後のネッ

トワークの経過を見ながら検討していきたいとの
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御答弁がありました。その次に聞いたのがその１

年後です。令和４年６月にお聞きしたのですけれ

ども、このときはやっぱりこのシステム、医療、

介護の情報、まずは事業所同士で連携をしていく、

共有でしていくというつくりで現在やっています

のでというところで、また個人情報の問題、セキ

ュリティーの問題があって、今は事業所間でしか

利用できないというふうに思っていると。御家族

向けの部分については、セキュリティーの観点か

ら別なネットワークでやるべきなのかなというふ

うにも思うけれども、一部別なところというか、

別な自治体、こういったこともやっているので、

今後ＩＣＴの進化を含め、どういった形でやって

いけるかということは研究をしていきたいと、こ

ういう御答弁をいただいたところであります。そ

れで、１つ確認をさせていただきたいのですけれ

ども、その後どのようにこの部分検討され、研究

をされてきたのか、その内容を含めてＩＣＴの進

化に向けて今後どのように進めようとお考えなの

かお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 御家

族との連絡ということでの御質問で、令和３年の

第１回定例会のとき、このときはこの医療介護連

携ＩＣＴがスタートする直前といった段階、それ

から令和４年第２回定例会のときは始まって１年

経過したという段階だと思います。それぞれその

時点での答弁になったと思うのですけれども、や

はりこの医療介護連携ＩＣＴそのものの目的とい

うものが医療と介護の連携を目的としているとい

うことでございます。先ほども答弁申し上げまし

たが、御家族を登録するというシステム上なって

いないということ、それでありましても御家族と

の情報の連絡といいましょうか、そういったこと

は非常に大事だろうと考えております。ただ、こ

の医療介護連携ＩＣＴの中で御家族を登録するか

どうかということに関して申し上げますと、令和

４年の第２回定例会で御答弁させていただいた個

人情報のこともありますし、また利用者御本人と

御家族との関係というものも様々で、良好な関係

が保たれない場合もあるかもしれないといった懸

念もありますものですから、この医療介護連携Ｉ

ＣＴとは別に、遠藤議員がおっしゃいますとおり、

様々なＩＣＴの技術を活用して遠方にいらっしゃ

る御家族に御安心いただくことというのは大事な

ことだと思いますので、先ほども御答弁申し上げ

ました、まず医師や看護師、あるいは介護支援専

門員やサービス提供事業者の職員からの連絡など

はこれまでどおり丁寧に対応していくということ

の中で、ＩＣＴの活用というのはまたその中での

検討になってくるのだろうかと思いますので、医

療介護連携ＩＣＴとはまた切り離したところで御

家族との連携などについては考えていくものでは

ないかと考えているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） なかなか本市におい

てのシステムへの加入というのは厳しい状況なの

かなというのは私も本当は認識していたところな

のですけれども、それが最終的に本当に検討、研

究をされたのかなというところもあるのですけれ

ども、毎回答弁される室長が、今回で３人目なの

で、それぞれ違うのです。内容を検討されてきた

ときのメンバーも多分違うと思いますので、毎回

答弁いただく方が違うものですから、しっかりと

この研究をしていただきたい部分はありますので、

やはりこういうやり取りで、こちらが質問したこ

とに対して例えば研究していきたいというのであ

れば、本当に研究結果というものは聞きたいとこ

ろでもありますし、知らせるべきでもあると思い

ますし、確かに今後家族の連携の部分というのは、

今田畑室長も言いましたけれども、今後ＩＣＴを

進化させる上で考えていかなければならないと。

本当に今後そういうＩＣＴ化に、御家族の連携の

部分、そういうふうに考えているのかちょっと再

度お聞かせください。
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〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま遠藤議

員からるる御本人はもとより、特に遠方にいらっ

しゃる御家族の方々、恐らく議員の耳にもそうい

う方々からの御意見も入っているのかなというこ

とで、私も詳しく聞かせていただきました。今後

進めていく上で、いろんな今システムとか機械が

ございまして、コロナ禍を経まして、私特別養護

老人ホームにいたこともあるのですけれども、昔

面会といいますと直接会うことしかできなかった

のですが、今はＺｏｏｍというシステムを使って、

例えば外国の御家族と、前この議場でも答弁した

ことございますけれども、そういうようなやり取

りができるようになってきたりという現状もござ

います。御家族や御本人、もしくは介護事業所が

何を求めていて、かつ何がネックになっているか

ということを一つ一つ押さえさせていただきなが

ら、市としてどういうことでお手伝いしたり、ど

ういうところで音頭を取っていったりというよう

なことがすることができるのかということは、ま

た議員の皆様からも御意見頂戴しながら研究して

まいりたいというふうに思いますので、今後とも

御教示、御示唆いただければありがたいと思って

おります。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 遠藤議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） やはりこの医療介護

連携ＩＣＴ、この事業、必要な事業であり、本当

に重要な事業であると私は思っております。その

ためには、多くの市民の皆さんにも理解をいただ

くということはさらに必要だなというふうに感じ

ているところでありますけれども、やはり家族と

の連携の部分というのも今後重要になってくると

私は思っております。以前部長とお話しさせてい

ただいたときもなかなか良好な御家族関係にある

方ばかりではなく、話をしたくないというような

御家族間の関係もありますでしょうし、なかなか

これは難しい部分であるとは思いますけれども、

やはり御家族との連携の部分についてはまた違う

やり方でぜひ、名寄市独自の何かあると思います

けれども、できると思います、名寄市であれば。

そういった家族との連携の部分をつくっていただ

いて、できればもっと御家族にも見えるネットワ

ークづくりというのですか、そういった部分での

医療介護連携ＩＣＴになればいいなというふうに

私思っておりますので、また改めてお聞きいたし

ますので、今日はこの辺で質問を終わらせていた

だきます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

ノルディックスキー競技場の整備について外１

件を、清水一夫議員。

〇７番（清水一夫議員） ただいま議長から指名

をいただき、大項目２点にわたり質問をします。

大項目１、ノルディックスキー競技場の整備に

ついて、小項目１、ピヤシリジャンプ台の改修工

事について。今年の開幕戦として全日本Ａ級公認

サンピラー国体記念第２１回サマージャンプ大会

に国内外から１００名の選手が集まり、熱戦が行

われました。そのような中、ジャンプ台を見ると

老朽化による損傷等が見られ、また近年は２月に

雨が降り、３月には暖気でアプローチの滑走面の

氷が解け、ジュニアオリンピックでは１本しか飛

べなかったことがありました。令和６年度予算査

定では、地元にジャンプ少年団がなく、市民の利

用する機会が極端に少なく、大型改修の設備投資

によるリターンとリスクバランスで見送りとなり

ました。そこで、アプローチとランディングバー

ンを分離して、アプローチをアイストラックに改

修し、ウインドファクターを新設して、国際級の

ジャンプ台にしてはどうかと思いますが、見解を

お聞きします。

小項目２、健康の森のクロスカントリーコース

場の整備について。このことについては、今年度

予算に計上されていますが、どこをどのように整

備するのかお聞きします。あわせて、計画的にコ
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ースを整備して、日本一のスキーのクロカンコー

スに整備してはいかがと思いますが、見解を伺い

ます。

大項目２、外国人労働者就労について、小項目

１、外国人特定技能者及び技能実習生の現況につ

いて。このことについて国別、業種別、男女別な

ど本市の現況について伺います。

小項目２、にほんごひろばについて。外国人材

の活用が増加傾向の中、日本語の学習機会の提供

などを目的に市が企画し、９月以降３月まで１１

回予定していますが、８月３日の説明会でどのよ

うな手応えを感じたのか、また今後をどのように

運営していくのかを伺います。

以上で壇上の質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 清水議員からは、

大項目で２点にわたり御質問をいただきました。

大項目２、小項目１を産業振興室長から、ほかを

私から答弁をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

大項目１、ノルディックスキー競技場の整備に

ついて、小項目１、ピヤシリジャンプ台の改修工

事についてお答えいたします。ピヤシリシャンツ

ェの整備につきましては、本市の大会、合宿誘致

や国内ジャンプ育成、強化において計画的な改修

が必要な時期であるとの認識であります。また、

ニーズに合った新たな設備の導入の必要性も強く

感じているところです。今年度の予算については、

議員からの御指摘のとおり、設備投資に対するリ

スクバランスを考慮した中で見送りになりました。

改修には大きな予算が伴いますので、引き続き関

係団体の皆様と協議、検討しながら今後の改修に

ついて財源確保策も含め検討してまいります。

次に、小項目２、健康の森のクロスカントリー

コース場の整備についてお答えいたします。クロ

スカントリーコースの整備ですが、令和４年度に

名寄地方スキー連盟の皆様と一緒にコースを回ら

せていただき、コース整備の現状と問題点を確認

し、令和５年度から９年度にかけた５年間での整

備計画を策定しており、順次整備を行っていると

ころです。今年度は、スタートから３．２キロメ

ートル付近の支障木伐採、抜根、枝払いを行うと

ともに、０．４キロメートル付近の暗渠整備及び

盛土工事を行います。さらに、令和７年度から９

年度にかけ支障木伐採、枝払いのほかＵ字側溝、

素掘り側溝、暗渠、プラヒューム管、トラフ等の

設置、盛土、切土等の工事を予定しているところ

です。

次に、大項目２、外国人労働者就労について、

小項目２、にほんごひろばについてお答えいたし

ます。８月３日に開催しましたにほんごひろばで

は、初回ということもあり、自己紹介や学生ボラ

ンティアによる名寄の紹介を行い、今後の参考と

するためどのような日本語を勉強したいかなどの

ニーズ調査を行いました。日本語に対する学びに

ついては、会話の練習がしたい、会話と漢字を覚

えたい、会話と文法を覚えたいなどの意見が出て

おり、日本語で会話をする場づくりの必要性を認

識いたしました。今後は、多くの市内在住の外国

人に参加してもらい、会話を中心に生活に役立つ

日本語を学んでいただくとともに、日々の悩み相

談、外国人同士、または市民とコミュニケーショ

ンが取れる場づくりを行っていきます。今年度に

ついては、他市の実施状況を参考に試行錯誤しな

がら実施基盤を固めていき、来年度以降日本語教

師の配置、市民ボランティアには研修を受け、日

本語学習支援者として参加してもらい、外国人の

ニーズに合わせた日本語教室を開催してまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 私からは、大項

目２、外国人労働者就労について、小項目１、外

国人特定技能者及び技能実習生の現況についてお

答えいたします。

本市における外国人労働者数は、８月３０日付
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で１５０名となっており、うち技能実習生はカン

ボジア、ベトナム、ミャンマー、中国、インドネ

シアから男性１５名、女性９名の合計２４名が登

録されております。また、特定技能者は、インド

ネシア、スリランカ、ネパール、フィリピン、ベ

トナム、ミャンマー、モンゴルから男性４９名、

女性２１名の合計７０名が登録されております。

現在隔年で実施している労働実態調査において、

外国人労働者の就業状況についても人材確保対策

に向けて調査しておりますので、最新の就労先の

傾向が把握できるものと思っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） それでは、順次再質問

を行います。

まず、ピヤシリジャンプ台の改修について、答

弁では関係団体と協議して検討するという答弁で

ありましたが、改めて、銭はかかる、予算はかか

る、確かにジャンプ少年団は地元にありません。

しかしながら、市内の小中学校の児童生徒は課外、

隣町に行って練習をしています。また、旭川の高

校に通っている生徒は、土日市内の自宅から同じ

く隣町に行って、練習に打ち込んでいます。また、

昨年２０２３年１月に発足したＮＡＹＯＲＯから

ジャンプの実行委員会は、会目的にスキージャン

パーの発展と魅力を発信するとともに、名寄出身

のジャンパーの育成であります。このことを検討

する際、考慮にいただければと思いますが、改め

て見解を伺います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） どの分野、どの

競技においても名寄出身の選手が活躍するという

のは、これは市民にとって大変喜ばしいことであ

り、子供たちにとっても非常に夢のあるお話にな

るというふうに私どもも思っております。ジャン

プ競技におけるジュニア育成に関しては、ちょっ

と以前に名寄地方スキー連盟の事務局と意見交換

をさせていただいた経過がございますけれども、

隣町、いわゆる下川との連携が現実的には望まし

いのではないかと、そのような意見交換の状況で

ございました。お話もありましたけれども、ＮＡ

ＹＯＲＯからジャンプ実行委員会、こちらの活動

についてはジャンプ競技の応援、それから支援と

いった趣旨で活動していることは我々も伺ってお

りますけれども、選手の育成に関してどのような

プランをお持ちなのか、ちょっとまだ意見交換等

はしたことがないものですから、そういったとこ

ろから意見交換を伺ってみたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 検討をよろしくお願い

します。

クロカンコースの整備について、先ほど答弁で

は５年間の整備計画を策定という答弁をいただき

ました。名寄地方スキー連盟の関係者にこの整備

計画を提示して協議をしているのか、協議。

２つ目、ゴール手前の整備について、予算で暗

渠の答弁もいただきましたが、私はゴール手前１

キロ地点の白山神社の下の登り口、また小原さん

のお宅の西側斜面、下り坂のところに水がたまり

ます。何回か見て回りましたが、工事の形跡はあ

りません。私がここで強調したいのは、異常気象

で雪が少ない、本州では降ってもどか雪で、すぐ

に溶ける、また人材不足で競技開催運営等が困難

であるからこそ行政と大会主管等の情報を共有し、

互いに連携して、計画的にコースを整備して、全

日本級の大会開催を固定化し、交流関係人口の拡

大の大チャンスではないでしょうか。これは、ジ

ャンプ台改修工事も同じであり、改めて見解を伺

います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今たくさん多分

いろいろ質問いただいたのかなというふうに思い

ます。ちょっと整理し切れない部分がございまし

たら、申し訳ございません、指摘いただけたらと

思います。
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まず、この計画を策定する、これは競技団体の

ほうと共有できているのかといったような質問が

あったと思いますけれども、これ最初にお答えし

たとおり、この計画をつくる段階で一緒にコース

を回らせていただいて、現状のコースの課題を共

有しながら５年間の整備計画を立てて、その中で

いいコースにしていこうということで確認を取ら

せていただいておりますので、この整備計画につ

いては共有がされているものというふうに私は認

識しております。

それから、今議員から御指摘いただいたそれ以

外というか、気になるコース整備についてなので

すけれども、場所についてなのですけれども、や

はり大会、年月を重ねるごとにコース状況という

のはどんどん変わっていく可能性はある、これは

十分承知しております。そういった計画以外で不

都合が生じた場合には、それは我々も一緒にお話

聞きながら、対応していけるものについてはそこ

は対応していかなければならない部分もあるのか

なというふうに認識しております。

それから、いろいろいいコースにして、大会を

固定化してというお話がございました。この出口

としては、我々としても同じ気持ちでありますし、

心を一つにするものだと私は思っておりますけれ

ども、まずはここに単純に本当に競技団体の御協

力がなくてはこれは大会運営というのはできない

ものでございますので、しっかりと競技団体と連

携を深めながら、こういった名寄にしかない地域

の魅力、それから雪を生かした、こういった大き

な大会がしっかりとこの名寄で開催できるような、

そんな地域を確立するための動きというのはして

いきたいなと思っていますし、それからやはり計

画を立てたというのは、計画的にしっかり予算措

置を見ながら年次ごとに整備していくという、こ

れは長期的な、中期的な計画を立てさせていただ

いておりますので、そこをしっかりと積み上げな

がらいいコースをつくっていければというふうに

思っていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） （９月２０日 清水議

員発言により削除）

あと、暗渠の件、分かっているのだ、整備。多

分暗渠で予算を立てたと思いますが、おととい行

ったのだ。私が言った箇所、１回目に一緒に回っ

た。工事の形跡はないのだ。ない。本当にやって

ください。俺、大会も確かに、スキー連盟は道か

ら言われてやる。それは、名寄スキー連盟の顔と

して、誇りとしてやる。行政は、確かに一例を言

うと圧雪車なくてはコースはできないのだ。昔は、

私が自衛官のときはスキーで歩いて、第１回目の

国体のときもやりましたけれども、今はスケーテ

ィングでばんと雪を締めないと大会はできない。

（９月２０日 清水議員発言により削除）

暗渠は工事は

まだ雪降らぬから、必ずやってくれると思います

が、改めて部長、答弁あればお考えを聞きます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） （９月２０日

清水議員発言により削除）

それから、工事については、今お話しいただい

たとおり、予算措置が既にされておりますので、

雪降るまでには工事着工して、整備がなされるも

のと。答弁させていただいた箇所については、予
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算措置、今年の予算委員会でも既に数字がのって

おりますので、そういった部分では工事はされる

ものというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） よろしくお願いします。

それでは、大項目２、外国人労働者就労につい

ての本市の状況、一昔前は外国人労働者は中国か

ら来て、黒竜江省から来て、農業実習で雪が降っ

たら帰る、こういう状況でありましたが、今国別

ではたくさん来ているので、書けませんでした。

後で聞きに行きます。認識を新たにした次第であ

ります。

そこで、外国人就労者に対してのにほんごひろ

ばについて再質問をします。このにほんごひろば

の講師及び名寄大学の学生３名はボランティアと

して参加していますが、予算を計上してはいかが

と思いますが、考えをお伺いします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今にほんごひろ

ばの対応、事業に参加している、協力いただいて

いる方の対応についてということかなというふう

に思いますけれども、現在は交流推進課の職員と

ボランティアによって開催をしている状況です。

職員と一緒に日本語を教える教師の方については、

日本語教師の経験はないのですけれども、日本語

教師に必要な講習を受けておりまして、外国人へ

の日本語教育を重要視し、来年度の本格始動に向

けてボランティアとして今参加をいただいている

といったような状況になっております。大学生に

つきましては、名寄大学のスタディーツアー、こ

ちらに参加をした経験のある学生たちが外国人と

の交流に興味を持っていただいておりまして、自

ら参加を希望してくれているというような状況で

今年行っているところです。今年度については、

一緒に勉強しながら開催しておりまして、ボラン

ティアとしてさせていただいておりますけれども、

来年度からは講習を受けて、スタッフとして参加

してもらうため、財源の確保を目指して事業設計

してまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 来年度の財源を確保、

よろしくお願いします。

外国人介護士特定技能１号について再質問をし

ます。清峰園で勤務している外国人介護士特定技

能１号は、最大で５年間就労が可能で、介護福祉

士の国家資格を取得することができれば、在留資

格介護に変更し、永住して働くことができます。

このことは、現場における慢性的な人材不足と空

きベッドが解消でき、そのために介護福祉士の国

家資格取得のサポートをしてはいかがと思います

が、お考えを伺います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 健康福祉部で所

管しております清峰園の関係でございましたので、

私のほうから答弁させていただきたいというふう

に思います。

名寄市社会福祉事業団におきましては、今議員

お話しされたとおり、介護人材として特定技能外

国人を採用する時点で面接を行いまして、介護福

祉士の国家資格を目指しているかを確認をさせて

いただいているところでございます。今般事業団

で採用しています外国人の皆様は、全員資格を取

って、在留資格の期限の５年を超えて日本で働き

たいという意向でございますので、５年後を見据

えて資格取得のサポートをしていくことと考えて

おります。今お話ありましたように、市で開催し

ております、昨日もありましたが、にほんごひろ

ばでの日本語の支援に加えまして、勤務する特別

養護老人ホーム清峰園におきましても介護技術は

もとより、日本の介護保険制度など介護福祉士に

必要な知識を学んでいただく機会を設けさせてい

ただいているところでございます。実際に介護福

祉士の受験資格を得ることができますのは勤務に

従事してから３年の実務経験が必要でございます
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ので、その後ということになりますので、そのと

きまでに時間をかけて資格取得のサポートを続け

ていきますとともに、国家試験合格後も名寄で、

必要であれば家族の方も帯同いただいて、長期に

働き続けていただける環境を整えていくよう考え

てまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） サポートよろしくお願

いします。たしか１年前来たネパールの女性、来

年３年になるから……

〇議長（山田典幸議員） 再来年。

〇７番（清水一夫議員） よろしくお願いします。

居住環境について質問します。私の町内会に清

峰園に勤務している４人の外国人は、一戸建ての

中古住宅に居住しています。聞きますと、一人一

人間仕切りをした部屋にＦＦ式ストーブが備付け

と聞いております。夏の暑い時期はエアコンがな

く、扇風機で対応しているとお聞きしました。せ

めて窓エアコン、または気化式の冷風機を設置し

てはいかがと思いますが、お考えをお伺いします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま御質問

いただきました。外国人の住む宿舎が議員のいら

っしゃる町内会で今お世話になっているというこ

とで、まずもって今年いらっしゃった外国人の方

々の歓迎会はじめ、様々な町内会行事も交ぜてい

ただいて、歓待していただいていることをこの場

をお借りしてお礼申し上げたいと思います。あり

がとうございます。清峰園は、市が設置いたしま

す特別養護老人ホームでございますが、運営につ

きましては御承知のとおり社会福祉法人名寄市社

会福祉事業団が指定管理者の下、行わさせていた

だいているところでございます。園の建物の大規

模改修や一昨年行いましたエアコン設置等につき

ましては、市の予算におきまして対応させていた

だいておりますが、それ以外につきましては名寄

市社会福祉事業団の予算で執行させていただいて

おります。先般議員協議会でも御説明、お知らせ

させていただいたとおり、事業団の予算につきま

しては、市からの指定管理料も増加している状況

でございますことから、職員の個別の宿舎にエア

コン等を設置するという考えは持ち合わせており

ません。事業団で働く外国人の皆様はネパール国、

スリランカ国の出身であり、私も何度かお話しす

る機会がありまして、昨日もにほんごひろばにち

ょこっと時間があったので、お邪魔させていただ

きましたが、そのとき今年の夏どうでしたかって

お伺いしたら、施設の中もエアコンが効いていて、

外、自転車で通勤されているそうなのですけれど

も、その間は若干暑いですが、家の中は扇風機で

私たちは十分耐えられておりますということで、

冬は結構つらいそうなのですが、冬の部分につき

ましては、先ほど申し上げたように、各部屋にＦ

Ｆ式ストーブを設置させていただいて、寒くない

ような対応をさせていただいておりますので、御

理解いただけたらと思います。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） リップサービスだよ、

扇風機、暑い。あの家、夏は暑く、冬は寒い、そ

ういう住宅であります。

ここでもう一点、これからストーブをたきます。

一番恐ろしいのは火事、火災であります。現場の

教育等、継続的な指導が必要かと思いますが、お

考えをお聞きします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今議員お話あり

ましたように、ストーブはもとより、ガスだとか

様々な危険物を設置している状況でお暮らしいた

だいていますので、地域の皆様に御迷惑にならな

いように、かつそういう地域でいろんな歓待行事

していただいているということは、地域に対する

いろんな思いも外国人の方々も思いながらお暮ら

しいただいているように聞いております。そうい

う思いを裏切らないような生活をしていっていた
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だけるというふうに思っておりますし、施設とい

うか、事業団でもそうですし、あと特定技能の仕

組みの中で来ていますので、定期的に母国語をし

ゃべれる方がきちんとリップサービスではない本

音の部分も引き出せるような対応も適宜させてい

ただいておりますので、今後とも何かございまし

たら御意見頂戴できればありがたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 清水議員。

〇７番（清水一夫議員） 終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で清水一夫議員の

質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時３０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 水 間 健 詞

署名議員 川 村 幸 栄
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日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１５番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

子ども・子育て支援事業計画の成果と課題につ

いて外１件を、谷聡議員。

〇５番（谷 聡議員） おはようございます。

議長の御指名がありましたので、通告順に従い、

大項目２点について質問をさせていただきます。

まず、大項目の１点目、子ども・子育て支援事

業計画の成果と課題について。第２期子ども・子

育て支援事業計画は、今年度が最終年となります。

本年４月には認定こども園あいあいが開園するな

ど、着実に同計画の推進が図られていると推察す

るところでございますが、少子化には歯止めがか

かっていないなど今後に向けた課題もあるのでは

ないかと考えているところでございます。

そこで、小項目の１点目、認定こども園あいあ

い開園に伴う待機児童の解消について。市がこれ

まで抱えていた待機児童解消に効果があったか伺

います。

小項目２点目、第２期子ども・子育て支援事業

計画の取組状況について。１０月から医療費助成

が高校生年代まで拡大されるなど、あいあい開園

のほか計画に基づき推進された取組についてお伺

いをいたします。

小項目３点目、次期計画の策定に当たって。現

在策定に向けて取組を進められているところだと

思いますが、その進捗状況とどのようなところに

重点を置いて計画策定に当たられるかについてお

伺いをいたします。

大項目２点目、受動喫煙防止の取組について。

改正健康増進法は平成３０年７月に公布され、令

和元年７月から学校、病院、行政機関などの敷地

内では原則禁煙となりました。それに伴い、名寄

市においては名寄市公共施設における受動喫煙防

止対策基本方針が定められたところでございます。

小項目１点目、市の公共施設における受動喫煙

防止対策について。施設によって敷地内全面禁煙

のところと喫煙場所も設置されているところがあ

りますけれども、これらの実態とその理由につい

て伺います。

小項目２点目、市独自の禁煙条例の制定に向け

て。スポーツを通じたまちづくりを掲げている市

は、率先して独自の禁煙条例制定を目指し、積極

的に禁煙に取り組むべきではないかと考えますが、

お考えについてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） おはようござい

ます。谷議員からは、大項目で２点御質問をいた

だきました。大項目１と大項目２の小項目２は私

から、大項目２の小項目１は総務部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、子ども・子育て支援事業計

画の成果と課題について、小項目１、認定こども

園あいあいの開園に伴う待機児童の解消について

申し上げます。第２期名寄市子ども・子育て支援

事業計画につきましては、令和２年度から令和６

年度までの５年間の計画となっており、ここまで

４年５か月が経過いたしましたが、この事業計画

に基づいた子育て支援の推進に努めてまいりまし

た。その一つとして、老朽化する公立保育所の建

て替えやニーズの高い低年齢児保育に対応するた

め、本年４月に市立認定こども園あいあいを開園
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いたしました。あいあいの開園や東保育所を３歳

未満児の保育に特化したことへ加え、陸上自衛隊

名寄駐屯地への依頼活動を実施し、自衛隊員の家

族から３名の保育士が確保できたこともあり、令

和３年度当初６人、令和４年度と５年度当初が４

人となっておりました待機児童は、令和６年度当

初はゼロでスタートすることができました。また、

民間では３歳以上児を、公立では３歳未満の低年

齢児を多く受け入れていくという役割分担を明確

にし、連携を図ってきたことも効果があったと考

えております。しかしながら、今年度も既に待機

児童が出始めており、保育士不足により零歳児の

受入れを停止している民間施設があることや昨年

度中待機となっておりました零歳児を新年度から

１歳児として各園が定員を超えて受け入れたこと

が大きく影響しているものと考えております。ま

た、既に次期計画策定に向けたアンケート調査を

実施しておりますが、低年齢児の保育ニーズは依

然高い結果となっていることから、児童の受入れ

体制や保育士の確保など民間施設ともしっかりと

連携を図りながら、待機児童の解消に努めていか

なければならないと考えているところです。

次に、小項目２、第２期子ども・子育て支援事

業計画の取組状況について申し上げます。小項目

１で答弁させていただきましたとおり、あいあい

の開園や東保育所の受入れ態勢の見直しは、目標

としておりました保育施設の充実や低年齢児保育

の充実につながる事業であったと考えております。

また、第２期計画策定のアンケート調査で屋外、

屋内の遊び場の充実が最も要望が多かったことか

ら、令和３年１２月に中心市街地にある西條デパ

ートの２階をお借りして、にこにこらんどを開設

することといたしました。翌年の令和４年１２月

には、大型遊具等も設置するなどリニューアルオ

ープンし、令和５年度の利用者は月平均２，４８

５人、１日平均８３人となっており、当初の目標、

月１，４４０人、１日４８人を上回る多くの皆様

に御利用いただき、子育て世代交流の場となる施

設となっております。このほかにも要望が多く、

検討することとしておりました子供医療費助成の

拡大についても内部協議や関係する医療機関への

協力依頼を行い、本年１０月より小学生から高校

生年代まで助成を拡大することとし、現在準備を

進めているところです。各事業の実施や縮小、廃

止などを検討する際にも現在の第２期計画と整合

性を図り、取組を進めてまいりましたので、最終

年度となる今年度についても計画に基づいた事業

の実施に努めてまいります。

次に、小項目３、次期計画の策定に当たってに

ついて申し上げます。次期計画の策定に向けての

進捗状況ですが、本年１月に小学生以下のお子さ

んがいる保護者に対しましてアンケート調査を実

施いたしました。今回からＱＲコードを掲載した

依頼文書を郵送し、パソコンやスマートフォンか

ら回答していただくよう変更し、回答率は就学前

で５０．７％、前回が４７．８％、小学生では４

４．２％、前回が４３．４％、となり、全体で前

回より１．８％の増加となりました。回答いただ

きましたアンケートの集計、分析を行い、７月に

子ども・子育て会議で子育て支援策のニーズ量等

について報告をし、計画策定までの今後の取組方

針等についても様々な御意見をいただきました。

その御意見の中でも昨年４月１日に施行されたこ

ども基本法に年齢及び発達の程度に応じて意見表

明する機会が確保されることが基本理念として明

文化されたことからも、メインとなる小学生、中

学生にも意見を聞くべきとの御助言もいただきま

したので、今後教育委員会や学校とも調査の方法

等について協議をし、準備を進めていきたいと考

えております。次期計画の策定に当たっては、第

２期計画の達成状況等をしっかりと分析をし、新

たな取組となる子供たちからの意見も計画に反映

するなど子ども・子育て会議の中でも審議をいた

だきながら、策定に向けた取組を進めてまいりた

いと考えております。

次に、大項目２、受動喫煙防止の取組について、
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小項目２、市独自の禁煙条例制定に向けてについ

て申し上げます。喫煙は肺がんをはじめとするが

んや虚血性心疾患、脳卒中などの循環器病、さら

にはＣＯＰＤ、慢性閉塞性肺疾患などの数多くの

疾患の罹患や死亡のリスクを高める危険因子とな

っております。また、そのリスクは、たばこを吸

わない方へも及ぶことがあります。令和６年３月

に策定しました名寄市健康増進計画「健康なよろ

２１」（第３次）では、市民の健康づくりを推進

する上で喫煙や受動喫煙が及ぼす健康被害や妊産

婦の喫煙が及ぼす胎児や子供の影響について啓発

しております。健康教室や健診後の結果説明時な

どにおいて、禁煙の必要性や喫煙が及ぼす周りへ

の健康被害について正しく認識していただけるよ

う引き続き普及啓発に取り組んでまいります。健

康増進、疾病予防の観点から喫煙率は低ければ低

いほうが望ましい一方で、たばこは我が国におい

て長年その使用が容認されてきたものであること

から、喫煙率の減少に向けてたばこをやめたいと

思う人に対するサポート体制の充実や禁煙の動機

づけとなります情報の提供などを進めていかなけ

ればならないと考えております。名寄市において

は禁煙条例の制定の予定はございませんが、引き

続き喫煙率の減少と受動喫煙防止対策の取組を推

進し、市民みんなが安心して健やかに暮らせるま

ちづくりの実現に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 私からは、大項目２、

受動喫煙防止の取組について、小項目１、市の公

共施設における受動喫煙防止対策についてお答え

いたします。

望まない受動喫煙をなくすため、平成３０年７

月に健康増進法が改正され、令和元年からは敷地

内禁煙となる学校や病院等への規制が開始されま

した。改正健康増進法では、学校や病院などの子

供や患者などが主たる利用者となる施設及び行政

機関の庁舎を第１種施設、それ以外の施設を第２

種施設として分類し、第１種施設については原則

敷地内禁煙ですが、受動喫煙を防止するために必

要な措置が取られた場合は特定屋外喫煙場所を設

置できることとされております。名寄市において

も、こうした改正健康増進法の規定に基づき市の

公共施設における受動喫煙防止を図ることを目的

に名寄市公共施設における受動喫煙防止対策基本

方針を定め、市の主要な公共施設において第１種

施設に分類される施設については、敷地内全面禁

煙や屋外の喫煙場所を設置しながら受動喫煙を防

止するための措置を講じてきております。また、

第２種施設に該当する本市の施設においても、各

施設の管理者の責務により改正健康増進法にのっ

とった必要な受動喫煙防止対策の実施に努めてき

ているところです。引き続き各施設においては改

正健康増進法や基本方針に基づき市民の健康増進

を図るため、受動喫煙を生じさせることのない環

境の整備に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、時間の許す限り再質問に移らせて

いただきたいと思います。

まず、大項目の１点目、待機児童の関係です。

今年度４月には待機児童がゼロになったという御

答弁ございました。これ今まで大変名寄市では待

機児童というのが結構大きな問題になっていたの

でないかと思いますけれども、ゼロになったとい

うニュースはあんまり新聞報道等、私見逃したか

もしれないのですけれども、ちょっと拝見してい

ないです。非常にいいニュースだと思うのですが、

これは何か外部に向けてＰＲとか、そういうもの

された経緯というのはあるのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 名寄市として先

んじて何かＰＲをさせていただいたという実績は

持たせていただいておりませんが、道のほうにな

るかというふうに思いますけれども、全道で待機
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児童の数だとか、国において待機児童の数を４月

１日時点で把握するという状況がございますので、

そちらのほうの内容について報告をさせていただ

いて、全国、全道規模のほうで数字のほうは出て

いるというふうに承知しているところでございま

す。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 現在はゼロではなくて、

ちょっと待機人数が出てしまっているというよう

な状況だというふうにお伺いしましたけれども、

ゼロになった時点で非常にプラスの効果のある報

道になるような、そういったＰＲも必要ではない

かと思っておりますので、ぜひ今後御検討いただ

きたいなと思っております。

それで、小項目２点目でございます。第２期計

画に基づいたあいあい開園や保育ニーズに応じた

民間との役割分担等で一定の効果があったと感じ

るところでございますけれども、ただ人口は減っ

ていても共働きの増加などで保育ニーズが依然高

いということでございます。保育士不足は、民間

も含めて大きな課題であるというふうに考えてお

りますけれども、保育士の確保に向けた取組や今

後の予定があればお伺いをいたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今議員から御指

摘いただきましたように、実は先ほど壇上でも答

弁させていただきましたが、保護者向けにアンケ

ートを取らせていただいています。第２期計画と

第３期であります今回ということになりますが、

ちょっと全ての検証ができているわけではござい

ませんので、粗い検証には一部なるところもある

かと思いますけれども、稼働されている家族の累

計でいきますとフルタイムとフルタイムの御夫婦

というか、のところとフルタイムとパートタイム

の御夫婦の方々の割合が前回が５２．５％だった

ところが今回は５５．５％といういうことで、約

３％ほど増加をしているということで、恐らく御

主人というか、夫の方々よりも妻の方々が働く率

が増えてきていらっしゃるのかなと。これは、人

材不足というようなことも起因しているのかなと

いうふうに思っておりまして、保育所を望まれる

方々が増えてきているというのもそういうところ

にも一部起因はしているのかなというふうに思っ

ております。今御質問いただきました保育士の確

保に向けてでございますけれども、先ほども申し

上げましたが、陸上自衛隊名寄駐屯地さんなどの

事業所に向けての依頼ということで、名寄市の場

合御承知のとおり転勤族の皆様が大変多いという

こともございまして、実は転勤によって転出され

る方もいらっしゃるのですけれども、転入されて

くる方も多数いらっしゃるということで、その中

で御家族で名寄にお見えになった場合は保育士資

格をお持ちの方が市民として在住されるという可

能性もあるということで、１階の市民課だとか、

あと２階のこども未来課の窓口等々に保育士を募

集していますというポスターを貼らせていただい

ております。また、陸上自衛隊名寄駐屯地さんに

おきましては、年に何回か定期的に異動があると

いうことでお聞きしていますので、昨年から朝礼

のときにお時間を頂戴してお話しする時間をいた

だいたということもございまして、今後も朝礼等

の時間、異動のときに状況を見ながら新たに来ら

れた隊員の御家族の方々に対してもそういうアピ

ールをしていきたいなというふうに思っておりま

す。そのほかにハローワークだとか、そういうよ

うなところに対してもポスター掲示とかを依頼し

ていきたいというふうに思っています。

あともう数点ございまして、今年度から実は上

川北部の待機児童というのが大変北海道の中でも

多いという傾向にあるということでございまして、

北海道や上川総合振興局、それと名寄市立大学と

連携した取組を進めさせていただいております。

今年も４月以降一度集まりがございましたが、管

内各園で問題点の洗い出しだとか、振興局で各自

治体の補助金や各園の取組状況などをホームペー

令和６年９月１０日（火曜日）第３回９月定例会・第３号



－68－

令和６年９月１０日（火曜日）第３回９月定例会・第３号

ジに掲載して、保育士の採用試験の状況などを名

寄市立大学と同じ保育士養成をしています旭川市

立大学の短期大学部のほうに発信をしていただい

ているというようなことを実施していただいてい

ます。また、保育士の確保事業ということで、保

育所の運営のコンサル、マネジメントでしょうか、

保育所の運営のコンサルにも新規事業として北海

道さんのほうで取り組んでくださいまして、名寄

市のほうでもというようなお声がけをいただきま

したので、エントリーさせていただきまして、保

育士確保を含めた運営に関する分析や提案を今後

受けていく予定というふうになっております。ま

た、令和６年度の保育士にも活用できるように奨

学金の返還事業が本市におきまして開始をされま

して、採用募集でＰＲをしていただくように民間

の事業所にも周知をしています。月１万円５年、

名寄市立大学においては月１万５，０００円を５

年というような形になっております。また、昨日

も一部答弁の中でお話しさせていただきましたが、

名寄市立大学の保育学科の学生にあいあい完成後

見学会を実施させていただいたほか、今後も多く

の学生に関わってもらい、昨日申し上げました公

開保育だとか、あと一部学生の皆さんにアルバイ

トとして関わっていただくだとか、あと市内の民

間の園も含めた各園での見学ツアーなども実施を

させていただいて、名寄で働きたいというような

事業を今後展開していければなというふうに考え

ているところでございます。また、この後になる

かというふうに考えていますが、実は健康福祉部、

保育士と保健師を関連しておりまして、総務部と

も連携しながら、実は保健師のほうは一部札幌圏

も含めて学校回りをさせていただいていますが、

今月か来月に向けて道内の保育学会がある養成機

関を訪問して、新設したあいあいの内容だとか市

内の保育状況等々を学校のほうにＰＲさせていた

だくとともに、それぞれの学校を回らせていただ

くことで学生さんがどのような考えを持っている

のかということをお聞きした上で、また様々な対

策を練るための情報を得てまいりたいというふう

に考えているところです。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） いろんな取組でもって

保育士の確保に向けて努力しておられるというこ

とでございます。今後とも確保に向けた取組を進

めていっていただきたいというふうに思っており

ます。

続きまして、小項目３点目の関連でございます。

次期計画の策定に当たっては、現在アンケート調

査等を行って、集計も進んでいるというふうにお

伺いいたしました。そこで、ちょっと１つお伺い

したいのは、このアンケートの中に例えば学校給

食費の部分なんかは含まれていたのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 確実に出たかど

うかまではちょっとすぐ今お答えすることがあれ

なのですけれども、次期計画に当たりましては今

議員がおっしゃった学校給食の無償化を盛り込む

だとかという個別の施策等につきましては、今後

第２期計画の達成状況等の分析を確実に実施をし

ていくということが必要かなというふうに考えて

いるところでございまして、現在のところ関係部

署を巻き込んでの形がこれからという形になって

いくものですから、今後庁内で議論、関係部署と

連携を図りながら目標の設定を図っていくという

予定でいるところでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 子育て支援については、

何か保護者については大変大きな関心事でもある

でしょうし、大きな効果が期待できるのではない

かと思っております。学校給食費の無償化につき

まして、私昨年第２回定例会におきまして質問さ

せていただいたところでございます。小学生だけ

でも先行してですとか、あるいは第２子以降に限

ってなどと提案させていただいたのですけれども、
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今年米価の高騰ということもあって、今後ますま

す保護者の負担増が見込まれるのではないかとい

うふうに思っております。そこで、例えば主食分

だけでも無償化するとか、そういった取組、いろ

いろな切り口があると思いますので、段階的でも

いいと思うのですけれども、給食費無償化を次期

計画に取り込むべきではないかと考えております

が、いかがでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 今計画に盛り込むべ

きではということでしたが、先ほど馬場健康福祉

部長からも答弁がありましたとおり、現在教育部

と健康福祉部ではこの件に関して協議はまだ具体

的に行っておらず、今後個別に検討することもあ

ろうかと思いますけれども、現在教育委員会とし

ては給食費の無償化については検討している状況

にはないということで御答弁させていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 健康福祉部と教育部と

教育委員会ですか、ぜひ連携を密にしてこの問題

に取り組んでいっていただきたいということを申

し述べさせていただいて、大項目の１点目につい

ては終わりたいと思います。

続きまして、大項目２点目でございます。まず、

施設によって敷地内に喫煙場所を設けるか否か、

施設管理者がそれぞれ定めているというような御

答弁であったかというふうに思っております。そ

こで、ちょっと絞ってお伺いしたいのですが、で

はこの名寄庁舎の敷地内に喫煙場所を設けている

理由について再度お聞かせいただけますでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 名寄庁舎に屋外の喫

煙場所を設置している理由ということですけれど

も、庁舎を使用する方々で喫煙される方のために

設置しているということになっています。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） それでは、お伺いいた

します。

敷地内に喫煙場所を設置する場合に施設管理者

が義務として実施すべき事項、これが３点ありま

して、喫煙場所を明確に区画する、それから喫煙

場所である旨の標識を掲示する、３点目として施

設利用者が通常立ち入らない場所に設置するとい

う３項目がございます。これらの条件、この市庁

舎の喫煙場所は満たしている状態でしょうか。お

伺いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 名寄庁舎につきまし

ては、御存じのとおり喫煙場所につきまして庁舎

の南側、約３０メートルほど離れた場所に設置さ

せていただいています。区画につきましても赤と

白の車止めポールで区分させていただいておりま

して、通常庁舎を利用する方が立ち入らない場所

というふうに考えているところでございますし、

標識につきましても設置しているところでござい

ます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 標識については、私も

昨日の帰りに拝見したらついていました。ただ、

私がこの質問通告をした時点、先週の２８日だっ

たと思いますけれども、少なくとも私は確認でき

なかったというふうに考えています。これは、名

寄庁舎の喫煙場所の標識はいつ設置されたのかお

伺いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 答弁が少し足りなか

ったかもしれませんけれども、確かに標識につき

ましては、ちょっと正式な日にちまでは覚えてい

ませんけれども、この御質問いただいた際に改め

て御確認させていただいて、標識のほうは取り付

けさせていただいたことになります。よろしくお

願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。
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〇５番（谷 聡議員） それで、先ほど設置理

由の中にというか、それ１つが理由だったという

ふうに記憶していますが、来庁者のための喫煙場

所だという御答弁があったと思います。標識がな

い状態でなぜ外部からの来訪者が喫煙場所を認識

することができるのか、これは私も分からなかっ

たのですけれども、ちょっとその辺どうお考えな

のかお伺いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 喫煙場所なのですけ

れども、昨年７月にちょっと移動させていただい

たのです。そもそももうちょっと南側の今の自転

車駐輪場のところにございまして、そのときまで

は庁舎の玄関の入り口に喫煙場所はここですとい

うような掲示物を貼っていたのですけれども、そ

の後南側の今のところに設置した際に、申し訳な

いですけれども、ちょっと周知する掲示物につい

ては貼ることを失念させていただいていたという

ことでございますので、今後につきましては周知

するそういった掲示物についてもしっかりと貼ら

させていただければというふうに考えているとこ

ろでございます。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 私の質問の趣旨はちょ

っと掲示をしっかりと進めるべきとかということ

でもなくて、できれば敷地内禁煙にするのが望ま

しいのではないかというふうに考えているところ

でございまして、今まで統計は取っていないと思

いますけれども、そこの市庁舎の喫煙場所を使用

しているのは来訪者が多いのか、それとも市の職

員が多いのかといったような調査ってされたこと

ありますでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 喫煙所で誰が吸って

いるかというような調査は、したことはございま

せん。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 先ほど来受動喫煙防止

が大事だというようなことも健康福祉部長からの

答弁でも明らかなようでございますけれども、私

もそう思っております。敷地内に喫煙場所を設置

しなければならない理由、来訪者のためというこ

とではございますけれども、では来訪者はないと

どういう支障があるのか。例えば中には職員の方

で吸っている方もおられるでしょうし、今最近あ

んまり一般的ではまだない言葉の中にサードハン

ドスモーク、これは残留受動喫煙というものだそ

うでございます。喫煙した後も存在する目に見え

ないガス状の有害成分を吸い込むこと、喫煙者の

吐く息ですとか髪の毛、喫煙者の衣服や手指に有

害成分が付着するということ、それから喫煙後に

吐き出す息がほかの人に影響がなくなるまで約４

５分間かかるということが分かっているそうでご

ざいます。屋内禁煙ということだけをもって受動

喫煙が防げているというふうに考えているとすれ

ば、たばこの臭いが苦手な人というのは特に敏感

なのです。とりわけ妊娠されている方もいらっし

ゃるでしょうし、こういう方への配慮が少し足り

ないのではないかというふうに思っています。再

度お伺いします。この喫煙場所を廃止することで

どういったデメリットがあるというふうにお考え

になりますか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 先ほど私来訪者と言

った、庁舎を使用される方々が座れる場所だとい

うようにお話しさせていただいたかと思っており

ますので、当然市役所の中に来られる市民の皆様

方もそうでしょうし、もちろん先ほどから議員お

話しになっている市職員もその場所に行って喫煙

をしているのかなというふうに思っているところ

であります。デメリットですけれども、やはり今

現在は改正健康増進法に基づいて市の方針にのっ

とりながら、望まない受動喫煙をなくすというこ

とがいわゆるマナーからルールに変わっているわ

けですから、そこの対策を、こういった法律や基

本方針にのっとった対策を行っているというふう
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に認識しておりますので、そういったことで今後

とも進めさせていただきたいというふうに思って

おります。ただ、一方でそういったことも、いろ

いろな状況というのもこれからはやっぱり考えて

いく必要もあるというふうに思っておりますので、

そこについては庁内の健康福祉部と、また関連す

る部署とも協議させていただく時間をこれから考

えさせていただきたいなというふうに思っており

ますので、御理解のほうよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 私も市政クラブに所属

しながらこのような質問することに相当の勇気と

覚悟が要るものでございます。ぜひ総務部長もそ

の覚悟を持って今後取り組んでいただきたいと思

っております。

最後になりますけれども、健康増進法の一部を

改正する法律第２５条、ここに国及び地方公共団

体は望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙に

関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識

の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備、そ

の他受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ

効果的に推進するよう努めなければならないとい

う義務を地方公共団体は負わされております。こ

のことを考えながら、ぜひ今後進めていっていた

だきたいというふうに思います。

そこで、小項目の２点目に移らせていただきま

す。先ほど個別の独自の条例というのは考えてい

ませんというふうな御答弁でございました。私も

スポーツとたばこは基本的には相入れないものだ

というふうに思っております。これは諸説といい

ますか、異論はあるかもしれませんけれども、私

自身はそう考えています。冬季スポーツの拠点と

なるべく全国規模の大会誘致を推進するというこ

とを市政執行方針の中で述べておられました。そ

れを市が片や市役所の敷地内に喫煙場所を設置し

ているということは大きなマイナスイメージであ

ると思いますし、繰り返しになりますけれども、

例えば路上喫煙防止というような独自の条例持っ

ているところがたくさんあります。今こういった

条例に向けて取り組まれる予定がないということ

でしたけれども、そのお考えについて再度お伺い

いたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 御質問いただき

ましたが、先ほども条例の制定は名寄市としては

考えていないというお話をさせていただきました

が、議員御承知のとおり、北海道におきましては

受動喫煙防止条例というのが制定されておりまし

て、様々な取組がなされているところでございま

す。名寄市におきましても北海道内に所在してい

る市町村でございますので、北海道の受動喫煙防

止条例に倣いながら、必要な状況を調査研究しな

がら対応については進めてまいりたいというふう

に思いますし、本年３月につくらせていただきま

した健康なよろ２１（第３次）に基づきまして禁

煙等々に進みたいというとか、健康管理に禁煙が

必要だという方については保健センターとしても

支援をしてまいりたいと、このように考えている

ところでございますし、御承知のとおり平成１９

年からですか、禁煙外来が保険制度になりまして、

市内の各開業医の皆様におかれましても禁煙外来

を選択して、支援していただいている先生方もい

らっしゃいますので、連携しながら進めてまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 谷議員。

〇５番（谷 聡議員） 私もたばこを吸う人が

いなくなればいいとか、そういった論点で質問し

ているわけでございません。たばこを吸う人、吸

わない人がそれぞれ快適な生活が送れるよう、そ

のためには受動喫煙を防ぐというのが何よりも一

番大事だというふうに考えているところでござい

ます。今後スポーツを通じたまちづくりを進めて

いくという名寄市でございますので、ぜひともこ

の件についてはさらに一歩進める取組をお願いし
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て、私の質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で谷聡議員の質問

を終わります。

聴覚補助機器等の積極的な活用の支援について

外１件を、高橋伸典議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

をしてまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。

聴覚補助機器等の積極的な活用の支援について

をお伺いいたします。高齢者が聴覚補助機器を適

切に選択できる環境の整備についてお伺いします。

今日、社会の少子高齢化の進行に伴い、難聴の方

も年々増加しております。実際高齢者が難聴にな

ると人々や社会とのコミュニケーションを避けが

ちになり、社会的に孤立する可能性が高くなると

言われております。また、難聴になると耳から脳

に伝達される情報量が極端に少なくなり、認知症

の発症のリスクが高まるとも言われております。

この難聴対策として、聴覚補助機器の活用が有効

であると言われています。聴覚補助機器にはマイ

クで収集した音を増幅させる、外耳道に送る気導

補聴器のほかに、骨導聴力を活用する骨導補聴器

や耳の軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導補聴

器があります。高齢化が進む中で、高齢者が社会

の一員として末永く動き、働き、参加し、働ける

地域を築くために聴力の低下した高齢者が自分に

合った聴覚補助機器を選択し、適切に活用できる

環境の整備は大変に重要なことであると思ってお

ります。

そこで、名寄市の高齢者が聴覚補助機器を選択

できる環境の整備や聴覚補助機器の購入費の助成

制度の創設についての理事者の御見解をお願いを

いたします。高齢者が聴覚補助機器を適切に選択

できる環境整備することについてであります。そ

こでまず、地域の社会福祉協議会や福祉施設等の

連携の下、聴覚補助機器を必要とする人々への情

報提供の機会や補助機器等のお試し利用ができる

場所の整備等、高齢者が自分に合った聴覚補助機

器を適切に選択できる環境を整備すべきと考えて

おりますが、理事者の御見解をお願いいたします。

次に、聴覚補助機器の購入費用の助成制度につ

いて申し上げます。埼玉県川口市には、聴力の低

下により周りの人とのコミュニケーションが取り

にくい方や生活に支障を生じる高齢者の方が補聴

器を利用することで生活の質の向上や社会の参加

の機会を増やし、住み慣れた地域で健やかに生き

生きと自分らしく暮らせるように補聴器購入費の

一部を補助する制度が創設されております。補助

の対象は、市内に住所を有し、居住する満６５歳

以上の方で、本人が市民税非課税世帯、または生

活保護受給者で、聴覚障がいによる身体障害手帳

の交付対象にならない方で、耳鼻咽喉科の医師か

ら補聴器の必要が認められた方となっております。

原則中等難聴程度の両耳の聴力レベルが４０デシ

ベルから７０デシベル未満の方が対象であります。

補助の内容は、２万円を上限として１人１回とな

っており、購入に要する費用が２万円に満たない

場合はその額を補助するものとしております。受

付は、令和６年４月から令和７年３月３１日まで

の１年間、申請件数が予算上限に達した場合は期

限内で受付を終了するとも言われております。そ

こで、私たちの地域において聴力の低下に悩む高

齢者が医師や専門家の助言の下、自分に合った補

聴器を積極的に活用できる環境を整えるために購

入費用の助成する制度の創設は大変有意義である

ことと思っております。理事者の御見解をお願い

をいたします。

大きい項目２つ目、認知症の人に寄り添った地

域社会の構築についてをお伺いいたします。国内

の認知症高齢者は、６５歳以上の人口がピークを

迎える２０４０年には認知症高齢者が約５８４万

人、軽度認知症、ＭＣＩ高齢者数が６１２万人に

上ることが推測される中で、誰もが認知症になり

得るという認識の下、共生社会の実現を加速する

ことが重要であると言われております。認知症の
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人を単に支える対象として捉えるのではなく、認

知症の人を含めた国民一人一人が一人の尊厳ある

人としてその個性と能力を十分発揮しながら共に

支え合っていける共生社会の実現を目指し、本年

１月に認知症基本法が施行されました。特に地方

公共団体は、認知症の人やその家族等にとって身

近な行政機関であることとともに、認知症施設を

具体的に実施するという大切な重要な役割を担っ

ております。認知症の人も家族も安全で安心して

暮らせる地域社会の構築への取組が必要とされて

おります。

そこで、本市の認知症に関する知識及び認知症

に関する理解を深める取組の推進や認知症の人の

尊厳ある暮らしを守るケア技法であるユマニチュ

ードの普及について見解をお伺いをいたします。

１つ目に、認知症に関する知識及び認知症の人に

関する理解を深める取組の推進についてでありま

す。社会の高齢化が進む中で、認知症は誰もがな

り得るものであり、認知症の当事者が尊厳を持っ

て最期まで自分らしく暮らして、地域社会の構築

を求めております。そのためにも誰もがなり得る

認知症について国民一人一人が自分事として、身

近な問題として捉えることが大変重要であると思

っております。そこで、行政が軸となり、小学校、

中学校の児童生徒、地域の企業、経済団体や町内

会等と連携して、認知症サポート講座のさらなる

展開や新しい認知症観を定着させる啓発資料を作

成、配付するなど、認知症に対する知識及び認知

症の人に関する理解を深める取組を強化すべきと

考えますが、理事者の御見解をお願いいたします。

次に、ユマニチュードの普及についてでありま

す。認知症と軽度認知障がいの方を合わせ約１，

０００万人を超える状況下では、認知症の人や家

族等が安心して健やかに暮らせる生活環境の構築

が必要と考えております。実際に記憶障がいや認

知障がいが起こる中で、当事者や家族の不安から

行動、心理症状、ＢＰＳＤが発生し、またそれま

での家族関係を損なわれてしまうことが少なくあ

りません。認知症の人の尊厳ある暮らしを守る上

で、一人でも多く住民が認知症に対する適切な接

し方を身につけ、認知症の人の行動、心理症状、

ＢＰＳＤの発症を抑制することが特に重要である

と言われております。そのための効果的な技法と

して、あなたを大事に思っていることを見る、話

す、触れる、立つの４つの柱である、相手が理解

できるように届けるケア技法であるユマニチュー

ドが注目をされております。介護の現場では、一

生懸命にケアをしても相手から拒否をされたり、

暴力を受けたりすることがあります。実際に口腔

ケアを嫌がり、声を荒げていた９０歳の男性に対

して看護師がユマニチュードを実施したところ、

この男性は抵抗せず、口を大きく開け、口腔ケア

を受け入れ、笑顔を見せた実例がありました。国

内の研究結果では、認知症の方の行動や心理症状

が１５％ほど改善され、ケアする側の負担も２０

％軽減されたとの有効性が確認されております。

また、ユマニチュードに先駆に取り組んでいるフ

ランスの一部施設では、離職をしたり、欠勤する

職員が半減したほか、鎮痛剤といった向精神薬の

使用量も９割近く減らした報告を受けたそうであ

ります。福岡市では、２０１６年度家族介護者及

び病院関係者、介護施設の職員を対象としたユマ

ニチュードの実証実験を実施しました。その結果、

暴言や徘回などの症状が軽減し、介護者の負担感

も低下するといった効果が見られたそうでありま

す。１８年度には、市はまちぐるみの認知症対策

としてこの技法を導入、ユマニチュードの市民講

座などの本格展開をしました。対象は、家族介護

者や小中学校児童生徒のほか市職員、救急隊員な

ど多岐にわたっております。講座を受けた市民か

らはもっと早く知っていればよかった、今後は介

護する人たちに私たちが伝えたいとの声が寄せら

れたのを受け、こうした取組を継続的に実施しよ

うと今年４月からは福祉局の中にユマニチュード

の推進部を設立、これで認知症の人の行動、心理

症状、ＢＰＳＤの発症が抑制し、認知症の人と家
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族の尊厳ある暮らしを守るためユマニチュードの

普及に積極的に取り組むべきと考えますが、理事

者の御見解をお願いをいたします。

３つ目には、地域における認知症のピアサポー

トの環境整備についてであります。若年性認知症

の方々を含め、認知症の人が生きがいや希望を持

ち、その個性や能力を十分に発揮することができ

るよう認知症の人の社会参加の機会の確保に向け

て、家族や事業主が安心して適切な行動が取れる

環境整備が必要と言われております。特に認知症

を診断された後、希望を失うことなく、新たな目

標に向かって行動することができるように認知症

の人が自ら認知症に関わる経験等を当事者同士が

共有する機会を確保し、本人と家族の不安を軽減

することが大変重要と言われております。

そこで、認知症の本人や家族が診断後早い段階

で同じ経験をした方々と情報の共有や様々なアド

バイスを受けられるようにインターネットによる

交流を含め、地域における認知症ピアサポート環

境の整備が重要と考えておりますが、理事者の見

解をお願い申し上げ、壇上での質問を終わらせて

いただきます。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 高橋

議員から大項目で２点御質問をいただきました。

私から答弁をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。

初めに、大項目１、聴覚補助機器等の積極的な

活用の支援について、小項目１、高齢者が聴覚補

助機器を適切に選択できる環境整備をについてお

答えいたします。加齢に伴う難聴につきましては、

国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの調

査によると、日常生活で支障のあると言われる４

０デシベルを超える難聴者の割合は７０歳代男性

で５人に１人、女性で１０人に１人に上るとされ

ております。また、一般社団法人日本補聴器工業

会が行った実態調査では、男女ともに６５歳を超

えると難聴者の比率が高まり、７５歳を超えると

補聴器所有者の比率が高まる傾向が見られていま

す。また、国立長寿医療研究センターでは、年を

重ねても維持されやすい知的な能力である知識力

が難聴がある場合には低下する傾向があることや、

一般的に５０歳中頃以降に低下を示す情報処理の

スピードが難聴がある場合にはより急速に低下す

るという検討結果も示されております。耳の聞こ

えが悪くなると、他者とのコミュニケーションが

取りにくいと感じ、会話がおっくうになり、徐々

に外出が減り、引き籠もりがちになることで脳へ

の刺激が減り、認知機能が低下すると考えられて

おり、聞こえの悪さに早期に気づくことが認知症

予防につながることから、本市では令和４年第１

回定例会一般質問における川村議員の質疑を踏ま

え、同年７月から介護保険料納入通知書に認知症

予防のための物忘れ目安リストと併せて聞こえの

チェックシートを同封しております。実際に加齢

に伴う耳の聞こえの低下について御相談を受けた

際には、状況をお聞きした上で聴覚補助機器等を

取り扱う事業者を紹介し、様々な機器等について

専門知識を持ったスタッフから直接説明をいただ

きながら複数の機種の中からお試しいただくなど

して、御自身に合ったものを選択いただくことが

大切だと考えており、今後も引き続きお一人お一

人に丁寧に対応してまいりたいと考えております。

次に、小項目２、聴覚補助機器購入費用の助成

制度の創設についてお答えいたします。公的な補

聴器購入への助成については、身体障害者福祉法

に規定する身体障がい者で、障害者手帳を持つ両

耳の平均聴力レベルが７０デシベル以上の高度難

聴者が対象となっております。また、４０デシベ

ル以上の中等度以下の難聴者の補聴器購入に対し

て、高橋議員が例示された埼玉県川口市のほかに

道内の一部の自治体で補聴器購入に対して補助を

行っております。補聴器の使用は、高齢になって

も生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ご

すことができ、健康寿命の延伸、医療費の抑制等
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にもつながるものと考えられておりますが、補聴

器１台の価格はほとんどが１０万円から３０万円

となっており、高額な自己負担が伴うことから、

今後も引き続き加齢性難聴の早期発見に向けた取

組について国や他自治体の動向等も注視するとと

もに、様々な機会を通して国、道に対して公的助

成制度を創設するよう要望してまいります。

次に、大項目２、認知症の人に寄り添った地域

社会の構築について、小項目１、認知症に関する

知識及び認知症の人に関する理解を深める取組に

ついてお答えいたします。認知症についての正し

い理解とできる範囲での手助けができるよう平成

２０年度から認知症サポーター養成講座を開催し

ております。令和５年度は、町内会や地区の民生

委員、郵便局、市立大学のほか、小学校など計１

２回開催し、２２８名を養成しております。また、

令和４年度には、認知症の方やその家族のニーズ

に合った具体的な支援へとつなぐ役割を担うチー

ムオレンジを立ち上げ、現在２５名が登録されて

おり、活動を行っております。広く理解を深める

活動として、市民向けの介護予防講演会において

毎年テーマを決めて開催しており、今年度は認知

症をテーマに行いました。内容については、認知

症の方の理解を深めることを目的に認知症の問題

行動などの症状を把握し、ケアだけを考えるので

はなく、その人らしさに目を向けて、その人らし

い生活が送れることを考えることについての講演

があり、まさに新しい認知症観と言える内容でし

た。当日の参加者には、実際に認知症の介護をさ

れた経験のある方や名寄市立大学生、介護事業所

職員の方などがおられました。今後も広く認知症

の理解が深まるよう認知症サポーター養成講座を

継続的に実施していくこととしており、多くの市

民に受講いただけるよう団体や学校など広く周知

を図りながら進めてまいります。また、令和５年

に制定された共生社会の実現を推進するための認

知症基本法を踏まえ、今後も認知症に関する正し

い知識や理解が深まるための取組を進めてまいり

ます。

次に、小項目２、ユマニチュードの普及につい

てについてお答えいたします。名寄市では、ユマ

ニチュードをテーマとした研修や事業についてこ

れまでに実施したことはありませんが、ユマニチ

ュードについてはフランス人の体育学の専門家、

イブ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏

が考案された人間らしさを取り戻すという意味を

持つユマニチュードというフランス語の造語を名

づけたケアの技法であることは承知しているとこ

ろでございます。また、ユマニチュードの研修等

については、日本においてユマニチュードの研修

が開始され始めて間もない頃、東京や旭川市にお

いて講演会が開催されたことがあり、その際には

当時の担当職員が聴講し、ユマニチュードでは見

る、話す、触れる、立つの４つの要素をケアの４

つの柱としていることを学んでいまいりました。

特にこのケアの４つの中で見るということについ

ては、認知症の方への手助けの場面において初め

に声をかける前に行うことであるため大切なこと

と考えており、認知症サポーター養成講座におい

ても伝えているところです。また、毎年町内会の

協力の下実施している認知症高齢者ＳＯＳネット

ワークの捜索模擬訓練において、事前に認知症サ

ポーター養成講座を受講をいただき、その際に声

をかける前には必ず認知症の方の正面で同じ目線

の高さで見る、そして相手がこちらに気づかれて

いることを確認してから声をかけることを説明し、

捜索模擬訓練時に実践をし、体験していただいて

おります。また、今年度開催した介護予防講演会

の講師は、これまでの介護施設の運営、経営の目

線による介護を介護１．０、人手不足、業務改善

など介護業務を補完するためにロボットやＡＩな

どのテクノロジーを用いて解決しようとする介護

を介護２．０と位置づけた上で、その人らしく輝

いていられる本質的な介護を介護３．０と提唱し

て、介護のスタンダードを変える取組を進めてお

られます。介護３．０も認知症ケアのユマニチュ
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ードと同様に、認知症の人も含め年を取ったから

といっても一人の人に変わりなく、その人らしさ

に目を向けた個別のケアを目指しており、その人

らしさを取り戻すといった考え方のケアが大切で

あることを講話いただいたところです。この講師

には、講演会とは別に日頃のケアで悩まれている

市内の介護施設の希望に応じて訪問し、介護３．

０の視点で助言をいただく取組も実施してまいり

ました。ユマニチュードとしての取組ではありま

せんが、ユマニチュードのケア技法と同様の考え

でこれまでにも普及啓発等の事業に取り組んでき

ております。ユマニチュードのケア技法は、認知

症ケアにおいて大変有効な技法と認識をしており、

この技法の考え方も参考にしながら今後も認知症

施策事業を進めてまいります。

次に、小項目３、地域における認知症ピアサポ

ート環境の整備についてお答えいたします。名寄

市では、認知症ピアサポートにつながる取組とし

て認知症カフェに取り組んでおります。名寄市の

認知症カフェは、認知症の方や認知症の方の家族

を対象に認知症の人を支えるつながりを支援し、

介護者の介護負担軽減を図ることを目的に平成２

９年度からにこにこカフェの名称で開始いたしま

した。令和元年度からは、民間事業者に事業委託

をし実施をしており、にこにこカフェの開催時に

は認知症サポーター養成講座の受講者で組織され

ているチームオレンジの方たちが協力しておりま

す。にこにこカフェは、毎月１回９０分の開催で、

９０分の時間の中で出入り自由で、気軽に参加で

きます。当日は、お茶やコーヒーなどを飲んだり、

ゲームなどをしながら過ごし、その中で日頃から

の悩みや介護者の苦労話などが話されております。

その際に同じような経験をした方からの話がされ

ることもあり、当事者同士の情報共有の場にもな

っているところです。本市としては、認知症ピア

サポートにつながる取組として、参加されている

認知症の方やその家族の方の意見も聞きながら、

オンラインによる交流も含め、認知症カフェの取

組を充実してまいります。

以上で私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再質問をさせていただきます。

まず、聴覚補助機器等の積極的な活用というこ

とで、公的な部分でありますので、補助はなかな

か難しいというお話がありました。分かるのです

けれども、なかなかこの、先ほど認知症の部分も

ありますけれども、高齢者が難聴になると外との

交流がなかなか難しいだとか、自分が必要とする

ときに孤立するという部分がありますので、やは

りそういう部分をなくすためにも難聴の方々の部

分が重要かなと思います。今回もちょっとそうい

う方に声をかけられまして、補聴器どうすれば買

えるのですかという部分があったものですから、

名寄市でこういう部分ありますので、聞いてみて

くださいというふうに言いました。でも、なかな

か市民の方、市にそういう部分電話するのも難し

いのかなという部分ありますので、できればさっ

き言ったように施設だとか、行政としての取組と

してそういう聴覚機器会社が年間１回でも２回で

もいいですから、こういう部分で説明会がありま

すという部分をつくってあげても私はいいのかな

という部分があるのですけれども、その辺室長と

してはどういうお考えがあるのかちょっとお聞か

せをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 今の

御質問は、説明会みたいなものを開催してはどう

かということでございました。私どもとしては、

それぞれ個人個人で御事情も違いましょうから、

そういった方々の御相談をいただいたときにその

方に即した御説明をさせていただいた上で、説明

会をもしやるとするといついつって決まった指示

になってしまいますけれども、すぐにその事業者

様を御紹介をして、実際に物も複数あったりもし
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て、専門の方に御説明をいただけるということも

ありますので、そちらのほうが大切なのかなと思

っているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 分かりました。この

難聴機器、先ほど言いましたけれども、気導、骨

導、軟骨って３種類あります。本当にその人、そ

の人によって全然やっぱり違うのです。だから、

その人でないとこれがいいという部分だとかとい

う部分があるものですから、できれば私はそうい

う部分を行政としてつくり上げていただければ一

番、市民の方もこういう部分で説明会あるのなら

行ってみようかなという方も出るのかなというふ

うに私は考えていますので、ぜひそういう部分も

つくり上げていただきたいなというふうに思いま

す。

また、国の公的制度を訴えるというのですけれ

どもなかなか国として全国的に難聴者にこういう

部分を、障がい者であれば国から助成があって、

つくれる部分があるのですけれども、４０デシベ

ルだとか７０デシベル以下の方というのはなかな

かそういうものをつくりかねている部分があって、

このような制度ができて、先ほど私は川口市のも

のを見たのですけれども、北海道も何か所かある

ということ言われていましたので、名寄でも私は

必要かなという部分で今回つくらさせていただき

ました。子育てもそうですし、高齢者の介護もそ

うですし、認知もそうですし、そのまちで本当に

安心、安全に暮らしていきたいという部分を行政

としてやっぱりつくり上げていっていただくこと

が私は重要かなというふうに思っておりますので、

来ればここを紹介しますよでもいいと思うのです

けれども、その前にひとつつくって、市民の安心、

安全な部分を取り入れていただければなというふ

うに考えております。ぜひお願いします。国に訴

えるでなくて、一応研究してみていただければな

と。室長としても、室長まだ若いですから、耳に

そういう部分がないと思いますけれども、やっぱ

り高齢になると難聴になる方がたくさんおられる

という部分がありますので、ぜひ研究して、高齢

者が安心して暮らせる体制を整えていただければ

なというふうに考えておりますので、よろしくお

願いします。

次に、認知症の部分でちょっとお伺いをさせて

いただきます。先ほど室長も認知症で寄り添った

部分でサポート養成講座、そして平成２０年から

講義が始まったのですか。そしたら、約十何年過

ぎまして、私もこの認知症講座を受けさせていた

だいて、オレンジリボンを頂いて、指に入らない

で、どこにつけるのだという思いで頂いてきまし

たけれども、今現状チームオレンジが２５名いて、

サポーターづくりに進められている状況だと思い

ますけれども、名寄市で何名ぐらいのオレンジサ

ポートが、講習を受けた方々ができたのかちょっ

と教えていただければなというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） チー

ムオレンジというものは、先ほど答弁させていた

だきましたとおり、現在２５名の登録者でござい

ます。また、認知症サポーター養成講座につきま

しては、４年度までで２，００７人で、先ほどの

答弁で５年度で２２８名と申し上げましたので、

２，２００名以上が認知症サポーター養成講座を

受講しているという状況でございます。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） ２，２３５名ですね。

すごい数の方がおられる。本当に約１０％の方が

このサポートを受けて、認知症また介護に携わっ

ているのかなというふうに思います。私も母が認

知症で、日中寝て、夜起きるという、そして非常

にやっぱり暴力的だったという部分があって、家

族の父親が体が参ってしまった状況になりました。

やっぱりそういう方々見ると、周りのサポートが

一番重要かなという部分を感じたものですから、

今回も認知症の部分をやらさせていただきました。
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その中で認知症カフェを開催しているということ

で、年間何回ぐらい開催されて、何人ぐらいの方

々が来られているのかちょっと教えていただきた

いのと、やはりいろんな部分で、２，２３５名の

オレンジサポーターができている状況の中ですか

ら、私はその方も含めてカフェに来ていただいて、

名寄市で認知になった方々を名寄市の住民が見守

っているのだよというものをつくり上げていただ

きたいなというふうに思っています。先日あると

ころに行ったときに、オレンジサポーターになり

ましたと。町内会でなかなかそこの認知症の方々

だとか高齢者を見守る活動を持っているのですけ

れども、できないのですよねって、どうすればい

いのですかねという部分もあったものですから、

ピアサポーターにもなっていただけるでしょうし、

そういう運動をどんどん、どんどん広げていくの

が行政の運動なのかなというふうに思ったもので

すから、今回質問させていただいております。先

ほどの認知症カフェの部分、回数、また人数等々

ちょっと教えていただければなというふうに思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） まず

は、認知症カフェ、にこにこカフェの開催につき

ましては、昨年度になりますけれども、昨年度は

１２回を開催させていただいております。ただ、

実はコロナを経てから若干人数が減っておりまし

て、昨年度につきましては合計で１７名というこ

とになっております。コロナの前は比較的多い人

数も参加していたと聞いておりますけれども、コ

ロナ以降少なくなっていることが若干課題となっ

ているところで、サポーターの方にも声がけをし、

御本人、そしてサポーターの方にも来ていただい

て、気軽な雰囲気でいろいろなことを、御相談で

あったり、体験を共有したりとかいう場にしてい

きたいと考えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 分かりました。この

認知症カフェは本当に重要な、認知症を見る方と

のつながりが一番重要かなというふうに考えてお

りますので、ぜひしっかりと開催していただいて、

やっぱりしっかりとした部分を進めていただけれ

ばなというふうに思います。先ほど言ったように、

オレンジサポーターの方々も含めたやっぱり取組

も必要かなというふうに思います。そして、先ほ

どピアサポーター系ですというふうにカフェで言

っておりましたので、この部分をしっかりとつな

げていただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

次に、ユマニチュード、この部分であります。

旭川と東京で講演をやられて、名寄からも市職員

が行かれたということですので、ある程度の部分

分かっているのかなという部分あります。この部

分、ユマニチュードの講習会に出た職員は、出て

どう感じられたのでしょうか。先ほど室長が言っ

たのは、ユマニチュードにてその部分を今介護職

員がやられていますというふうに言われていまし

たので、取り入れてはいないけれども、それに沿

った形で進めているという部分で私は捉えさせて

いただきました。そして、職員が行ったときにこ

のユマニチュードの講習、どういう思いで受けて

こられたのかちょっとお聞かせをいただきたいか

なと。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） ユマ

ニチュードの講演会を聴講した職員から聞きます

と、とてもいいものだったということで、導入を

したいという考えもあり、それを、そのままその

思いを引き継いで、先ほど答弁申し上げました介

護３．０というものを提唱されている方、この方

も呼び方が違うだけですが、ユマニチュードとい

うのはある意味固有名詞で、学会もあったりとか、

そういうところもありますので、ユマニチュード

という呼び方にはこだわらず、中身はほとんど同
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じもの、つまり方向性としては同じようなものを

今名寄市としては、先進的と言っていいのでしょ

うか、本年度もずっと講演していただいている方

とも長いことつながってきておりますので、その

方の技能ですとか、そういったものを市の介護事

業所の皆様にも伝えていっていただいております

ので、同じような技法といいましょうか、という

こと、認知症の方々に対する思いは同じものを今

は実践しているということで御理解いただければ

と思います。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 分かりました。ぜひ

進めていただきたい。今田畑室長言われたように、

介護職員で進められているというふうな感覚で私

は今お聞きさせていただきました。介護３の方々、

見ている方々ですから、介護職員の方々が中心で

ユマニチュードの部分をやられているという部分

だったと思うのですけれども、それはそれですご

くいいことだなというふうに思います。できれば

その結果を受けて、家族だとか家族介護者だとか、

また市の職員だとか、そして市民だとかに言って、

市民講座を開いていただくことはできないのかな

というふうに私は考えています。福岡でやられた

部分では、講座を受けた市民からはもっと早く知

っていればよかった、今後は介護をする人に私た

ちが伝えたい、また認知症とユマニチュードの基

礎を教える地域のリーダーが福岡では５５人育っ

たというのです。そして、やはり地域の方々にそ

ういう方々を見ていただくというのも重要ですし、

町内会の方も見ていただかなければいけないだろ

うし、本当に重要な取組ではないかなというふう

に考えていますけれども、室長としてはどうお考

えかちょっとお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

〇議長（山田典幸議員） 田畑こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君） 私ど

もも高橋議員と同じように、地域の皆様あるいは

家族の皆様にこの取組といいましょうか、考え方

を知っていただくことは非常に大事なことだと思

っております。先ほどの答弁にもありましたとお

り、今年実施した市民向けの介護予防講演会を実

施しております。このときにまさに介護３．０の

話をしていただき、そのときには御家族の方もそ

うですし、介護の経験をされた方、あるいは市立

大学生のほか介護事業所職員の方も来ていただい

ておりました。この講演会につきましては、市の

公式ラインでもお知らせをし、広報でもお知らせ

をさせていただいておりまして、一人でも多くの

方々に来ていただきたいと思ってやっておりまし

て、こういったせっかくの講演会でありますので、

よりたくさんの方々に来ていただくことがやはり

大事だと思っておりますので、これからもその周

知には努めてまいりたいと思っております。

〇議長（山田典幸議員） 高橋議員。

〇１２番（高橋伸典議員） 分かりました。介護

３の部分の講演会をしていただいて、そのような

形で盛況だったということで考えます。ぜひそれ

も含めて、年内とは言いません。年度内でもいい

ですし、やはり市民の方々にこのユマニチュード

というものはどういうものなのかというものをち

ょっと知っていただく部分をつくり上げていただ

きたいなというふうに思っています。私は介護を

する親は亡くなりましたから、必要ではないので

すけれども、きっとその講演会があれば、ほかに

お付き合いされている方でそういう方もおります

ので、出て、やはり少しでも認知のかかった介護

３以上の方と一緒に名寄市に生活してよかったと

いう部分をつくり上げるために講演会には出たい

かなというふうに考えていますので、ぜひつくり

上げていただくことをお願い申し上げ、以上をも

ちまして私からの質問を終わらせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時２６分
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再開 午後 １時００分

〇議長（山田典幸議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

Ｙｏｒｏｃａ行政ポイントの活用方法について

外１件を、水間健詞議員。

〇４番（水間健詞議員） 議長より発言の許可を

いただきましたので、通告順に従いまして、大項

目２点にわたり質問したいと思います。

大項目１、Ｙｏｒｏｃａ行政ポイントの活用方

法について。昨年１１月の供用開始となったＹｏ

ｒｏｃａですが、当初からのてくＴＥＣＨなどを

はじめ、見直しなどを経て、前回定例会でも１７

事業が行政ポイントに追加されております。多く

は、市民の学びや市主催の催し、それから健康増

進、こういったことを促す目的で付与されること

となっています。事業の趣旨はよく理解し、取組

も評価しているが、実施状況についてと今後につ

いて質問します。

小項目１、行政ポイント事業の実施状況と見通

しについて。全ての行政ポイント事業に関してこ

の場での説明は求めませんが、多く付与され、効

果を発揮している事業、または伸び悩んでいる事

業、こういったことを通して全体として読み取れ

る傾向の説明をお願いします。

小項目２つ目、行政ポイントによるインセンテ

ィブの基本方針について。行政ポイント付与の事

業は、各所管からの提案を選択し、付与する事業

を決定したと聞いています。ボトムアップの手法

でやっていると言えると思いますが、この手法の

いい面もあるが、逆に全体的に通じた基本的な方

針がちょっと読み取ることができないと感じてお

ります。基本となる方針を定めた上で事業を選抜

する考えはありますか。伺います。

小項目３つ目、名寄を市内、市外にＰＲするた

めの行政ポイントの活用について。市が管理して

いるＳＮＳもあるが、フォロワーの大きな伸びは

ちょっと期待するのは難しいと考えます。ＳＮＳ

の利用者を通じて名寄市を訴求する手段は検討で

きないでしょうか。名寄市主催の事業参加者に直

接ポイントを付与するのもいいと思いますが、行

政ポイントとＳＮＳの利用者をうまく働かせて、

ＳＮＳを通じた名寄市という、名寄の拡散の成果

にインセンティブを働かせる手法は考えられませ

んか。伺います。

大項目２つ目、ピヤシリスキー場と周辺施設整

備について。スキー場の施設については、ゲレン

デは産業振興課、ジャンプ台は総合政策部のスポ

ーツ・合宿推進課の所管ってなっていると理解は

しています。ただ、利用者、市民にとっては一つ

の一貫した施設と見えると思います。また、温泉

施設、それから今年整備されたＲＶパーク、また

隣接してなよろ観光まちづくり協会が実施してい

るサバイバルゲームの施設もあります。ゲレンデ

やスキー場、リフト、ジャンプ台、それぞれに整

備の求めがあると承知しておりますが、全てに応

じるのは不可能と思いますし、人口減少、縮小傾

向にある社会でそれがふさわしいこととも思って

おりません。スキー場に限ったことではありませ

んが、これまで以上に選択し、集中する必要があ

ると考えております。

そこで、小項目１、スキー場及び周辺施設整備

の基本的な考え方について。基本的考え方、つま

り、市民のための施設なのか、観光資源なのか、

アスリートのための拠点なのか、競技種目は何を

重視するのかしないのか、総花的な整備の余裕は

ないだろうと考えております。基本的な考え方が

示されれば、整備の取捨選択や優先順位の判断は

それに照らすことで行えると思います。市民にと

って一体として見えるスキー場を含めた周辺施設

です。整備に関する考え方の骨子があれば、説明

を求めます。

小項目２つ目、将来像について。１０年後程度

の近い将来の将来像はどのような想定なのか、ま

た現時点で見えている老朽化に伴う施設の更新予

定があればお知らせください。
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以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 水間議員からは、大

項目で２点について御質問をいただきました。大

項目１の小項目１と２は私から、小項目３は総合

政策部長から、大項目２は産業振興室長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、Ｙｏｒｏｃａ行政ポイント

の活用方法について、小項目１、行政ポイント事

業の実施状況と見通しについてお答えいたします。

今年度の行政ポイント事業については、８月末の

段階で既に終了した事業が３事業、現在実施して

いる事業が１３事業、これから実施する事業が１

２事業の計２８事業となっております。お尋ねの

効果を発揮している事業についてでありますが、

まず１つ目としてアンケート回答者への行政ポイ

ント事業が挙げられます。今年度２つの行政ポイ

ントを付与するアンケートを実施しましたが、こ

れまで以上に幅広い年代から多くの回答を受ける

ことができ、それぞれ検討に当たっての貴重な基

礎資料の収集をさせていただくことができました。

２つ目には、運転免許自主返納支援事業です。事

業が始まった８月中に免許返納した方が２３人お

り、年間の免許返納者数も昨年度より増加する見

込みであります。行政ポイントを付与することで

自主的に免許返納を検討されていた市民の方々に

対し免許返納を行う動機づけとして大変効果的な

事業になったものと考えております。３つ目は、

てくＴＥＣＨ事業です。てくＴＥＣＨ事業は、昨

年１２月から開始しておりますが、行政ポイント

の付与効果もあり、本年８月末現在で利用登録者

数が６，０００人を超えました。これだけ多くの

市民の方々がてくＴＥＣＨ事業により日常のウオ

ーキングで事業の目的である運動習慣の確立と体

力の向上を促進することができているものと考え

ており、行政ポイント事業として大変大きな成果

を上げている事業と捉えております。一方、各種

講座への参加に対する行政ポイント事業は、参加

数の増減が講座内容によるものなのか、行政ポイ

ント付与によるものなのか判別が難しく、効果が

見えにくいと感じているところであります。こう

したことから、あくまでも現段階における状況か

らではありますが、アンケートなど比較的取組し

やすい事業には多くの参加が見込まれること、ま

た運転免許自主返納支援事業やてくＴＥＣＨ事業

の状況から、行政ポイントの付与は市民の皆さん

が各事業に参加する後押しにつながっていると思

われること、また行政ポイント事業の実施はＹｏ

ｒｏｃａの普及促進にも寄与しているものと考え

ているところです。

次に、小項目２、行政ポイントによるインセン

ティブの基本方針についてお答えいたします。本

市では、行政ポイント事業の目的、対象事業やポ

イント数、ポイント付与など行政ポイント事業を

実施する上で基本となる事柄を定めた名寄市行政

ポイント事業実施要綱を令和５年１１月３０日に

定め、取組を進めてきております。また、行政ポ

イント事業は、様々な観点から事業や施策を展開

していく必要があるため、庁内の中で行政ポイン

ト事業の決定までの過程を、業務フローとして明

確にしながら進めており、その決定過程において

各部横断的なメンバーによる地域通貨検討委員会

やＤＸ推進組織委員会において十分な検討、協議

と情報共有を行い、行政ポイント事業を決定して

いるところです。引き続き名寄市行政ポイント事

業実施要綱に基づきながら行政ポイント事業の目

的である市が実施する事業への参加促進や市内経

済、地域活性化に資するよう効果的な事業の検討

に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目１、小項目３、名寄を市内、市外にＰＲするた

めの行政ポイントの活用についてお答えいたしま

す。

市内、市外に名寄をＰＲする手段としてＳＮＳ

令和６年９月１０日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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の活用は絶大な効果があり、フォロワー数を伸ば

すことで広くＰＲにつながるものと考えておりま

す。また、行政だけでなく、市民や本市に関係す

る方々がＳＮＳを通じて本市の魅力を発信するこ

とで、さらに大きな効果が期待できると考えてい

るところです。現在本市の行政ポイント事業は、

名寄市行政ポイント事業実施要綱に基づき市が実

施する事業への参加促進、市内経済及び地域の活

性化に資するため第３条に規定する行政ポイント

対象事業に参加した場合に行政ポイントを付与す

ることとしております。本市をＰＲする事業の成

果に対する行政ポイントの付与、いわゆるインセ

ンティブにつきましては、事業としての実施方法

や効果の検証方法など研究が必要と考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） 私からは、大項

目２、ピヤシリスキー場と周辺施設整備について、

小項目１、スキー場及び周辺施設整備の基本的考

え方についてお答えいたします。ピヤシリスキー

場周辺施設においては、ピヤシリスキー場、スキ

ーロッジのほか、なよろ温泉サンピラー及び宿泊

施設、ピヤシリシャンツェ、また今年度整備しま

したＲＶパーク駐車場、夏場の交流人口創出を目

指したなよろ観光まちづくり協会自主事業による

サバイバルゲーム設備などが整備されております。

ピヤシリスキー場や温泉施設におきましては、冬

季スポーツ活動拠点や憩いの場として機能を有す

る一方で、地域資源である大自然やパウダースノ

ーを求めたスキーヤー、スノーボーダーなどが市

外から来場する観光交流拠点ともなっており、ピ

ヤシリシャンツェにおきましてはノルディック競

技による大会合宿施設としての交流拠点となって

おります。これらを踏まえ、ピヤシリスキー場周

辺施設は市内外の人たちが集う交流拠点として本

市の地域資源であると考えております。しかしな

がら、施設整備においては多くの財源が必要とな

ることから、財政状況を鑑みながら、また特定財

源を模索しながら、ピヤシリスキー場、ピヤシリ

シャンツェについては利用者の安全、安心を第一

優先とし、その他施設においては利便性の向上を

目指した施設整備を進めてまいります。

次に、小項目２、将来像についてお答えいたし

ます。ピヤシリスキー場におきましては、競技性

の高い各種大会の誘致は設備コストや人的問題か

ら実施は困難なことから、利用者から高評価を得

ている未圧雪のパウダースノーコース、ツリーラ

ンなど自然環境を生かした運営を目指すことによ

り設備等のコストの圧縮、長寿命化を図りながら

交流人口の拡大を目指しております。ピヤシリシ

ャンツェにおきまして、適宜修繕を行いながら施

設の長寿命化を図り、大会、合宿による交流人口

の維持、拡大からの地域経済の活性化を目指して

まいります。しかしながら、将来的には人口減少

による競技者人口の減少も予想されることから、

時節により分析を行いながら施設の在り方を検証

してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） よく分かりました。ま

ず、行政ポイントの実施状況については、総務部

長からの説明でよく分かりました。ただ、ちょっ

と一部ただしたいところあるので、再質問で伺っ

ていきたいと思います。

まず、行政ポイントの付与方法のやり方なので

すけれども、実施要綱に従ってやっているという

ことで御説明あったのですが、おっしゃるとおり

だと思います。それはいいのですけれども、私が

聞きたかったのは実施要綱という、そういうルー

ルの部分ではなく、その精神というか、何につけ

ていくのが主なのだよというような、そういう…

…説明がしづらいです。ごめんなさい。失礼しま

した。行政ポイントをつけている範囲を聞いてい

るわけではなく、どういうふうに特化してつけて

いくのがふさわしいかという考え方をしているの
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かということを伺いたかったのです。通じました

か。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） この実施要綱には、

まず第１条に目的というのが記載されておりまし

て、その目的は名寄市が実施する事業への参加促

進、それから市内経済及び地域の活性化等に資す

るため市が実施する行政ポイントの対象となる事

業は以下のとおりですということで定めていて、

まず大前提となるのが市が実施する事業の参加促

進と市内経済及び地域の活性化等に資することに

対してそれぞれこういった事業も書かれているの

ですけれども、そういった事業に対して行政ポイ

ントを付与するというようなことがまず目的にな

るのではないかなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 先ほども伺っていまし

たけれども、よく分かりましたというか、もうち

ょっと踏み込んで何かあるのかなと思って、改め

てただしました。

ポイントのつけ方に関しての再質問は以上です。

小項目の３つ目の市内、市外にＰＲするための

行政ポイントの活用方法について、その成果に対

してどういうつけ方をするのかとか、研究が必要

だという説明ありました。今朝時点で、名寄市公

式のフェイスブックページ、フォロワー３，５３

０人、ユーチューブ、登録９７７人、インスタ１，

９３１人、ちょっとこれ先に伺っておけばよかっ

たのですけれども、ラインについて第三者が知る

方法がなかったので、ラインはちょっと数字分か

らなかったのですけれども、そういった状況のよ

うです。現在、これちょっとデータ古いかもしれ

ないですけれども、主要ＳＮＳのアクティブユー

ザー、日本のアクティブユーザー、ラインが９，

５００万人、ユーチューブは７，１２０万人、名

寄市でやっている分でいけばインスタが３，３０

０万人、フェイスブックは２，６００万人とそれ

ぞれのメディアの発表ではなっています。ちなみ

に、ビデオリサーチ社の発表では、ＮＨＫの「ニ

ュース７」で平均視聴者数が約１，１０４万人と

のことです。テレビという、こういう一大メジャ

ーなメディアと比肩しても全く遜色ないように感

じる数字だと思うのですけれども、そういった中

で先ほどのフォロワー数とかチャンネル登録者数

を鑑みて、市の公式のＳＮＳの現状をどのように

現在捉えられているのかをちょっと伺いたいと思

います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今水間議員がお

調べしていただいた数字、これがＳＮＳの持って

いるポテンシャル、いわゆる分母の部分の数字な

のかなと思います。逆を返せば、それだけ多くの

投稿するチャンスもあるし、当然見るチャンスも

あるということで、非常に競争の高い世界なのか

なというふうに感じております。それから、ライ

ンのお話もありましたけれども、これは我々のラ

インというのはＳＮＳ的な活用ではなくて、市民

に対してどのようにプッシュ的にメッセージをダ

イレクトに送れるかという、我々としては非常に

強みのあるツールとして位置づけて展開しており

ますけれども、今こちらについては、すみません、

正式な数字が、今携帯見られればすぐ分かるので

すけれども、１万５，０００は超えているという

ような状況になってございます。今お話しいただ

いた中でやはりＳＮＳという部分で特化して考え

るとそのような状況で、数字としてもかなり厳し

い状況なのかなという認識はありますけれども、

今回、まだ来年の決算報告になるかと思いますが、

今年に関してはふるさと納税も堅調に伸びていた

りとか、そういった部分も、ＳＮＳだけではなく

て、やっぱり名寄市を知っていただくという部分

のチャンネルというのは広く持ちながら、我々が

今とがれる部分、チャンスのある部分については

積極的にチャレンジしていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。
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〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 今お答えいただいたこ

とに関してちょっと、これ私心配しているという

か、あれなのですけれども、名寄市のユーチュー

ブで以前各月の行事の報告というか、告知とか報

告とか毎月出したのが何かいつの間にか途切れて

いるような気がするのですけれども、これどうい

う状態なのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私から見ている

限り、完全なるちょっとマンパワーが足りていな

いというようなことで、やはり今広報も非常に丁

寧につくり込みをさせていただいていて、いろい

ろな取材を交えながら原稿をつくり込みしており

ます。そういった中で、なかなか定期的に編集し

て動画をアップしていくという作業が非常になか

なか厳しい状況もあって、そういうような状況に

なっていますので、どうか御理解いただければと

いうふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） マンパワーが足りない

ということで、市の職員でやっていただいている

中で要は手間が足りないのです。実はちょっと、

これ例なのですけれども、市内に住む男性で非常

に熱心にフェイスブックを使って名寄に関する投

稿をしている方がいるのです。その人個人なので、

フォロワーとは言わないのですけれども、フォロ

ワーに相当する友達が今朝の時点で１，５４０人、

直近の投稿では街なか運動会の投稿があって、い

いねが２０３、いいねの平均値はちょっとはっき

り分からないのですけれども、毎回１００以上は

大体獲得しているようです、見た感じ。名寄市の

フェイスブックの名寄市役所の投稿より多く閲覧

されているようなことがちょっと読み取れるので

す。お名前紹介して差し支えないと思いますけれ

ども、加藤剛士さんという方なのです。いいねに

関しては、職場の同僚の方が仕方なしにしている

のかもしれないのですが、それを差し引いてもす

ばらしいＰＲだと私は思っています。立場が許せ

ば抱き締めて褒めてあげたいぐらいのところなの

ですけれども、そのようなことをしても御本人恐

らく御迷惑でしょうから、その代わりにこのよう

な活動されているＳＮＳのユーザーの方にやっぱ

り行政ポイントをつけるというのは非常にいいこ

とではないかなと私は思っているのですけれども、

名寄市に資することだと思うのですけれども、そ

の辺もう一度改めてお願いします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 御提案というこ

とで受け止めさせていただきます。我々としても

決して考えていなかったわけではないのですけれ

ども、ではどのように発信として広めていただい

たかという検証方法、その確認作業というのが我

々としてはちょっと見いだすことができないとい

うことで、この人は分かったけれども、この人は

つかみ切れなかったとか、いろいろなルール上難

しい部分が非常にあるなということで、思いを持

って発信していただける方というのは本当にあり

がたいので、ぜひ後押ししたいという気持ちはあ

りますけれども、そのことについてインセンティ

ブとして行政ポイントをつける制度というのがな

かなかつくり込むのが難しいものだなというふう

に改めて感じているところですので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 確かにおっしゃるとお

り、それをちゃんと集計するのはかなり難しいこ

とだと思うのですけれども、ただ技術的にできる

からやる、やらないではなく、やるべきだからや

る、やるべきでないからやらないという判断でぜ

ひやっていただき、やるべきことは難しくてもや

るような方向でぜひ考えていただきたいと思いま

す。

それで、せっかくのＹｏｒｏｃａを使った行政

ポイント事業です。学びや健康増進、こういった

ことに付与するのも非常に重要だと思いますし、
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ポイント消費などを通じて市内経済、市内の活性

化に寄与することも事実だと思います。ただ、一

方でやっぱり市内外に名寄市をＰＲして、主に農

業や観光を中心とした経済活動に対して、より直

接的に働く行政ポイントの使い方を、またこれも

繰り返しなのですけれども、ぜひ考えていただき

たいと思いますけれども、もう一度だけお願いし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 水間議員が冒頭

基本的な方針というところに触れられて質問され

ていましたけれども、まさに今我々の方針として

は、総務部長が説明したとおり、どのように市民

の皆さんに行政の催物だったり、意見を表明する

場だったり、参画してもらうかというところに今

インセンティブを働かせて取り組んで、そして経

済活性化につなげることも目途にしながら取り組

んでいるということでございます。私大変うれし

かったのがやはりアンケート調査、ここの数字が

どのように頑張っても今までやっぱり１，０００

件がいいところ、集まる件数が。それが行政ポイ

ント、本当気持ちの行政ポイントしかつけていな

いのですけれども、それをつけることで２，００

０人以上の方の意見が集まると。行政ポイントと

いうデジタルの技術を活用したこの仕組みによっ

て倍の方が意見を表明してくれたということで、

私はこれ非常にすばらしい仕組みだというふうに

改めて感じておりますので、まずは市民の皆さん

方がいかに意見を表明したり、参加したりという

ことを促していけるようになるかということをし

っかりと拡散しながら、そういうツールに育てて

いけたらいいかなというふうに、私の立場からそ

う思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） よく分かりました。特

におっしゃるように、アンケートの御褒美として

つけて、非常にたくさんのそういうデータが取れ

るというのはすばらしいことだと思います。ただ、

私の考えもちょっと取り入れていただけること期

待申し上げます。

大項目１については以上です。

大項目２について引き続き質問してまいります。

スキー場の件につきまして、ノルディック競技に

関しては昨日の清水議員の一般質問も通じました

し、今日の説明もありましたので、一定程度理解

しております。理解しました。ただ、私自身議員

活動なんかを通じてスキー場の周辺施設の所管な

どいろんなことが理解が進んでいますが、それは

ある程度私のほうから積極的に理解しようとした

からであって、一般の利用者に求めることではな

いのではないかなと感じています。この場で整備

に関する考え方、先ほど説明ありました。市民プ

ラス市外からのそういうピヤシリのパウダーを求

めてくる人たちの交流拠点であると。それから、

安全性は大前提、それから利便性を考えながら適

正に整備していくというお話ありましたけれども、

もうちょっと何か、これに関しても先ほどのこと

とちょっと、先ほどの行政ポイントのときも質問

した。これももうちょっと何かピヤシリスキー場

はこうなのだよというような柱になるコンセプト

みたいなのは、私が例えばよその人からピヤシリ

スキー場ってどんなスキー場って聞かれたらぽん

と答えられるような、雪質日本一以外の、雪質日

本一は分かりましたから、それ以外の何か、そう

いうのがあると、やっぱり整備の方針なんかもそ

れに照らすことでふさわしいかふさわしくないか

取捨選択ができると思うので、そういうのがある

のかないのか、今ここで全部を示せと、こうだっ

て示せというわけでなく、そういうものが何かあ

るのか、ターゲットは何にしようと思っているの

かというのがはっきりしたのがあるのかないのか、

まずそこを伺いたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 櫻田産業振興室長。

〇産業振興室長（櫻田孝臣君） はっきりしたも

のということでありますけれども、スキー場含め

て周辺の施設というのは、皆さん御存じのとおり、
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先ほど出ましたけれども、雪質日本一という言葉

から昭和４８年にスキー場が設置されて、今に至

っているということであります。環境も含めて名

寄の雪質というのはパウダースノーというのが本

当に市内からでも感じられていますし、市民はも

ちろん、市外の方、道外の方はやはり名寄の雪質

に触れただけでちょっとまた道内の方でも違うよ

うな印象を持たれているというような、私も御紹

介して感じたところがありました。観光施設とし

ての魅力の向上ということで、雪質ももちろんそ

うですけれども、今旭川近郊からインバウンドの

スキーヤーですとか、そういう方々が最近は名寄

のほうへ多く訪れていただいている傾向があると

いうことであります。ここを中心にこれからもＳ

ＮＳの情報発信含めてやっていくと、さらに皆さ

ん来ていただけるような、魅力が発信できるよう

な施設になるのではないかなと感じております。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） おっしゃることはよく

分かります。ただ、一貫した何かコンセプトみた

いなのが利用者にも通じてこないし、私が説明を

ピヤシリスキー場に関して聞かれてもちょっと答

えづらいなって思っているので、一貫性のあるピ

ヤシリスキー場の方針みたいなのが何か、方針と

いうか、もっと、それこそ雪質日本一みたいな、

そういうキーワードが、雪質日本一っていつから

言っているのか分からないのですけれども、多分

５０年前からではないと思うのです。４８年、５

０年前に整備されたときから、昔たしかアスピリ

ンスノーとかって言っていた記憶あるので、そう

いった何か雪質日本一というキーワードはすばら

しいと思うのですけれども、そういったキーワー

ドが今ちょっとない。雪質日本一もいいのですけ

れども、ぜひその辺何か一貫したテーマみたいな

のを示していただきたいなと思っているのですが、

というのはノルディック施設に関しては一貫性を

求めてもなかなか難しいところがあると思うので

すけれども、宿泊や飲食に関しては例えばスキー

場のロッジのレストランなんていうのはゲレンデ

食堂ということでゲレ食とかという言葉があると

おり、やっぱりゲレンデと一体になったものだと

思うし、ちょっとまたノルディック施設の話に戻

ってしまうと、例えばあそこでジャンプ競技やっ

ていてもロッジに一切告知とかないのです、私の

知る限り。あったとしても気づかないところにし

か、大会やっていても。これ何か利用者からする

とすごくちぐはぐに感じるところ、一貫性のなさ

に通じるのかなって思うのです。だから、逆にス

キー場のゲレンデのほうに何か大会あることを例

えば、ジャンプ台のほうにポスター貼ってもあん

まり意味ないのかもしれぬけれども、健康の森の

管理棟とか、そういったところに貼っているのか

貼っていないのか、私冬場立ち入らないので、よ

く分からないのですけれども、要は普通に利用者

から見たら一つの施設なのに、シャンツェで大会

やっているのにロッジに何のポスターもないって

何かすごくちぐはぐに感じて、もしそうだったら

これは直ちに是正してほしいところだなと思うの

ですが、そういった意味も併せてちょっと一貫性

のあるスキー場施設の在り方みたいなところで十

分になっているとお考えでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時３６分

再開 午後 １時３９分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今スキー場の各種大会

の周知の方法ということ、本当に市民の皆さん、

あるいは利用者の皆さんがここで何をやっている

のかというのが分かっているかどうかという、そ

れがひいてはスキー場の在り方といいますか、ど

ういうような在り方なのか、そこにつながってい

るのではないかということであります。振興公社

のほうで指定管理ということでありますけれども、

様々な大会を支援したり、また一緒にやっており
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ますけれども、必ずしも競技団体の性格によって

周知が、これはこうする、これはこうなるという

ような、そういうようなルール化はしておりませ

んが、その競技団体、開催の性質って幾分変わっ

てくるものとは承知しております。ただ、議員お

っしゃっておられることの一つには、スキー場が

これからどうなっていくのだ、それからどういう

形が一番望ましいかという観点も恐らく入ってい

るのではないかと推察するところです。今ピヤシ

リスキー場なのですけれども、たしか振興公社の

ほうでシャンツェのほうも指定管理し始めてから

あの一帯をピヤシリスキー場というよりもピヤシ

リスノーパークというような呼び名でひとつ統一

的な形でやってはどうかというような公社の社員

の意見もありました。ただ、櫻田室長のほうから

ありましたけれども、ちょっとスキー場は今過渡

期に来ております。確かにインバウンドは来てお

りますけれども、インバウンドの皆さんを呼び込

むための施設整備はまだできていないというのが

社員のほうからの意見として挙がっていると承知

しております。例えばゲレンデの食事ですけれど

も、市民スキー場としての歴史が長いので、明確

にエリア分けすることも非常に物理的には困難な

状態であったり、様々な課題が今浮かび上がって

いるところだと承知しております。ですので、今

後どういうような方針でいくのか、これ市のほう

も含めて改めて方針を明確化していく、あるいは

経過措置含めてソフトランディングしていくだと

か、様々な意見、あるいは財政的な側面からも協

議が必要ではないかと思っておりますので、今後、

データもゲートを入れてから取れるようになりま

したので、ちょっといろんな分析をしなければな

らない状況にあるということで御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（山田典幸議員） 水間議員。

〇４番（水間健詞議員） 大変よく分かりました。

市民のためのスキー場ですから、市民のためとい

うか、民間スキー場とは相当オペレーションも違

うであろうと思うのですが、ピヤシリスキー場っ

てゲレンデの整備状況なんか見ると特にコスパの

面ですごくいいスキー場だと思っています。先ほ

どからおっしゃっているように、安全面をはじめ

として全てにおいて及第点以上というか、全ては

言い過ぎかもしれないですけれども、非常にアベ

レージの高い、中庸という褒め言葉もないと思う

のですけれども、偉大な中庸を求めた形のスキー

場だと思います。非常にコスパがいいスキー場だ

と思いますが、ちょっと引き合いに出して申し訳

ないのですけれども、少し前のマスコミのインタ

ビューに答える形で名寄市立大学のことに関して

加藤市長が何か突き抜けたものという発言があっ

たと記憶しています。ちょっと大学のことは今関

係ないのですけれども、確かにおっしゃるとおり

突き抜けたものをピヤシリスキー場にも何か一つ

求めたい、こういった気持ちがあります。今スキ

ー場はスキー、スノーボードだけをする場所では

ないというふうにスキー場を再定義して、先ほど

副市長からもお話あったように、スノーパークと

か、スキー場という施設を再定義して通年集客す

るゲレンデも少なくないようですが、自然の地形

や気候に依存する部分が多い施設なのですが、や

はり雪質日本一だけをキーワードにするのではな

く、もう一つ、プラスアルファを期待をして、柱

に何らかを設定していただきたいと思います。名

寄市大学のスキーが非常に上手な清水先生もおっ

しゃっていたのですけれども、ヨーロッパとか海

外では気候変動で雪がないのも相当深刻で、ジャ

パウって今すごく日本が人気なのですけれども、

本州日本海側の高い山なんかもどかっと降って、

しばらく降らない、かちかちになってからまたど

かっと降って、そういう降り方をすると。そうい

う意味では、清水先生がおっしゃるには雪質日本

一かどうか分からないけれども、こんな内陸にあ

るのに毎日ちょっとずつ雪降って、新しい雪が表

面に積もっていく環境というのは非常に貴重だと

おっしゃっています。生活する上では非常に厄介
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な雪なのですが、天気についてはどうしようもな

いので、これが、雪を経済につながる形、ただこ

の２０年で３分の１になったスキー市場というか、

３分の１になったと言われているようです。その

市場にふさわしい形、気候変動に対応する将来像

に関して青写真を伺って最後の質問としたいので

すけれども、その前にもう一つだけ。市民のスキ

ー場だと思うのです、基本、もともと整備したの

は。ただ、本当に市民のためだけというか、市民

だけならわざわざ雪質日本一なんて掲げないで、

看板も作る必要なかったわけで、もう一段高い志

が何かあったのではないかと、ピヤシリスキー場

の整備の経過には。そういったことを半世紀前に

考えた人がいたのではないかと思っています。こ

ういったことも踏まえて、１０年程度の将来像の

青写真についてもう一度だけ伺って、最後の質問

としたいと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 水間議員から、昭和４８

年でしたっけ、ピヤシリスキー場がオープンした

当時の話が出ましたけれども、名寄市史にそこら

辺の状況は詳しく掲載されておりますけれども、

当時はスキー場開発が非常にブームの時期でもあ

りまして、富良野だとかトマムだとか、そうした

ところに負けじと名寄もかなり大きな国の国有林

を開発をさせていただく形の中でスノースキーリ

ゾートということを夢見ながら、このピヤシリス

キー場の開発が行われたと。ただ、なかなかやっ

ぱり地の利もあんまりよろしくなかったというこ

ともありまして、残念ながら民間企業が誘致はで

きずに、振興公社をその当時立ち上げて、官民一

体の中で公が中心となってこのスキー場の整備、

開発、あるいは運営がこれまで行われてきたとい

うことでございます。２回の国体が行われるなど

すばらしい施設環境ということで、これまでも市

民の皆さんに親しまれてきたということもありま

すし、いっときはスキーが市技と言われていたり、

今もなおスキー授業が小中学生に行い、スキーと

いうのはある意味では名寄市の市民のアイデンテ

ィティーでもあるのかなというふうに思います。

一方で、そういう経過があるということなので、

市民ゲレンデと言われるにはあまりにも大きいと

いうことなので、このことがコストパフォーマン

スの悪さにも響いているのかなと。逆に言うとす

ばらしいスキー場であるのだけれども、なかなか

市の指定管理料も年々やっぱり増嵩しているよう

な状況もあるということでございます。一方で、

今おっしゃるように、世界的な環境の変化だとか

を見ると、まだまだそうした市外から訪れていた

だける可能性のあるスキー場でもあるのかなとい

うふうに思っております。非常に振興公社もいろ

んな大変な状況があって、議員の皆さんに深い御

理解をいただいて、経営支援をさせていただいて、

今橋本社長の下でＶ字回復をして、公社の経営に

ついてはかなり回復をしてきているというような

状況だというふうに思いますけれども、今後を見

据えたときにはいま一度市民のスキー場という公

の、あるいは温泉もあるので、公の部分はしっか

りと担いながらも、やはりさらに上のいろんな形

での経済の効果を発揮するためのアイデアを出し

ていく、そうした過渡期にも来ているのではない

かというふうに思います。こうした過渡期である

ということも含めて、改めてこのスキー場の在り

方についてあらゆる可能性を今後も模索していき

たいというふうに思います。振興公社が今担って

いただいているということもありますので、振興

公社ともよく相談をしながら、いろんな可能性を

模索するいい機会でもあるというふうに思ってお

りますので、このスキー場がこれからも市民の皆

さんに愛されつつ、地域の大きな起爆剤となるべ

く様々な可能性を今後模索していきたいというふ

うに思っておりますので、よろしく御指導お願い

をいたします。

終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で水間健詞議員の
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質問を終わります。

地域コミュニティーのあり方について外１件を、

高野美枝子議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 議長の指名をいた

だきましたので、大項目２点について質問をいた

します。

大項目１、地域コミュニティーのあり方につい

て、小項目１、町内会の現況について。人口減少、

少子高齢化をはじめ、様々な要因に伴い役員の担

い手不足や子供会活動の停滞など、先日行われま

した市民との意見交換会の中でも町内会における

課題が多く出されていました。町内会連合会にお

聞きしましたところ、直近の町内会加入率は６９．

９％とのことで、名寄市総合計画（第２次）後期

基本計画、主な成果指標の町内会加入率、２０２

１年基準値７３．７％から４ポイントほど減少し

ており、２０２６年目標値７４．２％の到達には

非常に厳しい状況と考えます。後期計画期間の方

向性として示されている地域コミュニティー組織

としての体制強化の推進について、組織の見直し

や人材確保、育成など単位町内会に対するこれま

での取組と今後の展開についてお伺いいたします。

小項目２、多様な媒体による広報の推進につい

て。意見交換で出された単位町内会の課題として、

役員の成り手不足の要因として広報なよろの配布

に係る負担についての意見が出されていました。

全戸配布を基本としている広報ですが、町内会に

よっては会員以外には配布をしていない町内会も

複数あるということで、情報提供、共有について

の課題も見えてきています。一方で、名寄市ライ

ン公式アカウントの直近の登録数は目標の１万５，

０００件を超えており、またホームページ閲覧数

についても令和５年度実績で目標の４０万件を優

に超え、それぞれ成果指標目標を既に達成してい

る状況も見られます。後期基本計画の方向性では、

各媒体の特性を生かした情報の発信、浸透を図り、

地域の魅力発信を市民との協働により推進すると

ありますが、今後紙媒体の広報紙の在り方を含め

情報の発信、提供、浸透についてどのように取組

をしていくのかお伺いいたします。

小項目３、町内会の将来像について。人口減少

が進んでいく中で、各種団体や生涯学習サークル

など様々なコミュニティーが活動を縮小、または

解散をしている状況が見られます。名寄市におい

てこれからも心豊かに安心して暮らしていくため

の家族の次の単位のコミュニティーである町内会

の今後の在り方や役割、また理想とする将来像に

ついての理事者の御見解をお伺いいたします。

大項目２、地域公共交通について、小項目１、

名寄市地域公共交通網形成計画の改定について。

名寄市では、人口減少や高齢化社会の進展を見据

えて、地域の足を守るために名寄市地域公共交通

網形成計画が策定されています。しかし、この計

画期間中に運行事業者の運転手不足により市内循

環バスが減便をされたことから、計画期間が延長

されて、新たに地域公共交通計画への改定を行う

とされています。この改定を進めるに当たり、８

月に公共交通についての市民のアンケートが実施

されました。このアンケートの結果についてお聞

きいたします。

小項目２、バス路線の維持、確保について。市

民の移動需要は通勤、通学、習い事、通院など市

内移動だけではなく、市外への広域移動も行われ

ており、今後も公共交通を維持していくためには

医療需要や利用者ニーズを踏まえ使いやすく、効

率的な公共交通体系を構築していくことが必要と

考えます。市内路線バス、市外との連絡バスなど

各路線の課題についてお聞きいたします。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 高野議員からは

大項目で２点にわたり御質問いただきましたので、

私のほうからお答えさせていただきます。

初めに、大項目１、地域コミュニティーのあり

方について、小項目１、町内会の現況についてお

答えいたします。単位町内会に対しましては、こ
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れまでも町内会活動を支援する町内会自治活動交

付金や町内会館の整備を支援する町内会館建設費

等補助金の解体費用への補助拡大など財政的支援

の改善、町内会長と行政との懇談会やまちづくり

懇談会を通じて意見交換を実施しております。ま

た、町内会の連合組織である名寄市町内会連合会

に対しましても財政的支援に加えて、当市総合政

策部地域課題担当において事務局を担い、町内会

活動の推進に対する積極的な支援に努めていると

ころです。このほか町内会連合会の事業として、

町内会長交流研修会の開催や北海道町内会連合会

が主催する研修会に出席をして、人材確保、育成

に努めているところです。組織見直しについては、

昨年度まで町内会活動の活性化を図るために各小

学校区域内の町内会による地域連絡協議会の活動

に対して交付金により支援をしていました。しか

し、小学校区単位での活動が難しい地区もあった

ことから、令和６年度より２つ以上の単位町内会

活動や町内会以外の団体と連携して行う活動に対

して新たに名寄市地域連携事業補助金を創設しま

した。この名寄市地域連携事業補助金は、市立大

学と連携した夏祭りや小学校と連携した音楽鑑賞

会が開催されるなど様々な活用がされております。

今後もこれまでの支援制度に加えて、新たな支援

制度の活用により町内会活動の活性化や地域コミ

ュニティーとしての体制強化が図られるよう町内

会や町内会連合会とも連携して取り組んでまいり

ます。

次に、小項目２、多様な媒体による広報の推進

についてお答えいたします。多くの市民に行政情

報を届けるため広報紙は町内会との協働の下、全

戸配布をしてきておりますが、市民が多様な手段

にて情報を取得できるようエフエムなよろ、Ａｉ

ｒてっし、地デジ広報のほか、デジタル媒体とし

てライン、フェイスブック、ユーチューブ、イン

スタグラムといった紙媒体以外の媒体を充実させ、

情報発信に努めております。昨年１２月に市公式

ラインにて実施しました広報紙公式ラインに関す

るアンケート調査において、広報紙をどのような

形で読んでいますかの問いに対し、紙媒体にて読

んでいると回答した方が９４％、次いでラインが

２２％、ホームページが１２％との結果となって

おり、依然紙媒体の広報紙が必要とされている現

況が明らかとなりました。印刷費の高騰、配布を

担う町内会の負担軽減などの課題や社会全体にお

けるデジタル化の進展に対応するため、現行の紙

媒体の全戸配布は将来的にデジタル化していく必

要があると認識しておりますが、当面の間は紙媒

体とデジタルを併用しつつ、適切なタイミングで

シフトできるようデジタル化に向けた取組を進め

てまいりたいと考えております。今後の情報発信、

浸透につきましては、市公式ライン登録者が８月

末現在１万５，８８５人となり、即時性の高い情

報発信ツールとして成長してきておりますので、

今後もラインとホームページの連携を図り、市民

が求める情報を正確かつスピーディーに発信する

ことで情報の浸透に努めてまいります。

次に、小項目３、町内会の将来像についてお答

えいたします。本市におけるまちづくりの基本理

念や原則を定めた名寄市自治基本条例では、コミ

ュニティーとは地域に根差し、特性を生かしたよ

りよい地域づくりに関わる組織とされており、そ

の中でも町内会は住みよい地域社会を築くための

重要な基盤となる組織であると認識しています。

理想とする町内会の将来像については、市民の皆

様がこれからも心豊かに暮らしていくために市民

同士の協力と競争により安全、安心な生活環境を

整え、地域の絆を深めて、世代を超えたつながり

を築く地域コミュニティー組織の核として発展す

ることを期待しております。

次に、大項目２、地域公共交通について、小項

目１、名寄市地域公共交通網形成計画の改定につ

いてお答えいたします。名寄市地域公共交通網形

成計画の改定に当たり実施をした公共交通市民ア

ンケートの結果についてお答えいたします。この

アンケートは、市内を運行する様々な公共交通に
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ついて運転手不足や高齢者等の自家用車を利用で

きない方々の移動手段の確保、人口減少による公

共交通利用者の減少などの課題に対応した持続可

能な公共交通の在り方を検討するための基礎資料

とするため実施しております。多くの市民から回

答を得るため、回答者の中から希望する方に名寄

市電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａの行政ポイントを５

０ポイント付与することとして、１，８４４件の

回答をいただいています。回答の分析から運転を

やめない、できるだけ運転を続けたいとする運転

継続意向の市民が多く、免許保有率や自動車の保

有台数からも市民の移動手段は自動車を中心とし

ている状況です。また、一昨年に減便をされたコ

ミュニティバスについては、利用者の満足度は一

定程度確保されていますが、不満な点や今後利用

するために必要な点として運行便数、乗車時間、

バス停の位置、運行状況のスマホなどへの情報提

供、電子マネーの導入が回答として多く挙げられ

ました。このことに関連して、コミュニティバス

減便の代替手段として昨年１１月に運行を開始し

たＡＩ活用型オンデマンドバス、のるーと名寄に

ついては認知度の合計が８６％、利用意向が４１

％と関心を持っていただいていると分析していま

す。今後の公共交通全体の運行経費と運行内容に

ついては、ある程度スリム化をして市の財政支出

を抑え、持続可能な公共交通を目指すが５２％と

半数を超える回答をいただいており、今後の目指

すべき公共交通についての市民の皆様の意識を把

握できたと認識しております。

次に、小項目２、バス路線の維持、確保につい

てお答えいたします。市内には、市外とつなぐ路

線バスが６路線、市内を走る路線バスが２路線、

市街地を循環する路線バスが２路線、風連地区で

デマンドバスが２路線、名寄市街地ではのるーと

名寄が運行しております。市外との路線バスは、

主に通勤や通学、通院に使われており、国や北海

道の補助金と運行区域に含まれる自治体が協定を

結び、協調補助を行うことで運行されています。

しかし、利用者の減少により乗車人員など要件が

満たされなくなった場合は、国や北海道の補助対

象から外れ、自治体の単独補助により運行がされ

ている路線もあります。加えて、近年の燃料費や

人件費高騰により自治体負担は増加傾向にありま

す。また、これら市外路線バスは路線が重複をし

て運行している路線もあり、効率的な運行の面で

も課題がある状況であります。

続いて、市内路線バスは名寄と風連間を結ぶ風

連線と名寄市街地から日進地区へ運行している日

進ピヤシリ線が運行しております。風連線は、以

前は北海道の補助対象路線でしたが、利用者の減

少から市単独補助路線となり、市の負担額増加が

課題となっています。日進ピヤシリ線も市単独補

助路線ですが、冬の利用は多いものの夏の利用は

少なく、効率的なダイヤ編成についての課題があ

る状況です。風連地区で運行されている２つのデ

マンドバスについては下多寄線、御料線いずれも

利用者の減少と運行業務委託費の増加が課題とな

っております。また、御料線については、名寄地

区へ移動する際、道の駅で乗り換える必要があり、

利便性の面での課題もあります。市街地を循環す

る市内路線バスは、市の単独補助路線であるコミ

ュニティバスと民間路線である徳田線の２路線が

運行しております。コミュニティバスについては、

運転手不足により令和４年１０月から西回りが減

便となり、市内を４０分かけて循環する東西回り

が運行しておりますが、目的地への乗車時間の面

で利便性に課題があると認識しております。この

コミュニティバス減便への対応として、令和５年

１１月よりＡＩ活用型オンデマンドバス、のるー

と名寄が運行を開始しました。現在名寄市街地区

の移動手段としてコミュニティバスとのるーと名

寄が区域を重複して運行していることから、運行

経費の面も含めて集約、最適化が課題と考えてお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。
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〇１１番（高野美枝子議員） 御答弁いただきま

したので、再質問に移らせていただきたいと思い

ます。

答弁の中で総合政策地域課題担当で事務局を担

い、町内会活動の推進に対する積極的な支援に努

めているということですが、具体的にどのように

支援をなさってきたのか教えていただきたいと思

います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 担当の具体的な

支援という御質問ですけれども、町内会連合会の

事務局として主催事業であります行政との懇談会、

こういったことやまちづくり懇談会の開催、それ

から先進地視察、研修の企画、それから広報やホ

ームページでの情報発信、それから各地域の情報

交換、情報共有に努めさせていただいておりまし

て、それぞれの町内活動のより一層の充実とその

ための環境づくりのほうをお手伝いさせていただ

いているというふうに認識しております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 今様々な形で町連

の活動に協力しているということだったのですけ

れども、町内会連合会の事業として町内会長交流

研修会、北海道町内会連合会が主催する研修会に

出席し、人材確保、人材育成に努めているという

ことなのですけれども、人材確保、人材育成とい

う面ではなかなか難しいのかなというふうに思っ

ているのですけれども、この間どのような活動と

いうのですか、事業というのですか、ことを推し

進めてきたのかお知らせいただきたいというふう

に思います。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時１０分

再開 午後 ２時１１分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） いろいろな研修

を企画していって、人材育成や、そういった課題

についてどのような成果というか、あったかとい

うことかと思いますけれども、いろいろな研修会

に参加して、各地域の共通課題、人材不足であっ

たり、そういった対処方法などいろいろな意見交

換を行って、それぞれの地域での成功事例などの

吸収をしながら持ち帰ってくるといったことを目

的にそういった研修会には参加させていただいて

おりますので、その場については我々事務局の人

間も一部同行しながら一緒に参加させていただい

て、勉強させていただいているということでござ

います。

それから、特に北海道町内会連合会、こちらの

ほうが主催する研修会というのは、まさに広域の

取組の情報交換の場になっておりますので、そう

いったところに積極的に名寄市の町内会連合会の

役員さんも参加していただきながら、当然事務局

も一緒に同行させていただきながら勉強させてい

ただいておりまして、そこで知見を深めて、名寄

に持ち帰っていただいているといったようなこと

をさせていただいております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 今年からまた、６

年度から進められている名寄市地域連携事業補助

金、市立大学とか小学校とかと一緒に町内会で事

業を行うということが先ほど答弁の中にあったの

ですけれども、もう少し詳しくどのぐらいの小学

校、どのぐらいの大学生がどのような活動をして

いるのか教えていただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 大変ありがたい

ことに新しくつくったこの制度、創設した制度を

活用いただいておりまして、現状までには答弁を

させて……数答弁しましたかね。１３事業を今の

ところ申請をいただいているといったところなの

ですけれども、単純にもともとの組織である地域

連絡協議会、ここでの申請がそのうち７つ、７つ
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がもともとの地域連絡協議会という組織が申請を

していただいている事業になりますけれども、そ

れ以外の６つですか、については例えば安全安心

会議、そちらと地域の小学校が連携した事業を行

っていたり、１町内会と大学が、町内会の親睦会

に大学生が音楽サークルとして参加をしていただ

いたりとか、あとは町内会のお祭りに学生が盛り

上げるために一緒に参加していただいたりという

ことで、主立ってやはり連携先としては小学校が

今見るところ１つ、それから大学が２つといった

ような形で、今までの地域連絡協議会の枠を超え

た新しい制度の目的に沿った利用をしていただい

ているというような成果が出ていると思います。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） ６年度スタートの

本当に皆さんがいろいろ考えられてスタートした

この事業が進められているということと、今非常

に町内会を解散するとか廃止するとか、そういう

日本国中の話になっておりまして、町内会があり

ませんという地区もある中で、やはり頑張ってい

るのだなというふうに思いますし、意見交換会で

も何とかしたいという、そういうお声をお聞きし

たのです。だから、今頑張れば何とかなるのかも

しれないということで、今日質問させていただい

ております。一番は、広報紙の配布が大変負担に

なっているという、そういうお声を聞いていると

ころなのですけれども、民間委託とか、滝川市で

すか、とかもアウトソーシングしておりまして、

全戸ではなくて、希望する町内会だけを民間委託

しているというところで、全国的には神奈川とか

新潟、上越市、愛知県の安城市もたくさんあるの

です。そういうことを名寄市で考えられたことは

あるのかどうかお聞きしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 多分一番は、ま

ず町内会ごとに交付金を支給しておりますけれど

も、その部分について広報配布の手数料というこ

とで一緒にお支払いをさせていただいているとい

う部分が既存の町内会活動の固定的な経費になっ

ている部分もあるので、そこについてはちょっと

乱暴にいじるという作業には相当時間をかけない

と難しいかなというのが我々の認識です。それか

ら次に、期間的に一遍にこれを配布するという手

段を郵便ということで考えた場合に非常に大きな

コストがやっぱりかかってくるということと、も

しそれをエリアごとに請けていただける事業者が

あったとしても、多分仕事量的にそれを日にちの

中で配達完了できるだけの、今そのような受皿は

なかなかないという認識であります。ですので、

今のところそこは町内会連合会の皆様ともいろい

ろな意見交換、これ日々課題として出てきている

ものですから、情報交換のほうはさせていただい

ておりますけれども、明確な解決方針というのは

まだ見いだせていないというような状況でござい

ます。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） やはり広報紙の配

布が負担だということで、町内会の役員も引き受

けたくない、班長も引き受けたくないと、そうい

う声もお聞きしておりますので、ぜひこのことに

ついて今後検討していただきたいというふうに思

います。令和２年１２月ですか、町内会運営に関

するアンケート調査結果というのが北海道名寄市

から出ているのですけれども、会員の減少、役員

の高齢化、役員の担い手不足、広報紙配布などが

記載されています。コロナ禍がありまして、高齢

化が進み、状況はますます厳しいものになってき

ているというふうに考えますけれども、この間具

体的に、広報紙はそのような経過があったのかと

いうふうに思いますけれども、担い手だとか役員

の高齢化などについてはなかなか進んでいかない

のかなというふうに、いっていないのかなという

ふうに思いますけれども、この辺のことで何かあ

りましたら、お知らせいただきたいというふうに

思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。
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〇総合政策部長（石橋 毅君） ここの問題につ

いては、これは町内会活動のみならず、いろいろ

な活動において、一昔前と違って今７０歳ぐらい

の方でも普通に勤務をして、お勤めいただいてい

る方もかなり多い時代になってきているのではな

いかなというふうに思っています。そんな中でな

かなか、ではこういった町内会活動で担っていた

だける方というのはどんどん高齢化が進んでいる

という状況でありまして、そういった部分で例え

ば町内会の中での広報の配布がもうちょっとうま

いことできないかとかという相談については地域

課題担当のほうでそれぞれ相談窓口を持っていま

すので、相談いただいて、中には町内会の会員の

皆様の理解を得た上で、お知らせについてはライ

ンを活用して、それで周知をしているというよう

な、そんな町内会もありますので、まずは御相談

をいただける場所をつくっておりますので、それ

は当然町内会連合会の中でもお知らせをしていま

すので、そういった部分を活用していただきなが

ら御相談いただければ、我々も対応できる範囲、

思いつく範囲でしっかりとアイデアを出しながら

伴走していきたいというふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 先ほどの答弁の中

で、紙で読みたいという方が９４％ですか、やは

りこれは非常に大きいなというふうに思ったので

す。ライン、いろんな媒体があるわけですけれど

も、だんだん何年か後にはそういう媒体も使いな

がらという答弁だったというふうに思うのですけ

れども、今現在ではやはり紙媒体で配布する。そ

してまた、作った人の思いが伝わると思うような、

私は思うのです。頑張って作っているのだなとい

う思いが、やっぱり９４％の方はそういうふうに

思って、紙で頂いているのかなというふうに思う

のですけれども、ここのところです。ラインだと

か今いろんな媒体がありますけれども、そこにど

ういうふうにシフトしていくのか。今は無理でも

そこのところを想定してやっていかなければなら

ない部分というのはあって、そこら辺の経費とか、

今交付金だとかおっしゃっていましたけれども、

そういう考え方は今後どのようにしていこうかと

いうふうに考えていることがあれば、お知らせい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今我々も若干は

想定はしていたのですけれども、紙媒体による情

報伝達というのが圧倒的に多いというこの現状を

踏まえて、やはり答弁したとおり、デジタルとい

う技術もありながらも、それを活用して見ていた

だける方よりも圧倒的に紙が多いので、我々とし

てはまだしばらく紙での広報紙、情報発信という

のはやめられない。どうしていくのかというのは

答弁で答えたとおりなのですけれども、しかるべ

きタイミングでシフトしていくところを見定めて

いくということしかないので、まだどのようにシ

フトしていくのかという、そこの段階もまだ我々

としてはまだ準備ができていないというか、この

数字を見ると紙をちょっとしばらくやっぱり大事

にしていかなければならないなという認識ですの

で、それよりも今度配布をする負担感、そういっ

た部分をどう解決していけるのか、これまでも同

時配布物、この部分を今まで多かったのを、皆さ

んに声かけをして、同時配布物を減らしながら全

体的なボリュームを下げると、このような取組を

一定程度させていただいておりますので、今後ま

た町内会連合会、各町内会長様とも意見交換をさ

せていただきながら、お互いがよりよい方向、合

致できる方策を検討しながら、負担感については

答えはないのかもしれませんけれども、深めてい

きたいなというふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 分かるのですけれ

ども、やはり全戸に配布していただきたいという

のもありまして、いろんな方法があります。経費

がかかりますし、いろんな課題があるということ

で今御答弁いただいたところなのですけれども、
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１００％の配布を目指すために何か考えているこ

とというのはございますか。それで、民間委託す

れば１００％になるかなというふうに思ったので

す。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 例えば民間委託

をうまく使いながら１００％というお話をいただ

きましたけれども、では何でそこだけが民間委託

でというバランスもまた出てくる話になってござ

いますので、そこについては先ほどの答弁の繰り

返しになりますけれども、やはりそこを受皿とし

て御協力いただいている各町内会、町内会の会長

の皆様方ともしっかりと意見交換をして、いい答

えが出せるか分かりませんけれども、お互いがち

ょっと納得できるような形のところですり合わせ

作業というのをしっかりしていきたいなというふ

うに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 町内会の負担軽減

も考えながら現状の活動交付金も維持しながらと

いうことで、市民への情報提供もしていかないと

いけないって非常に大変、経済的にも厳しい状況

かなというふうにも思うのですけれども、そこの

中でもやはり先ほどおっしゃっていたように、情

報提供が非常に大切であるし、市民もそれを求め

ているということなのです。先ほどデジタルにい

つシフトするか分からないということのお話でし

たけれども、今後広報が今軽量化するとかいろい

ろなお話いただきましたけれども、広報は今後ど

うなっていくのかなというところがちょっと思う

ところなのです。情報提供の在り方について紙媒

体で欲しいという方が多いのですけれども、非常

にページ数も少なく、配布資料も少なくしたとい

うことなのですけれども、将来に向かってはやは

り非常に大事なことだけを広報紙に入れて、あと

はラインとかいろんなもので詳しいことが見れる

とか、いろいろな工夫の仕方があるというふうに

思うのですけれども、そこら辺の考え方について

ありましたらお知らせください。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） これは、媒体に

よっての特性がそれぞれかなり違うということで

す。紙媒体の広報というのは、御承知のとおり月

に１回の情報発信ということになります。ですの

で、ここはお知らせしたいといった部分を特にま

とめて、過密な文字数になっている部分あります

けれども、それだけちょっとお伝えしたいという

部分もあるということで、一月分でまとめられる

分だけ広報担当が知恵を絞りながら毎月編集をし

て、発行させていただいております。冒頭議員の

ほうからもお話ありましたホームページのＫＰＩ、

達成しているよねというお話ありましたけれども、

これは圧倒的にやはりラインの登録者が増えた。

ラインというのはプッシュ型ですので、その都度

リアルタイムで発信できて、そこのリンク先とい

うのはホームページになっているので、ラインの

ユーザー数が増えれば、そこから直接ホームペー

ジにダイレクトでアクセスしてくる数が増えます

ので、そこの部分についてはホームページが圧倒

的に伸びたというよりも、私はいわゆるラインの

ユーザーが圧倒的に直接ホームページにアクセス

した数が増えたというふうに認識しておりますの

で、やはり限定的な瞬発力の必要な情報発信につ

いてはしっかりとライン等を活用しながら、そし

て当然ＳＮＳ、そういったスマホをお持ちではな

い方のためにもマスコミ、新聞等をうまく活用し

ながら、ラジオを活用しながら、その特性をうま

く使いながら情報発信に努めていきたいというふ

うに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 町内会活動が、コ

ロナもありまして、非常に頑張っているところと

元気がないところとあるように思うのですけれど

も、名寄市が求める行政、協働の社会のためには

やはり町内会を強化していくことが、町内会の在

り方がすごく問われるところだというふうに考え
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ます。今本当にいろんな課題が町内会から出され

てきていますので、これを機会にこれからどうす

るかということで、町内会にいろんな行事だとか

伝統芸能の継続だとか高齢者の見守りだとか空き

家だとか、そういうこともやっぱり町内会の方が

よく知っていますし、よく情報交換をしているの

です。だから、やっぱりそこのところを大事にし

ていって、そこを行政と協働で名寄市のために進

めていく、このことが今非常に問われているのか

なというふうに思いまして、町内会を何とか強化

していただきたい。町内会のために何とか力を貸

していただきたい。総合政策部に行けば親切な指

導が受けられるということをもっともっとＰＲし

ていただきたいなというふうに思いますし、町連

の皆様にもお願いしたところなのですけれども、

議会で町内会との意見交換会をしたときにいろい

ろ本当に持っていて、課題は本当にあるのだな、

大きいのだな、みんな一生懸命頑張ろうと思って

いるのだなということを意見交換会でいただきま

したので、地域のコミュニティーこそがやっぱり

私たち名寄市で生きていく、名寄市を大事にして

いく、高齢者から小さい子まで本当に大切にした

い町内会コミュニティーだというふうに感じてい

るところでございます。今後もいろいろな制度が

変わっていったり、また新しい事業が増えていっ

たりするのでしょうけれども、今回の名寄市地域

連携事業補助金、本当に使い勝手がよくて、これ

からますます皆さんが大いに使えるような、そん

なような取組をしていっていただきたいというふ

うに思います。

次にのるーとの地域公共交通のほうに行きまし

て、本当にのるーとが非常に評判がよくて、いろ

いろな御意見をいただいて、これも町内会の意見

交換会や市民との意見交換会でいただいているの

ですけれども、アンケートの結果を報告していた

だいたのですけれども、各バス路線の課題が大き

いのかなというふうに感じたところなのです。今

後公共交通、本当に赤字路線も出て、道の補助も

切られたとか、難しい場面に入ってきているのだ

というふうに思います。そのような中で、来年３

月までですか、計画が延びたということで、いろ

いろ議論なさっているのだというふうに思うので

すけれども、どのように最適化されていこうと思

っているのかお聞かせいただきたいというふうに

思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今議員のほうか

らバス路線の課題についてもちょっと特出しをし

ていただきながらどうしていくのかという御質問

かなというふうに思いました。北海道の上川地域

公共交通計画、こちらのほうで地域が必要とする

需要やニーズを踏まえた広域交通の維持確保に向

けた取組を計画で推進することとされておりまし

て、北海道や関係自治体、事業者と地域の実情に

応じた協議、検討を行って、運行形態の最適化と

いう部分については進めていきたいというふうに

考えているところです。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 最適化ということ

なのですけれども、人口減少、また車をお持ちの

方が非常に多いということで、車社会の中にあっ

てバスの利用というのは本当に必要だけれども、

乗っていないというのが現実だというふうに思っ

ておりまして、そこの中で国や道の補助金をもら

って運行することの難しさを今感じ取ったところ

なのですけれども、非常に多くのバス路線がある

ということを改めて思ったのですけれども、この

バス路線をやはり縮小、形態を変えていくという

ような方向になるのか、そのことを確認したいと

いうふうに思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 基本的な考え方

としては、最初の答弁のほうで触れさせていただ

きましたけれども、効率化を考えると重複してい

る部分というのはやはりちょっと考えていかなけ

ればならないのかなというふうに考えておりまし
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て、剥がすとか減らすとかというよりも重複して

いる部分をどう効率化していくのかといったとこ

ろも大変重要な視点なのかなというふうに考えて

おりますので、ここについては公共交通の活性化

協議会の中でもしっかりと議論いただきながら、

名寄市での最適化の解をもっと出していきたい、

いければいいかなというふうに思っております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） それは、来年の３

月までにということですか。出していくというこ

とですか。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 来年の３月とい

うのは、現状の公共交通網の形成計画の計画期間

ということですので、ここについては最適化につ

いては計画が一度切れても、その先に新しい計画

になっても最適化の目的というか、最適化してい

かなければならないというのは不変ですので、そ

こについては引き続きしっかりと解が出るまで議

論をしていただきながらつくり上げていきたいと

いうふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） アンケートの結果

で財政的に非常に厳しい状況にあるということで、

５４％の方が財政支出を抑えてスリム化していっ

たほうがいいのでないですかというような回答が

あったということなのですけれども、スリム化は

避けられないというふうに思うのですけれども、

このように市民が非常に理解がある回答が、私は

少し市民が本当に財政のことを考えて、公共交通

でも協力しようという、そういうところが見られ

るのかなというふうに思います。私の周りでは、

やはり高齢者の方が多いので、何とか自動車の運

転をしたくないと。返納したときに代わりになる

交通機関がないと、そのように言っておられまし

て、そのときにのるーとが自由自在に町の中を走

っていると。これだったらもしかしたら免許証返

納してもいいのかなというふうに言われるのです

けれども、先ほど言われた便数だとか乗車時間、

５時以降も運行してほしいとか、あとバス停の問

題とかかなりあるのですけれども、高齢者とか郊

外の買物に行けない方とか、また通院される方に

今定期的な循環バスというのですか、風連デマン

ドとか走っていますけれども、そこら辺の整理の

仕方というのは基本的にどのように考えていった

らいいのでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時３６分

再開 午後 ２時３７分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 市民アンケート

のこと、私まずお答えさせていただいて、先ほど

議員のお話にもありましたけれども、５２％、半

数を超える方がある程度スリム化をして市の財政

支出を抑え、持続可能な公共交通を目指すと、こ

ういったアンケート結果が出ていますよというこ

とで私も御答弁させていただきましたけれども、

ここについてはこの数字だけではなくて、我々も

これ冷静に数字を見なければならないと思ってい

まして、ここは現状車を運転できる方も含めてこ

のような回答をいただいているといったところか

ら考えると、では一番大事なことというのはいか

に、先ほど重複路線のお話もしましたけれども、

そういった効率化を高めて、そして今までの投資

よりもさらに利便性の上がる手法を考えて、やは

り乗ってもらう、乗っていただけるような公共交

通をつくって、持続可能な体系に再構築していく

という視点がすごく大事なのだろうというふうに

思っています。郊外のお話も出ましたけれども、

郊外について実はのるーとのようなＡＩオンデマ

ンドバスをぜひというお声もいただいたりする場

面もあるのですけれども、これは再三場面あるご

とに御説明していますけれども、ああいったＡＩ

活用型というのはやはり乗り合いが多く発生する
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場面で非常に能力を発揮する乗り物でありますの

で、基本的にはそういったＡＩ活用型というもの

を範囲を拡大するというよりもその地域、地域に

合った公共交通を再編していくという形ですので、

あくまでも縮小というよりは、決してエリアをし

っかりと網羅をしながら利用していただけて、な

おかつ効率的な、経費的にも魅力的な再構築を目

指していくというのが基本的な方針になっていく

のかなというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 本当にそうであっ

てほしいと、網羅しながら市民の立場に立った公

共交通であってほしいというふうに思って、今の

るーとの話が出ましたけれども、町内会との意見

交換会、今年の町内会長と行政との懇談会、意見

交換会の中でも風連地区からのるーと名寄の説明

会や農村への導入について検討していただきたい

との要望がありまして、石橋部長の答弁ではのる

ーと名寄の運用方法や風連地区の導入については

市民アンケート調査実施を予定しているので、そ

ちらを参考に検討を進めていく。市長の答弁も公

共交通についての御意見があり、関心を持ってい

ただいていることが分かった、今後議論を進め、

よりよい公共交通としていきたいと非常に何か希

望的な膨らみのある、もしかしたらうちのほう来

るのかなというような答弁になっていたかという

ふうに考えるのですけれども、人口密度の低い郊

外、農村地区は不向きだというシステムというこ

とで今はおっしゃっているのですけれども、やっ

ぱりもしかしたら来るかもしれない、のるーとが

というふうな、郊外、智恵文でも御意見いただい

たところなのです。郊外、農村部、のるーとでも

なくてもいいけれども、ああいう形態がいいのだ

よねという御意見を意見交換会でもいただいてい

るのです。そこのところをどのように説明してい

くのかちょっと教えていただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私先ほど発言し

たのは、ＡＩ活用型の得意、不得意分野というか、

能力を発揮できる状況の説明をさせていただきま

した。人口が密集、ある意味農村部についてはＡ

Ｉというものを導入しないまでも普通に受付をし

てということで十分対応できるという状況になる

と思いますので、では路線バスではなくてデマン

ド型にしていくのかといったことも含めて、そう

いった地域ニーズの声もいただきながら、そうい

った声を踏まえて活性化協議会の中で議論を深め

ていくことになるというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） 活性化協議会の中

での議論が必要なのだということを丁寧に説明し

ていただき、やはりどこにでも走れるものではな

いのだということも説明していただき、それに代

わるもっといいものがもしかしたら来るかもしれ

ないよというところで取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。

今年５月に国土交通大臣による地域の公共リ・

デザイン実現会議では各地域の地域事情ごとに移

動の足の確保のために日本型ライドシェアを導入、

活用する方向性が取りまとめられました。新たな

制度やＤＸを含めた新技術導入による公共交通の

改善についての考え方をお聞きしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ライドシェアと

いうことです。このライドシェアというのは、地

域交通の担い手、移動の足不足解消のためにタク

シー事業者の管理の下、自家用車の一般ドライバ

ーが運行、お運びするというような事業でござい

ます。具体的にタクシーの配車アプリによりまし

てタクシーが不足する地域、時間帯を特定して、

地域の自家用車、一般ドライバーが活躍するよう

な、そのような仕組みとなっていると承知してい

るところです。この制度、日本版のライドシェア

の創設は、主に観光地や都市部、それから喫緊の

課題であるタクシー不足の地域、こういったこと
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への対応が目的となっておりまして、本市におい

てはドライバー不足という部分については課題は

あるというふうに認識しておりますけれども、市

内にタクシー事業者が３社あるということでござ

いますので、ライドシェアによりタクシーの供給

不足改善を図るという段階ではないというふうに

考えているところです。一方で、国は地域の公共

交通の課題への対応として自動運転など新しい技

術の導入も進めておりまして、本市が抱える課題

に対しては新制度、新技術がどのように活用でき

るのかといったところも動向も注視しながら研究

を進めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 高野議員。

〇１１番（高野美枝子議員） タクシーはまだ今

のところ名寄市においては大丈夫ですよというこ

との答弁だったというふうに思います。しかしな

がら、いつまで大丈夫か分からない。ドライバー

も今足りない。そのような中でやはり公共交通、

私たち何かあったときにどこか出かけるときに自

分の自動車以外はないのかというところで、本当

に地域公共交通が皆様の話題になっておりまして、

特にのるーとが非常に評判がいいということで、

こっちにもあっちにも、智恵文地区にも風連地区

にもぜひ回してほしいということの意見交換会で

のお言葉をいただきましたので、質問いたしまし

た。

人口減少、少子高齢化、産業構造の変化、物価

高、様々な課題の渦の中にいるような最近の名寄

市です。だからこそ、人と人が助け合い、励まし

合い、良好なコミュニティーや公共交通の期待を

いただいた市民との意見交換会でございました。

課題があるからこそよいもの、地域のコミュニテ

ィーに変えていけばよい、変えていくよい機会だ

というふうに考えます。市民との協働として大切

な役割を担う町内会が市民のよりどころになる組

織になるよう期待しています。また、郊外に住ん

でいても、高齢で免許証を返納しても不安がない

公共交通になるよう今後の展開に期待をして、質

問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ２時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 東 千 春

令和６年９月１０日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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開議 令和６年９月１１日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第３号 令和５年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第４号 令和５年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第３号 令和５年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第４号 令和５年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和６年９月１１日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１１番 高 野 美枝子 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

選挙におけるポスター掲示場及び投票区に関し

てを、中畠孝幸議員。

〇１番（中畠孝幸議員） おはようございます。

議長より指名を受けましたので、通告に従い、質

問してまいります。大項目１、選挙におけるポス

ター掲示場及び投票区に関して、小項目１、ポス

ター掲示場の設置基準について。選挙におけるポ

スター掲示場をめぐっては、本年６月２０日に告

示された東京都知事選において５６人が立候補し

たのに対し掲示板の枠が足りなくなり、不足分を

クリアファイルで補うという事態や一部の掲示場

で同一の選挙ポスターが複数枚貼られるといった

事態が起こり、問題として取り上げられ、選挙ポ

スターの意義や役割に関する議論が巻き起こった

ところであります。選挙運動の手法に関しては、

公職選挙法において厳密に定められており、周知

手段として公報、街頭演説等と並んで、ポスター

は重要な役割を担っていると考えられます。ただ、

ポスターを見て政見を知るという時代からインタ

ーネットで情報を得る時代に変化しており、掲示

場の意義を見直す時期に来ていることは確かであ

ると思います。

さて、名寄市においては、直近の令和５年４月

の統一地方選挙において１４４か所の掲示場が設

置されました。名寄市の投票区は、第１投票区か

ら第２９投票区までの総数２９であります。投票

区との関係を含め、１４４か所の掲示場はどのよ

うな基準で設置されているのか伺います。

次に、小項目２、ポスター掲示場の見直しにつ

いて。公職選挙法第１４４条の２第２項には、掲

示場の総数について１投票区につき５か所以上１

０か所以内において政令で定めるところにより算

定するとあり、公職選挙法施行令第１１１条には

投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び投票区ごと

の面積に応じ、ポスター掲示場の数が一覧表で示

されています。ただ、重要であると思われるのは、

公職選挙法第１４４条の２第２項において次のよ

うに書かれています。ただし、市町村の選挙管理

委員会は、特別の事情がある場合にはあらかじめ

都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数

を減ずることができる、減らすことができるとさ

れている点であります。実際福島県相馬市におい

ては、平成１９年にポスター掲示場数の見直しが

行われています。相馬市では１９１か所から１５

１か所に削減し、コスト面でも約４０万円削減し、

行財政改革上の効果も生んでいます。相馬市が削

減を行った基準は、１、一定の距離、おおむね２

００メートル程度で近接している場合、２、山林

もしくは田園で周知効果が十分発揮できない場所、

３、有権者が著しく少ない場所といったものであ

り、これは名寄市に当てはめても見直しに有効な

基準であると考えられます。当市は、全体として

は人口減の中にありますが、地区によっては人口

減の場所もあれば、逆に人口増の場所もあります。

時代の変化に合わせて掲示場数を見直すことが必

要なのではないでしょうか。見直しの結果によっ

ては掲示場削減だけでなく、逆に増加が必要な地

区もあるかもしれません。名寄市で最後に掲示場

数の見直しを行った時期と掲示場数の見直しに関

する理事者のお考えを伺います。

小項目３、投票区の見直しについて。掲示場の
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数よりさらに根本的な問題として、投票区の数の

問題があります。本年６月、留萌市選挙管理委員

会は留萌市投票区の見直し案を公表しました。そ

の案は、現在２２か所ある投票区を１３か所に統

廃合するというもので、その背景には有権者数の

減少や期日前投票の定着といった投票を取り巻く

環境の変化、さらに投票所業務に当たる人員の確

保の難しさといった状況があります。留萌市では、

投票所間の距離が１キロメートル以内に近接して

いる投票区をできるだけ解消するといった幾つか

の見直し基準を基に統廃合を進め、さらにその上

で６５歳以上の高齢者数が多い地区などでは、臨

時期日前投票所を開設するという配慮を行ってい

ます。令和６年度中に統廃合を実施し、令和７年

の参議院議員通常選挙から執行するというスケジ

ュールで進めているようです。平成の大合併にお

いて単独存続となった留萌市に対し、名寄市は風

連地区を含め広い投票区を持つため同一の物差し

では論じられませんが、名寄市の現在の２９投票

区を絶対のものとするのではなく、状況の変化に

応じて絶えず見直しを行うことは必要ではないで

しょうか。投票区の見直しの必要性に関して、理

事者の認識はどのようなものであるか伺います。

地方議会では、議員の成り手不足が指摘されて

います。選挙を円滑に実施する方法を常にアップ

デートすることは、選挙の負担を軽減し、選挙に

出やすくすることにもつながると思います。その

点を最後に申し述べて、壇上からの質問を終わり

ます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） おはようございます。

中畠議員からは、大項目で１点御質問いただきま

した。御質問の選挙におけるポスター掲示場及び

投票区に関しては、名寄市選挙管理委員会の所管

となりますので、同委員会事務局としてお答えい

たします。

初めに、小項目１、ポスター掲示場の設置基準

について、小項目２、ポスター掲示場数の見直し

につきましては、関連がございますので、一括し

てお答えいたします。ポスター掲示場の設置数に

ついては、公職選挙法第１４４条の２第２項に掲

示場の総数は１投票区につき５か所以上１０か所

以内において政令で定めるところにより算定する。

ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情

がある場合にはあらかじめ都道府県の選挙管理委

員会と協議の上、その総数を減ずることができる

となっております。お尋ねの１４４か所のポスタ

ー掲示場の設置基準でありますが、本市の政令で

算定されたポスター掲示場の設置総数は２１４か

所とされており、そこから北海道選挙管理委員会

との協議により有権者が密集している投票区では

基準より増やし、有権者が少ない投票区では基準

より減じる調整を行い、合計では７０か所を減じ

て、現在は１４４か所としているところです。ま

た、最後にポスター掲示場の数の見直しを行った

のは、令和元年の統一地方選挙であり、２か所を

減じて、現在と同数の１４４か所としております。

選挙管理委員会といたしましては、設置基準に基

づきながら各投票区の状況に応じて適切にポスタ

ー掲示場を設置してきたという認識であり、今後

においても選挙管理委員会の協議を踏まえ対応し

てまいります。

次に、小項目３、投票区の見直しについてお答

えいたします。昨年の統一地方選挙における地区

別の投票区数は、名寄地区は１９投票区、智恵文

地区は２投票区、風連地区は８投票区、計２９投

票区となっており、有権者別では１００人未満は

８投票区、１００人以上１，０００人未満は１３

投票区、１，０００人以上は８投票区となってお

ります。本市の投票区は、平成２４年に智恵文地

区の投票区について関係する町内会と見直しの協

議を行い、統合の協議が調ったことから、３つの

投票区を統合いたしました。その結果、名寄市全

域で２９投票区となり、現在に至っております。

名寄市選挙管理委員会としても状況の変化に応じ

た投票区の再編は必要と考えておりますが、地域
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との協議が重要であり、選挙管理委員会の一存で

は再編できないと考えているため、絶えず見直し

を行うということは難しいと考えております。再

編に当たっては、投票率が低下しないよう様々な

対策が必要になるものと考えており、他自治体の

先進事例を参考としながら選挙管理委員会におい

て協議していくことといたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それでは、再質問に入

りたいと思います。

まず、この一般質問を取り上げた経緯について

少し申し上げておいたほうがいいと思うのですけ

れども、昨年４月１６日、名寄市議会の議員選挙

が告示されて、そのときにポスター掲示が行われ

たということなのですが、私、個人的な話になり

ますので、壇上からは申し上げませんでしたけれ

ども、全くの新人で、選挙も初めてということで、

この選挙貼りというのも本当に一般の市民として

は全く知らなかったことがそういう選挙に立候補

することによって知ることになったということで

す。そのときに感じましたのは、１４４か所、私、

細かいことを申し上げて申し訳ありませんけれど

も、６人で３台の車に分乗して、市内１４４か所

貼って回ったのですけれども、市内、市街地の場

合には目標の建物とかたくさんあって、掲示場も

非常に分かりやすいので、スムーズに貼っていけ

たわけですけれども、郊外、田園地帯になります

と掲示場を見つけること自体が難しいです。地元

の方はよく分かっていて、あそこに掲示場がある

ということで、地元の運動員の方などが貼ってい

る場合には問題ないと思ったのですけれども、そ

れを自分で車で回って貼ろうとしたときに感じた

こと、どういうこと感じたかというと、やはり車

でしか通らないような、立ち止まって見る人がい

るのだろうかとか、そう思うような場所にも掲示

場があって、これは何とか整理したほうがいいの

ではないかという、個人的なそういう実感があっ

たものですから、そのときに、１年ちょっと前に

感じたということから、本日の質問に至っている

ということです。

それで、ただいまの木村部長の答弁でよく分か

ってきたところがありますので、見直しを最後に

行ったのが令和元年ということで、そのときには

２つの選挙区を減らしていると。それで、現在の

１４４か所というのも公職選挙法施行令１１１条

に定められている、そのとおりであれば２１４か

所であるところが調整して７０か所を減らして、

現在の１４４か所になっているという、そういう

事情、よく分かりました。それで、その上でさら

に考えなければいけないと思うのですけれども、

最後に見直したのが令和元年ということなのです

けれども、先ほど最後のお話では絶えず見直しを

行うのは難しいということでありましたけれども、

さらに見直しが必要なのではないかということを

感じる理由としては、ポスター掲示場配置図とい

うのをこれ選挙のときに各陣営に配付されて、こ

れに２９投票所の地図が載っていまして、地図が

載っていて、１ページ当たり１投票区、あるいは

２投票区が１つのページの地図で表されていると

ころもありますけれども、大体２７ページぐらい

にわたって地図が載せられていて、そこに掲示場

の場所が示されているのです。こういうのは、一

般市民であったときには全く目にも入りませんで

したし、選挙に出てみて初めてこういうところ、

こういう形でやっているのだということが分かっ

たということなのですけれども、その地図の中に

書かれている例えば高校の名前とか、それが去年

見たときにはこれいつの地図なのだろうというよ

うな、例えば産業高校ではなくて、光凌高校とい

う名前が載っている地図が使われているとか、そ

ういうところからこれ見直し本当にしているのだ

ろうかということを思ったので、質問させていた

だいたということです。その点、令和元年が最後

に見直されたということなのですけれども、全体

にわたって選挙区、投票区全体にわたって見直し
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ということ、人口の増減もあると思いますけれど

も、選挙区全体にわたっての見直しというのはさ

れたのか、それとも必要最小限、令和元年度に必

要が出てきた箇所に関して見直しがされたのか、

その点ちょっとお伺いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） まずは、候補者の方

々にお渡しするポスター掲示場の地図が少し古い

形の地図だったということに関しましては、もう

少し分かりやすいものにしたほうがいいのかなと

いうところで今ちょっと思っているところであり

ます。令和元年に今２つほど減らさせていただい

たところにつきましては、全体というよりも一部

の地域についてポスター掲示場等の箇所を減らし

たというような形になっているかなというふうに

思っているところでございます。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 恐らく一部の地域に関

して必要が出てきて、その地区を見直したという

形だと思うのですけれども、先ほども申し上げま

したけれども、名寄市全体としては人口減の中に

あるわけですけれども、例えば小学校の入学児童

の数を見ましても名寄南小学校は８０人以上新入

生が入っているのに対して、名寄小学校は２０人

に満たないというようなことで、世帯数がそれだ

け増えているところと減っているところがあると

いうことだと思います。そういうことを考えます

と、一部の見直しではなくて、全体についてもう

一度見直して、減らせるところは減らす、増やす

ところは増やすという必要があるのではないかと

思いますけれども、その点もう一度御質問いたし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 先ほど議員のほうか

らも福島県相馬市の見直しの基準なんかもお話で

いただいたのかなというふうに思います。名寄市

もポスター掲示場の設置の基準までいかないので

すけれども、考え方というところを少し持ってお

りまして、ちょっと御紹介させていただきますけ

れども、ポスター掲示場につきましては公示前日

までに設置する必要がもちろんありますので、選

挙期日はやっぱり急に決定する場合も多いです。

そのため、迅速にポスター掲示場を設置する観点

というところから市有地に多く設置しているとい

うところがまずあります。もう一つは、設置位置

については市街地につきましては一定の地区に偏

りが出ないように設置しまして、農村部等の面積

が広く、有権者が少ない地域につきましては有権

者に多く見てもらうため投票所となる地域の会館

の前ですとか、地域の市民が利用するバス停の付

近等に設置していると。比較的大きな道路のとこ

ろに設置するように努めさせていただいていると

ころであります。さらには、ポスター掲示場の減

少ですとか移設の際にはやはりこれまでの地域の

方々に、ずっとそこのポスター掲示場も置いてあ

りましたので、一定程度は地域の協議を実施した

上で決定させていただいているというのが状況で

あります。しかし、そういうことからなかなかそ

ういったきちんとした基準というのはすごく難し

いというふうに考えておりますし、農村部等につ

きましては長きにわたって一定数のポスター掲示

場を設置してきて、この間地域の方々にもそこの

場所についても今認知されているということもご

ざいますので、設置数についてはやはりそういっ

た状況も捉えながら、地域の方々の意見も尊重し

ながら決めていかなければならないというふうに

考えておりますので、よろしく御理解のほどお願

いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 地域の意見聴取という

ことは、非常に重要だと思います。地域の方が投

票に行きやすいような環境を整備するということ、

それがまた投票率の向上にもつながると思います

ので、地域の町内会の方の意見を聞きながら進め

るということ、非常に重要だと思います。

それで、去年、今年あたりの住民との意見交換
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会、市議会の行っている住民との意見交換会に出

席した感じでは、選挙のそういう投票所とか掲示

場に関してはほとんど意見が出てこないです。そ

れは、恐らく私が思うには選挙というのはそう頻

繁にあるものでありませんので、何年に１回行わ

れるので、そういう日常の生活と関わるような、

密接に意見言いたくなるようなことではないのか

もしれませんけれども、それでふだんは住民の方、

町内会との意見交換を行っても、そういう意見は

出てきませんけれども、これからそういうテーマ

を持って意見交換会などのときに実は選挙の掲示

板についてお聞きしたいのですけれどもというよ

うな形で積極的に意見を求めていくということも

必要なのかなと思います。それによって掲示場数、

あるいは投票所数の見直しということを考えてい

く必要があると思っているのですけれども、そう

いうことについては特に問題ありませんね。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） あくまでも選挙に関

しましては、選挙管理委員会が最終的に判断する

というか、選挙管理委員会の中で決めることとな

っていますので、各法令に照らし合わせながら公

正な選挙をしていかなければなりませんので、そ

ういったところを踏まえながら、いろんな状況を

見ながら選挙管理委員会のほうで決定させていた

だきたいというふうに考えております。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 分かりました。

それと、投票所の数の統合、見直しに関して、

先ほど壇上からの質問で留萌市の例を取り上げま

したけれども、現在留萌市、これ今年６月にそう

いう新しい案を出したということなのですけれど

も、現在２２か所ある投票区を１３か所に統廃合

するということで、その理由としては選挙人名簿

登録者数が減っているということもあるのですけ

れども、投票事務、投票管理者であるとか投票立

会人、あるいは投票所業務に従事する職員を確保

するのが難しいというような、そういう問題があ

るということなのですけれども、その点に関して

名寄市では特に問題がないと考えてよろしいでし

ょうか。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 投票管理者につきま

しては、現在の選定方法といいましょうか、そう

いったことに関しましてちょっとお話しさせてい

ただきますけれども、当日の投票管理者につきま

しては投票区の町内会長に依頼させていただいて

いる状況でありますし、期日前投票の管理者につ

きましては市の管理職含めた市のＯＢの職員に依

頼し、今のところしっかりと実施させていただい

ていると思っています。投票の立会人につきまし

ても公募ですとか投票区の町内会長の推薦により

決定させていただきまして、期日前投票立会人に

つきましても公募により決定させていただいてい

ます。新聞ですとか広報にもそういったことを御

周知させていただきながら立会人のほうは決めさ

せていただいておりまして、現状５８名当日の投

票立会人は必要なのですけれども、ここについて

はそういうことのやり方によって今のところは大

丈夫だというふうに認識しております。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） それに関して了解いた

しました。

それで、選挙人名簿登録者数、これはインター

ネットでも公開されておりますけれども、名寄市

の令和６年９月１日現在選挙人名簿登録者数は２

万１，７８７人ということで、投票区ごとで見ま

すと一番投票区で人数が多いのが第８投票区、２，

８０４人、それで一番少ないのが第１２投票区、

３７人ということであります。それで、地理的な

条件がありますので、人数が少ないところ、多い

ところあるというのはそういうものだと思います

けれども、先ほどから申し上げている留萌市、留

萌市ばかり取り上げて申し訳ありませんけれども、

留萌市の見直しの方針について、先ほどから申し

上げている２２か所を１３か所に投票区を統廃合
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－107－

令和６年９月１１日（水曜日）第３回９月定例会・第４号

したという留萌市の例では最大で３，０００人、

最少でも２００人程度になるように調整するとい

うような方針でされているようです。そこの３，

０００人というのは、昭和４４年の自治省選挙部

長通知の中で３，０００人を超えないというよう

な趣旨のことが言われていて、それに合致するよ

うな形で進められていて、名寄市の場合も最高が

現在のところ２，８０４人ですから、それにも合

致していて、問題ないというふうに考えられます。

最少に関しては３７人ということで、その辺の地

理的な条件とか投票に行きやすいというようなこ

とも踏まえた上で、そういった人数に関して留萌

市の２００人程度にするというようなことと比較

して、お考えをちょっとお聞きしたいというふう

に思います。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 他自治体でそういっ

た投票区の統廃合のやり方というのは様々あるか

というふうに思いますので、各自治体の選挙管理

委員会の下でいろんなそういった基準を定めてい

ただいて、やられているのかなというふうに思っ

ているところであります。名寄市選挙管理委員会

においても再編に向けた協議、先ほどの答弁でも

智恵文地区、平成２４年にやったわけですけれど

も、そういった協議をしてきているわけでありま

すし、再編するとなると、やはり先ほど議員のほ

うもお話ありましたけれども、投票率の低下を招

くことのないようにまずはしなければならないと

いうことから、当然そういった再編、統合をする

際にはいろいろな対策というところも必要になっ

てくるのかなというふうに思います。しかしなが

ら、何よりもここは、先ほどのポスター掲示場も

そうなのですけれども、こちらの投票区のほうが

やはり何よりもその地域の皆様方の理解を得ると

いうことが最も重要なことだというふうに思って

おりますので、そこについては丁寧な議論を重ね

ていかなければならないのかなというふうに思っ

ております。留萌市さんのお話いただいたのです

けれども、実は今年の選挙管理委員会の事務局長

会議におきましてはやはりなかなか統廃合につい

てはあまり考えていないというところが実は多か

ったのです。決して考えないわけではないですけ

れども、やはりそこは先ほどの答弁のちょっと繰

り返しになってしまいますが、地域とのしっかり

とした説明といろいろな状況を踏まえながら、時

期を捉えながら選挙管理委員会のほうでここは協

議、議論していくべきものなのかなというふうに

思っていますので、御理解のほうよろしくお願い

いたします。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） ありがとうございます。

それで、もう一つ、特に選挙人名簿登録者数が

少ないようなところ、農村地区に当たると思いま

すけれども、そういったところでは投票所までの

足が確保できるかというようなことも問題になっ

てくると思います。年齢を重ねて、投票所まで足

を運べないので、ちょっと棄権しようとか、そう

いうようなことになってしまうようなおそれもあ

って、そういったことを防ぐために投票バスとい

うのを運行したりとか、そういった例も他自治体

ではあるようですけれども、そういった必要性に

ついては何かお考えのところはありますでしょう

か。

〇議長（山田典幸議員） 木村総務部長。

〇総務部長（木村 睦君） 各投票区まで行けな

い、だんだん高齢の方が増えてきて、行けないと

いうところというよりは、あと逆に再編、統合し

て御自身の御自宅から遠くなるほうがそういった

状況が出てくるのかなというふうに認識、今議員

から御提案いただいて、考えていたところなので

すけれども、ちょっとその状況ははっきりしたこ

とは述べられませんけれども、ただ先ほどいただ

いたバスですとか例えば移動投票所ですとか、様

々な各自治体で投票に関して進められていること

というのは行われておりますので、そういったこ

と踏まえて先ほどの再編とか併せながら、また日
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常的な選挙の在り方につきましては、在り方とい

うか、やり方につきましてはこの間もいろいろと

お話あるかと思いますけれども、あくまでもそう

いったことの中で、繰り返しになるのですけれど

も、選挙管理委員会の中でこれは協議していくべ

きことだというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 中畠議員。

〇１番（中畠孝幸議員） 先ほど申し上げました

この配置図に関しては、単純に直せるようなとこ

ろがあると思いますので、それについてはお願い

したいと思います。できれば全体的な見直しとい

うのも必要な時期が来ると思いますので、個々の

投票区に関して部分的な修正も大事かもしれませ

んけれども、全体的な見直しということも時期を

見て行っていただければというふうに考えます。

それで、投票率を上げる努力ということ、それを

示すということが投票に行こうという意欲を住民

に持ってもらうということにつながると思います

ので、そういうことも考えながら掲示場を見て、

一般の市民の方がこれ必要なのかとか思わないよ

うに、そういうことも含めて投票率向上、それか

ら選挙に立候補する議員の成り手を増やすという

ような観点からも見直しを行っていただきたいと

いうことを申し上げて、質問を終わりたいと思い

ます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で中畠孝幸議員の

質問を終わります。

生活保護行政に関わって外２件を、川村幸栄議

員。

〇８番（川村幸栄議員） 通告に従いまして、大

項目３点にわたり質問をさせていただきます。

大項目１、生活保護行政に関わってお伺いいた

します。群馬県桐生市をはじめ、全国で不当な運

用がされていることが明らかになり、大きな問題

となっています。セーフティーネットとしての役

割が果たせているとは言えません。そもそも決ま

りにのっとっていないことが原因だと考えます。

相談をする側も受ける側も制度をより明確に把握

していることが必要だと思います。当市において、

同じようなことがあってはなりません。当市にお

いて、生活保護行政がどのように進められている

のかお伺いをいたします。

そこで、小項目１、ケースワーカーの研修につ

いてどのように取り組まれているかお伺いいたし

ます。

小項目２、相談者への対応についてお伺いをい

たします。

小項目３、保護のしおり発行についてお伺いを

いたします。

大項目２、名寄大学の魅力発信について伺いま

す。９月に入り、３回目のオープンキャンパスが

開催されますが、３年前の議会と学生との意見交

換会である学生が言った言葉が忘れられません。

担任の先生の勧めがあって、オープンキャンパス

に参加した。そこで心をつかまれてしまったと。

学生が主体のオープンキャンパス、小規模校のよ

さが十分に発揮されていると受け止めています。

オープンキャンパスやホームページ、学校訪問な

どを通して名寄大学の魅力を発信されているわけ

ですが、その取組状況をお知らせいただきたいと

思います。

小項目１、名寄市立大学の魅力発信の取組につ

いてお聞かせください。

小項目２、学生支援について伺います。奨学金

制度など学生支援についてお知らせください。

小項目３、学費値上げについてお考えをお聞か

せください。

大項目３、名農キャンパスの利活用に関わって

伺います。来年３月には閉校となる名寄産業高校

ですが、市民の方々から名農キャンパスを何とか

活用して残してほしいとの声が寄せられています。

優秀な農業者を輩出し、市内経済を牽引する人材

を輩出してきた名寄農業高校です。広大な土地、

建物や施設は名寄になくてはならないものとなっ

ているのではないでしょうか。北海道の管轄では



－109－

令和６年９月１１日（水曜日）第３回９月定例会・第４号

ありますが、この教育設備が整った施設を名寄市

の子供たちや近隣町村の子供たちのために活用で

きる道を検討していただきたいと願うものです。

そこで、小項目１、特別支援教育で利活用を。

特別支援学級に通う児童生徒のために活用できな

いでしょうか。お考えをお聞かせください。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 川村議員からは、

大項目で３点御質問いただきました。大項目１に

ついては私から、大項目２については市立大学事

務局長から、大項目３は教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、生活保護行政に関わって、

小項目１、ケースワーカーの研修についてお答え

いたします。社会福祉法第１５条第１項第２号の

生活保護法の現業を行う所員、いわゆるケースワ

ーカーの研修は、法の適切な運用を確保するため

に非常に重要だと考えております。研修につきま

しては、北海道が実施します初任者研修をはじめ、

日々の案件については随時係内のケースワーカー

や生活保護現業事務の指導、監督をつかさどるス

ーパーバイザー、査察指導員と相談、共有をしな

がら生活保護法関係法令及び通知等を網羅した書

籍を改正等に対応するべく毎年購入し、担当者ご

とに処理させ、法令通知に基づく適切な対応に当

たっております。また、月１回の現業員会議の中

で制度についての研修を実施しているほか、担当

ケースの状況報告、他福祉事務所で発生した事故

等についての原因の精査及び防止策について検討

をしております。生活保護担当ケースワーカー全

国研修会は、生活保護費補助金、補助率２分の１

を活用し、４から５年間隔で中堅ケースワーカー

が参加応募をし、参加した際には研修内容を保護

係で共有をしております。今後も引き続き制度を

明確に把握するため様々な情報の収集や研さんに

努めながら、法や保護の実施要領等を遵守し、適

切な対応をするよう常に緊張感を持って業務に当

たりたいと考えております。

次に、小項目２、相談者への対応についてお答

えいたします。厚生労働省の社会局長通知である

生活保護法による保護の実施要領についてにおい

て、生活保護は申請に基づき開始をすることを原

則としており、保護の相談に当たっては相談者の

申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵

害していると疑われるような行為も厳に慎むこと

とされており、担当者は十分念頭に置きながら業

務に当たっております。生活保護に関する相談と

しては、金銭に関する今後への生活への不安に関

する相談が多く、その原因は健康面や仕事面のほ

か、内容は多岐にわたります。相談があった場合

には、相談者の状況を把握した上で他法、他施策

の活用等についての助言を適切に行うとともに、

生活保護制度の仕組みについて十分な説明を行い、

保護申請の意思を確認しております。保護申請の

意思が確認された方については、速やかに保護申

請書を交付し、申請手続についての助言を行うと

ともに、保護の要否判定に必要となる資料は極力

速やかに提出していただくようにお願いをしてお

ります。生活保護制度につきましては、一概に説

明できないことも多くあり、個別の状況による部

分もございますので、日々の生活にお困りの際は

ためらわず御相談してください。また、生活困窮

者自立支援機関、相談支援機関でも様々な困り事

相談に対応しておりますので、御利用をいただき

たいと考えております。

次に、小項目３、保護のしおりの発行について

お答えいたします。本市におきます生活保護のし

おりにつきましては、保護決定になった受給者に

開始時に配付しており、担当ケースワーカーや市

役所の連絡先をはじめ、生活保護の仕組み、権利

と義務に関すること、医療や介護に関わることな

どについて記載をし、生活安定に向けて支援する

内容となっております。生活保護を受給していな

い方への周知については、現在生活保護制度の詳
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細を市独自でホームページ等に掲載をしておりま

せんが、生活に困った方が相談できたり、相談に

つながるよう今後もより関係機関等と連携しなが

ら進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 私からは、

大項目２、名寄市立大学の魅力発信について、初

めに小項目１、名寄市立大学の魅力発信の取組に

ついてお答えいたします。

教員が中心となって行っております高校訪問に

ついては、昨年度から道外で今まで訪問したこと

がない高校も対象とし、各教員の実習巡回と併せ

て行程を組み、新潟、愛知、栃木、静岡などを訪

問いたしました。今年度は、現在のところ道内１

２８校、道外８３校の計２１１校に訪問し、今後

道内２５校を訪問する予定です。高校訪問の都合

がつかなかった高校に対しましても、大学案内を

送るなどして本学の情報共有をしております。

次に、進学相談会につきましては、現在参加済

み及び参加予定が計６３件であり、今後高校及び

進学業者からの案内に基づき参加する相談会を決

めて参加してまいります。各相談会によって複数

の高校が参加する場合もあり、参加件数は年によ

って増減しておりますが、進学実績の少ない高校

の相談会にも積極的に参加しており、一人でも多

くの生徒に接触できるよう心がけております。ウ

ェブメディアを利用した情報発信では、日々の大

学の取組、学習風景、イベント情報などをフェイ

スブック、インスタグラム、ティックトックなど

のＳＮＳを用いて幅広く発信しております。オー

プンキャンパスや入試など大きな行事やイベント

については、大学ホームページにも掲載し、広く

周知しております。情報発信に学生の視点を取り

入れたアイデアを組み入れるために令和２年度に

発足しました魅力プロジェクトの活動では、在学

生の夏季休業での帰省に併せて出身高校に訪問し

ていただく里帰り高校訪問で延べ３０校近くの高

校に在学生が訪問する予定となっております。ま

た、学生の出身地のコミュニティーラジオに学生

が出演し、その地域の方々に本学の魅力を伝えて

おり、今年度は札幌市の西区にありますＦＭ三角

山、帯広市のＦＭ―ＪＡＧＡ、函館市のＦＭいる

か、ＦＭくしろに出演し、今後ＦＭあばしりにも

出演する予定となっております。新しい取組では、

１０月５日土曜日に北海道テレビ放送株式会社、

ＨＴＢと共同でトークイベントを実施いたします。

これは、本学とＨＴＢで行う初の進学イベントと

なります。開催に当たりテレビメディアを使って

のＣＭや番組内告知を行うとともに、イベント終

了後も札幌大通にありますＨＴＢコーナーの一角

に本学のポスターを配置していただく予定となっ

ています。今までＳＮＳなどで本学の情報を発信

し、フォロワーを伸ばして、広く広報を行ってま

いりましたが、テレビ局と共に行う初の広報によ

り今まで届きにくかった学生層に魅力を発信でき

ればと思っております。今後の検討案件といたし

ましては、より広く受験生、保護者、教育関係者

に本学を知っていただく取組として、受験生を対

象とした新たな大学検索サイトへの参画、札幌駅

でのサインボード広告の掲載、デジタル広告、新

聞告知など新たな取組についても現在検討してお

ります。

次に、小項目２、学生支援についてお答えいた

します。本学独自の学生への経済的支援に係る奨

学金制度については、１つ目に名寄市立大学奨学

金のうち給付型奨学金、いわゆる名大奨学金があ

ります。この奨学金は、世帯の所得金額が一定額

以下の学生で、各学科、各学年で成績が最も優秀

な学生それぞれ１名の計１６名に月額２万円を１

年間給付する制度であります。２つ目に、大規模

災害などで学生の属する世帯の家屋等に相当の損

壊があった場合や学生の属する世帯の主たる生計

維持者が死亡、または重度障がいの認定を受けた

場合に一時的に１０万円を給付する災害等一時給

付奨学金がございます。３つ目に、海外における
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留学、語学研修、または本学が実施する国際交流

事業等に参加する場合に渡航費用や滞在費などの

対象経費の２分の１の金額で５万円を上限に給付

するもので、在学中に１回限り利用できる海外留

学等奨学金があります。これらの奨学金制度のほ

か、地元定着に対する支援制度として地元就業支

度金助成事業があります。本学卒業後に市内事業

所へ就職する者及び卒業後４年以内に市内事業所

に就職した者に対し２０万円を給付する制度であ

ります。また、実習経費に対する助成として、交

通費の全額と宿泊滞在費、１泊５，０００円を限

度に助成しております。このほかにも後援会によ

る支援としてワクチン接種、就職活動、国試対策

等受験対策、ゼミ、サークル活動等に対する助成

制度を設けて支援してきているところであります。

昨今課題となっている少子化による学生確保対策

として、教育研究分野での魅力発信だけではなく、

経済的支援の在り方も重要な事項と受け止めてお

り、奨学金や助成制度の見直しを検討していかな

ければならないと認識しているところです。しか

しながら、経済的支援の拡充を図るためには、そ

れに伴う必要な財源も必要となってくることから、

今後の議論としては支援拡充策だけではなく、寄

附金などの財源確保を戦略的に取り組んでいける

かが実現のキーポイントとなりますので、他の状

況等を調査しながら引き続き検討してまいります。

続いて、小項目３、学費値上げについてお答え

いたします。本学の学費は、名寄市立大学の授業

料等徴収条例第３条により授業料及び施設整備等

の額が定められており、国立大学の標準額に基づ

いて授業料を徴収しております。また、名寄市立

大学の授業料等徴収条例施行規則第４条により減

免制度を設けており、日本学生支援機構の給付型

奨学金の対象者と認定された区分により全額、３

分の２、３分の１の減免を実施しておりますが、

減免対象者も多く、その中で約半数が全額減免対

象者となっております。学生の生活状況としては、

本学が実施しております生活実態調査において回

答者の９２％がアルバイトを経験し、生活の足し

とするなど経済的に厳しい学生が多いのも実態と

なっております。２０２３年度大学通信調べでは、

進路指導教員が選ぶ小規模だが、評価できる大学

の北海道、東北編において本学は８８校中９位と

なるなど、全国の進路指導教員の方から一定の評

価を受けております。現在のところ保健福祉学部

全体としての入学者数が確保されていることもあ

り、学費の値上げについての議論は行っておりま

せんが、現状の学費を維持していくためにも学生

確保が必須となっていきます。その前提として、

本学が学科の特色に応じた資格を取得でき、高い

国家試験の合格率を誇る公立大学であることが学

生確保の一因ともなっており、少人数教育、地域

でのボランティア活動など本学ならではの大きな

特徴を生かし、全国の学生から選ばれる大学とな

るよう様々な取組を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） 私からは、大項目３、

名農キャンパスの利活用に関わって、小項目１、

特別支援教育で利活用をについてお答えします。

名寄産業高校閉校後の跡地などの利活用に向け

ては、令和５年２月に上川教育局が事務局となり、

北海道名寄産業高等学校跡地等利活用検討準備会

議を立ち上げ、名寄市も委員として参加し、廃校

舎の活用事例などの情報共有や地域などのニーズ、

意見、要望を踏まえた地域振興に資する活用方策

などについて意見交換などを行っているところで

す。今回議員から御提案をいただきました特別支

援教育での利活用についてですが、特別支援教育

は障がいのある者と障がいのない者が可能な限り

共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育システ

ムを構築するために障がいのある児童生徒の自立

や社会参加に向けた主体的な取組を支援するとい

う視点に立ち、児童生徒一人一人の教育的ニーズ

を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の

困難を改善または克服するために適切な指導及び

令和６年９月１１日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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必要な支援を行うものであり、小中学校で通常の

学級や通級による指導といった学びの場で行う必

要があると考えているところです。したがって、

学校教育においては、障がいのある子供と障がい

のない子供ができるだけ同じ場で共に学ぶことが

できるよう環境整備に努めているところですので、

現時点におきましては各学校における特別支援教

育のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考え

ております。

私からは以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。再質問とさせていただきたいと思い

ます。

まず、生活保護行政に関わってでありますが、

名寄市ケースワーカーさん３名がそれぞれ定数に

沿って指導されているというふうにお聞きをして

おりますし、また新人研修であったり、全国の研

修も含めて行われているというお話がされました。

先ほど紹介した群馬県桐生市の問題は中身につい

ては触れるつもりはありませんが、今第三者委員

会も立ち上げて、調査中ということです。しかし、

その中で明らかになったことでちょっと気になる

ことがあります。例えば先輩職員から処理方法を

教えられ、疑問に思わずそのまましてしまった、

それから問題だとは感じていたけれども、問題だ

と感じていた職員も半数ぐらいいたのだけれども、

そのままになってしまったといった状況が最終的

にはこういう大きなことになったということであ

りました。この点についてどのようにお考えかち

ょっとお聞かせいただければと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今御質問でそう

いうふうに意識していた職員さんとかがいらっし

ゃったにもかかわらず、それが進んでいってしま

ったということに対してどう思うかということか

というふうに存じます。先ほど私のことでしたの

で、申し上げませんでしたが、名寄市の健康福祉

部は社会福祉法におきます福祉事務所を名寄市の

場合福祉事務所条例の中で健康福祉部と称すると

いうことで運営をさせていただいておりまして、

私部長ですので、福祉事務所長も兼務をしている

という形になっております。その中で、昨年自分

が部長就任２年目ということもございますので、

たまたま全国研修会がズームであるということで、

主催が国立保健医療科学院というところで、ズー

ムで３日間、７月の大変暑い中でしたけれども、

ちょうどそこの談話室ですか、そこのところを３

日間お借りして、研修をさせていただきました。

中には、うちの職員にもちょうどプログラムを案

内させていただいたら、何人か一緒に聞いてくれ

る職員も実はいました。その中でたまたまある講

師の先生からお話があった中で、議員も御承知か

と思いますし、ホームページを見たら、ホームペ

ージで自分たちの自戒も含めて、相当前の事件、

平成２９年の事件なのですけれども、まだ出てお

りましたので、言ってもいいかというふうに思い

ますが、神奈川県小田原市のジャンパー事件とい

うのがあって、その講義の中でその話がありまし

た。その中で保護なめるなよというローマ字を書

いたジャンパーを約１０年間保護のケースワーカ

ーが着続けていたと。いろいろ中身見ますと、今

議員のおっしゃったとおり、ちょっと変だなと思

っていた職員も着ていたようでございます。私施

設にもいましたので、虐待とか、そういうものと

かというのは、一つの重大事故というのは損害保

険の内容の中にあるそうなのですけれども、ハイ

ンリッヒの法則というのがあって、１つの重大事

故の裏には２９の軽微事故があって、その裏には

ヒヤリ・ハットが３００あるという、ですので恐

らく今の桐生市さんのお話のところでいくと、気

づいていた職員がいるというところが、その話が

共有化されづらかったのかなというふうに感じて

いるところでございます。先ほども答弁させてい

ただきましたけれども、私どもの中では現業員会

議も行わさせていただいておりますし、ケースの
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方々、保護を受けられている方々の処遇の変更だ

とか職務目標の変更だとかというのは所長であり

ます私のところまでも決裁が上がってきています

し、疑義に感じることはそこお尋ねしながら進め

させていただいておりますので、ただ小田原だと

か桐生市で起こった事故というだけに捉えるので

はなくて、いつ私どものところに起こるかもしれ

ないということで、法令はもちろんなのですけれ

ども、倫理的な面にも配慮しながら今後運営を進

めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 今部長からお話があっ

たように、大きく取り上げられたところだけの問

題ではないというところら辺が私は大事かなとい

うふうに思っています。それぞれの自治体ごとだ

ったり、ケースワーカーさんごとだったりの中で、

理解や認識が異なってはならないのだというふう

に思っています。今おっしゃられたように、ケー

スごとのお話合いもされているという先ほどの報

告もありましたけれども、そのように徹底してや

っぱり研修もし、そして理解も深めていくことが

必要だろうというふうに強く思っています。先ほ

どの御答弁の中にもありました生活保護の保護手

帳とか保護の手引という部分でも毎年発行されて

いるのですが、中央法規であったり第一法規から

毎年発行されていて、これを担当の方々にお渡し

し、それを学びながらされているというふうなこ

とでした。このことをやっぱり引き続き徹底して

行っていただきたいなというふうに思います。し

かし、そんな中でも、今部長からもおっしゃった

ように、一つの事例の裏にはという、ヒヤリ・ハ

ットも含めていろんなことが起きるわけです。そ

のときにどうするかというのがやっぱり大事かな

というふうに思っています。

それで、その中で保護の手引、これ名寄大学の

図書室に行きました。私、市の図書館には生活保

護手帳だとか保護の手引がありませんでしたので、

社会福祉を専門としている名寄大学に行ったらあ

るだろうというふうに思って、行きました。数年

分がずらっと並んであって、そこを見せていただ

いてきたのですけれども、久しぶりに勉強させて

いただいたのですけれども、その中で保護の手引

という簡潔につくられているものがあって、分か

りやすい、見やすいということなのだけれども、

その中にちょっと気になる部分がありました。大

きな変更はないのですけれども、必ずそこに載っ

かっているのが扶養義務者に関する規定であった

り、それから収入認定についての考え方、ここの

ところが繰り返し毎年毎年重点的に書かれている

ということは、ここに対する質問やらお問合せ等

が多いのかなというふうに思いながら見せていた

だいたところなのですけれども、まず扶養義務者

に関する規定の中で民法に定められている扶養義

務の履行を保護に優先させることが大事だという

ふうになっています。これは当然かなというふう

に私も思いますが、その中で要保護者に事情をよ

く確認してというふうな一文が書かれています。

扶養を求めることが明らかに要保護者の自立を阻

害することになると認められる、例えばＤＶであ

ったり、虐待などで逃げてというか、避難してい

る中で生活が苦しいというような、そういった方

々には扶養義務者の照会はしていませんというふ

うになっていますけれども、当市としては名寄市

においてはこの辺どのように対応されているのか

お聞きをしたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほど議員がお

話ありました書籍につきましては、これは一般の

民間の出版社さんがおまとめになっていて、厚生

労働省が監修しているものではないというふうに

思っておりますので、私どもとしては所持はして

おりますが、原則としては、先ほども申し上げま

したように、厚生労働省の社会局長通知でござい

ます生活保護法による保護の実施要領についてと、

これが一番の部分になっていると思いますので、
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そこの内容について十分疑義があった場合につい

てはそこに立ち止まりながら、もちろん今議員の

御紹介いただいた書籍も参考にしながらさせてい

ただいているところでございます。扶養義務者の

照会等々につきましては、先ほども壇上でも答弁

でもお話しさせていただきましたが、制度の内容

については扶養義務者のことだけではなくて、全

般的に一概に全てこうですということで説明でき

ない部分が非常に多岐にわたっているというとこ

ろがございますので、個別の状況による判断した

り、対応しなければならないという部分がござい

ますので、私どもとしては十分お話を伺う中で、

相談をきちんと伺う中でどういうふうにしていく

のかという援助方針を定めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、今後ともそのような形

で進めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 生活保護の申請、また

相談に来られる方々というのは、やっぱり実際誰

にも頼れない、やむにやまれぬここに来たという

方が私はほぼだというふうに感じています。そう

いった方々にその点をまず聞いていたと。先ほど

部長がおっしゃったように、ためらわずに相談に

来てほしいというふうなお話がありました。そう

いうふうな思いでまず行っているところに実情を、

どうなのかというところら辺をやっぱり聞き出し

ていただきたいなというふうに思っているのです。

中には、以前お話聞いたときには相談に行きたく

ないぐらいいろいろ言われてしまったというよう

な、そんなこともありました。ですから、そうい

う相談に来られた方に、いつも言わせていただい

ているのですが、寄り添いながら実情を聞いてい

ただくということが必要ではないかなというふう

に思いますが、この点について改めてお考えをお

聞かせください。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほど申し上げ

ましたように、ケースワーカーは公務員であると

ともに、社会福祉の援助職でもあるということで、

今議員のお話があったように、相談のあった内容

は受け入れるというか、受け止めるということは

必要かなというふうに思っています。その上で、

生活保護という制度でございますので、権利もあ

りますけれども、守っていただかなければならな

い義務もございますので、義務の御説明をする中

でその義務の内容が厳しいというふうに判断され

る方ももちろんいらっしゃるというふうに思いま

す。ただ、受け止められた内容についても私たち

も真摯に受け止められた方の感情とかも配慮しな

がら、今後も業務を進めてまいりたいと思います。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） もう一点、収入認定に

ついての考え方についてもちょっとお考えをお聞

かせいただきたいと思っているのですが、収入認

定、稼働収入も含めてなのですけれども、認定を

除外するものもあるのだと。収入でありながら収

入として取り扱わないこととしているものも若干

ありますよということで、特定の金銭ということ

で、冠婚葬祭の場合の祝金や香典料、地方公共団

体などから出される福祉増進のためのものという

ことが言われているのですけれども、今市内では

各町内会で敬老会が行われております。敬老会で

祝金だとか、それから祝い品だとか贈られている

のですけれども、これは収入になるでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 低所得者の方に

対する給付金、国や本市でも行っております給付

金につきましては明確に対象にならないとお答え

できるのですが、それ以外の、申し訳ございませ

ん、各町内会さんとか敬老会の中で行われている

内容につきましては私ここのところでお答えする

すべを今持ち合わせてございませんので、給付金

については対象にならないということは明確に申

し上げられますが、それ以外についてはちょっと
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個別の対応になってくるかと思いますので、ここ

については答弁控えさせていただきたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 後ほど詳しくお知らせ

いただければというふうに思いますが、併せて香

典料についてもいろんな御意見も寄せられている

ところでありますので、この点についても改めて

後ほど確認をさせていただければというふうに思

います。

それで、相談者への対応のところについてなの

ですけれども、先ほど部長答弁にもありました保

護の相談に当たっては相談者の申請権を侵害しな

いことはもとより、申請権を侵害していると疑わ

れるような行為も厳に慎むことということであり

ます。やっぱり先ほど権利もあるけれども、保護

を受ける側の原理として保護の補足性の原理とい

うことでありまして、保護を受ける側に求められ

るものについていろいろな言い方もあるかもしれ

ません。指導指示、指導したり、指示したりとい

うところら辺で。ある方では、脅しのように聞こ

えてしまったと言われた方もいらっしゃいました。

そういうふうな、いろいろやり取りの中でそうい

ったことになってしまったのか、最初からそうだ

ったのか、そういったことが把握できない状況で

このように言うのも大変申し訳ないのですが、こ

ういったところの相談者への対応というあたりで

は再度どのようにお考えかお聞かせいただきたい

と思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 先ほども申し上

げましたが、今議員がおっしゃっていただいたよ

うに、相談に来られた方だとか、あと保護を受け

られている方に対する対応については真摯に行う

ことということが定められておりますので、その

ことを念頭に置きながら進めさせていただいてお

りますが、ただ、今議員のおっしゃられたような

ことで感情を持たれた方がもしいるとするのであ

れば、そういう方がいたということを受け止めつ

つ、私どもとしては今後対応する中でどのような

在り方がいいのかということはまたこれ検討して

いかなければならないかなというふうに思ってお

ります。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） あと、そういったお互

いの保護を受ける側、そして相談を受ける方々に

とって、先ほども言いましたように、制度の中身、

またどう対応するかというところの熟知といいま

すか、そういったことが必要だというふうに思う

のですが、これは帯広市の福祉事務所が今年７月

に改訂版として出された生活保護利用のしおりな

のですが、全部振り仮名が打ってあります、全て。

びっしり振り仮名打ってあって、誰もが見ても分

かるようになっているのです。先ほど御答弁では

申請が決定された方にこういった内容ですよとい

うのをお渡ししているということでしたけれども、

やはりホームページを開けたときに生活保護とい

う制度があるのだということで調べてみようと思

った方々が分かりやすく、どのようになっている

のか、こういうことだ、気をつけなければいけな

いのだななどということが分かる内容になってい

るのではないかというふうに思います。これをぜ

ひ申請し、そして申請が決まって、決定して、そ

れからではなくて、その前から、一切名寄市のホ

ームページにはこの生活保護のことが、制度がど

んなものかということが分かりません、ホームペ

ージ開いただけでは。ですから、こういうふうに

分かる内容になっていれば、不正に受給するとい

うようなことも随分、今不当な対応とともに不正

な受給も増えているということでありますので、

やっぱりそういうお互いがしっかりとこの制度を

分かっていくということが必要なのだろうという

ふうに思いますが、こういったしおりを発行する

お考えはあるかないかお聞かせをいただきたいと
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思います。

〇議長（山田典幸議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今保護のしおり

の発行の考え方ということで、先ほども申し上げ

ましたが、保護を受給されている方々のしおりと

いうのはお渡しさせていただいて、重複しますが、

担当のケースワーカーだとか、あと担当の民生委

員、担当というか、地区の民生委員さんのお名前

とかの連絡先を入れさせていただいていますが、

今議員から御指摘いただきました振り仮名がでは

振られているかというと、振られていませんでし

たので、ここはちょっと早速できる部分について

はやっていきたいなというふうに思っています。

また、保護を受けられていない方々についての周

知という部分で、先ほど壇上でもお話しさせてい

ただきましたが、まずは相談にというところの部

分で、生活保護の制度の概要だとか一般的事項を

周知するということは私どもとしても必要かなと

いうふうに思っています。相談につなげていくた

めにどのような形で周知していくかということは、

これ生活自立支援、困窮者対策にもつながってい

く部分もあるというふうに思いますし、先ほど小

田原市の説明をさせていただきましたが、小田原

市さんはそういう事件があったからか知りません

が、ちょっと今手元に持っていますけれども、振

り仮名も振ってありますし、そのときに受けた国

立保健医療科学院の研修ではとてもいいしおりだ

ということでお話はいただきましたので、相談を

受けようと思っていただけるようにホームページ

上で一定の研究をさせていただきたいなというふ

うに思っております。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ためらわず相談をして

くださいって、これは本当に大事かなというふう

に思っています。これが皆さんに伝わるようにぜ

ひ対策を練っていただきたいということを強く求

めて、次に行きたいと思います。

名寄大学の魅力発信についてであります。９月、

オープンキャンパス、二十何日だったかと思うの

ですが、申込み状況が分かればお知らせいただけ

ればなというふうに思うのですが。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） ３回目のオ

ープンキャンパス、９月２８日に開催する予定で

ございます。今３回目の部分についてはまだ申込

みの段階ということで、私数値をまだ把握してお

りませんので、申し訳ございませんけれども、ま

た分かり次第御報告させていただきたいと思いま

す。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ありがとうございます。

いろんなことに取り組んでおられることを今日御

紹介いただいたなというふうに思っています。学

校訪問についても今まで以上の取組を進めている

ということなのですが、大学を選ぶ基準といいま

すか、私も社会人入学、短大のときでしたけれど

も、このときに何を基準にしたかというと、学校

の偏差値であったり、それから学費であったり、

それからあと国家試験の合格率です。これもすご

く高かったということもあって、学費のことも含

めて名寄短大を選んだのですけれども、あと学生

の方々の話を聞くと、教授の顔ぶれといいますか、

研究や、また論文発表などこういった部分につい

ても関心もあるというふうなお話も聞いていると

ころであります。ホームページを見てみました。

これちょっと最近の取組でないかというふうに思

うのですが、教員による学問のミニ講座というの

がされていて、５名の教授の方々がホームページ

上でミニ講座されていました。５名だったのです

けれども、もっともっとほかの先生方も出たらい

いのではないかというふうに思ったのですが、そ

の辺どのようになっているのかお聞かせいただい

ていいですか。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） ホームペー
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ジ上に掲載されておりますミニ講座の部分につい

ては、５名ということで今掲載されておりますけ

れども、その部分については多分もっともっとお

聞きしたいという要望もあるかなと思いますので、

学内のほうでまた検討させていただいて、そうい

った要望の部分について応えていきたいと考えて

おります。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ぜひ、いろんな先生方

がいらっしゃって、学生の様子というのはホーム

ページ見ていると生き生きとされて、元気にされ

ているというのが見えているなというふうには思

うのですけれども、先生方もかしこまった写真だ

けが出ていたりするので、やっぱりミニ講座とい

うか、お話しされている状況なんかも目にするこ

とができれば、また学校を選ぶ基準になっていく

のかなというふうに思っています。ぜひ進めてい

ただきたいなというふうに思います。また、来年

の令和７年度からはネットで出願もできるように

なるだとか、それから先ほど相談などもあって、

ウェブで進学相談も受け付けている、こういった

こともどんどん広まって、学生、高校生やほかの

方々のところにももっと広がっていけるといいな

というふうに思っています。この辺の宣伝といい

ますか、ＰＲの状況はホームページ上に載っかっ

ているだけでしょうか。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 相談の部分

につきましては、昨年度から共通テストが終わっ

た後、オープンキャンパスでないのですけれども、

ウェブの受付というか、相談とか大学のほうを周

知していただくような取組もさせていただいてお

ります。やっぱりオンラインによる取組というの

は、通常の来場型のオープンキャンパスと違って、

大学の中でいろいろ可能性としてできると思いま

すので、そこの部分は今学内の中でも検討してお

りますけれども、積極的に取り入れて、高校訪問

とかいろんな進学相談会のときにも周知させてい

ただいて、何かあったときにもそういったことで

大学のほうで相談できるというような体制をつく

っていきたいということで考えております。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） ＳＮＳの発信というこ

とで、積極的にいろんな場面で取り組んでいらっ

しゃいますので、ぜひとも多く広げていただけた

らいいなというふうに思っています。学生支援の

ところで奨学金制度などについてもお知らせをい

ただきました。私市民の方々からよく言われるの

がとにかく学生さん、報告もあったように、アル

バイトをしながら頑張っているので、何か応援し

たいのだというようなお話なのです。これはどう

か、あれはどうかといろいろ提案もあるのですけ

れども、やっぱりふるさと納税から奨学金支援さ

れているということがまだあまり市民に知らされ

ていないのではないかなという気がするのです。

名大奨学金という給付型の、これはすぐ皆さんに

お知らせできるのですけれども、そこら辺積極的

に発信していっていただければなというふうに思

っています。私ごとになるのですけれども、私が

社会人入学したときに複数人いました、社会人入

学した学生が、私を含めて。それで、教員の皆さ

ん方が科をまたいで看護科の、私は栄養科だった

のですが、看護科の先生方も含めて社会人入学者

を応援しようと励ます会をつくってくれて、励ま

す会を開いてくれたのです。すごくうれしかった

です。大人だった、５０が目の前だったから、す

ごく恥ずかしかったのですけれども、でも社会人

入学で頑張っているのだから、あなたもどうぞと

いうふうに言っていただいて、応援していただい

た。それからあと、国家試験に対しての特別講義

も、短大でしたから、社会に出て、実務経験２年

終えてから国家試験受験です。資格です。ですか

ら、勉強のことが抜けている中で特別講義します

よというはがきをいただいて、そして短大のとき

に来て、受講して、何とか国家試験に受かったと

いうふうにして、本当に小さいからこそ目配りと
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いいますか、学生一人一人に寄り添った教育がで

きる学校なのだなというのをしみじみ、大人です

から、そういった部分も含めて感じることができ

て、これをやっぱり引き続き進めていただきたい

なというふうに思っています。

先ほどお話しした学費の問題では、今日の報道

で東京大学が来年度から２割値上げだというニュ

ースが上がっていました。これがどんどん広がっ

ていかないことを切に望んでいるのですけれども、

先ほど事務局長のほうからお話があったように、

学生の確保というところら辺ではやはり大学の魅

力、こんなにいろんなことがされている名寄大学

です。本当に卒業された方々が全国に散らばって、

そこでまた里帰り訪問というのもあるというふう

に報告がありましたけれども、こういうふうにし

てみんなが広げていただいている名寄大学を市民

としても、私は卒業生としても応援していきたい

というふうな思いです。一言あれば、お聞きした

いと思いますが。

〇議長（山田典幸議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 先ほども答

弁させていただきましたけれども、今回里帰り訪

問とかのお話もさせていただきましたけれども、

大学の学生確保という部分について今までは教職

員中心でやっていたものを学生もその中に加わっ

て一緒にやるという、そして大学総出という、そ

れにプラスして市民の方々の部分もやっぱり周知

させていただいて、名寄市全体で名寄市立大学を

応援していくのだということを、特に私はオープ

ンキャンパスのときに保護者担当の説明をさせて

いただいているのですけれども、保護者の方がそ

ういった、こんなに名寄市の市民の方が応援して

くれるのだということでびっくりされる光景をよ

く見ます。ですので、先ほども言いましたように、

大学全体、学生も含めて全体、そして名寄市も含

めてのみんなで大学のほうをＰＲ、今後もさせて

いただきたいということで考えております。

〇議長（山田典幸議員） 川村議員。

〇８番（川村幸栄議員） 引き続き応援をしてい

きたいというふうに思います。

それでは、時間がなくなってきました。名農キ

ャンパスの利活用に関わってであります。これは

北海道の管轄でありますから、どうかなというふ

うに思いながら質問をさせていただいたところで

ありますけれども、しかし市民の方々からは名農

キャンパスがなくなることへの不安といいますか、

先ほどお話ししたように、やっぱり優秀な農業者、

また地域経済を牽引する人材を輩出してきた名寄

の農業高校、私は高校のときは、士別高校出身な

のですけれども、そこからも、士別中学校からも

名寄高校を目指していった、すごいなというふう

な憧れの思いで見ていたことを思い出します。そ

れぐらいやっぱり名寄農業高校がこの地域になく

てはならないところだったというのを改めて思っ

ているのですが、ですから学校としてはなくなっ

てしまいますけれども、しかしキャンパスを何と

か教育設備が整った施設としての残すことはでき

ないだろうかというような思いで今回取り上げさ

せていただきました。確かに道の管轄ですから、

いろいろ利活用については道であったり、市も参

加して検討がされているという御報告がありまし

たけれども、そこに市民の意見、願いもぜひ届け

ていただきたいなというふうに思っています。教

育設備が整っている中で、学生寮があります。こ

こに注目をしました。寄宿舎が障がい児の日常生

活を通した発達の場であること、障がい児の精神

的自立を促す寝泊まりのある生活、ぶつかり合う

仲間との生活を通して育む教育と言えると、研究

者の方の話でありました。現在においても子供た

ちが学校から帰って、翌日登校するまでの生活の

場として寄宿舎は多様な機能を発揮していると言

われています。そういうところでぜひここを活用

していただけないものかというふうに考えていま

す。御紹介をさせていただきたいのですが、ちょ

っと古くなりますけれども、２０１２年６月、特

別支援教育の在り方に関する特別報告、中教審で
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す、では多様な学びの場として寄宿舎に触れ、イ

ンクルーシブ教育システム構築のため特別支援学

校の持てる機能を活用する観点から寄宿舎の役割

について検討していく必要があるとして、各特別

支援学校の寄宿舎は、中略です。自立し、社会参

加する力を養う貴重な場と報告されているところ

であります。引き続き２０２２年３月公表の学校

施設の在り方に関する調査研究協力者会議の報告

においても、この押さえは変わっておりません。

多くの障がいのある子供やその保護者は、通学困

難といった限定した入舎基準ではなくて、入舎、

寄宿舎に入る基準ではなく、多様なニーズに応え

た寄宿舎教育こそ求めているのでありますという

ふうなことであります。特別支援学級また学校に

在籍する子供の実態、今重度であったり、そうい

った重複化もしているという状況にあります。そ

うした部分での名農キャンパスの学生寮を活用し

た寄宿舎教育、ここに着目をさせていただいたの

ですが、その点についてどのようにお考えかお聞

かせをいただきたいと思います。

〇議長（山田典幸議員） 伊藤教育部長。

〇教育部長（伊藤慈生君） ただいま特別支援学

校における寄宿舎の役割というのでしょうか、重

要性についてお話をしていただきました。私も改

めて今のお話をもって特別支援学校にとって重要

なものだということは認識はしておりますが、実

は名寄市におきまして令和２年度からこれまで上

川管内の特別支援学校に入学した子供たちは３名

という状況でございます。そういった状況の中で

現在、先ほど議員のほうからもお話ありましたけ

れども、道になかなか要望する状況にはないとい

うことと、あとは多様な子供たちを今の市内の小

中学校で受け入れている状況ということがござい

ますので、繰り返しの答弁になりますけれども、

共生社会というものを実現、形成していくために

やはり学校教育の分野においては共に学ぶ環境づ

くりを整えること、特別支援教育の推進を図って

いくということが重要だというふうに思っており

ますので、教育委員会としては現在のところ名農

キャンパスについて特別支援学校として活用する

予定はないということでございます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ 報告第３号

令和５年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について、報告第４号 令和５年度決算に基づく

資金不足比率の報告について、以上２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 令和５年度

決算に基づく健全化判断比率の報告について及び

報告第４号 令和５年度決算に基づく資金不足比

率の報告について、一括して御報告を申し上げま

す。

報告第３号については、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項、報告第４号に

ついては同法第２２条第１項の規定に基づき令和

５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率を御報告を申し上げます。

なお、細部につきましては総務部長から説明を

させますので、よろしく御審議くださいますよう

お願い申し上げます。

〇議長（山田典幸議員） 追加説明を木村総務部

長。

〇総務部長（木村 睦君） それでは、私のほう

から報告第３号 令和５年度決算に基づく健全化

判断比率の報告について及び第４号 令和５年度

決算に基づく資金不足比率の報告について一括し

て追加説明させていただきます。

説明資料の２ページをお開きください。初めに、

総括表①、健全化判断比率の状況（令和５年度決

算）についてでありますが、実質赤字比率及び連
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結実質赤字比率については赤字が発生していない

ことから、バー表示、実質公債費比率については

前年度より０．４ポイント減の９．９％、将来負

担比率については４．１ポイント増の９．３％と

なりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。３ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況（令和５年度決算）につ

いてでございます。表の左上の欄は一般会計等の

赤字の割合を示す実質赤字比率の積算内訳を記載

しています。一般会計の実質収支は３億５，０７

４万９，０００円の黒字、市立大学特別会計の実

質収支はゼロ円となっており、分母である標準財

政規模に対する割合はマイナス２．７１％で、実

質的な赤字が発生していないことを示しています。

次に、表の右下を御覧ください。一般会計等に加

え、特別会計、企業会計など全ての会計を対象と

した連結実質赤字比率の積算内訳を記載させてい

ただいております。全ての会計の実質収支を合計

すると２４億９，８０３万円の黒字となり、この

額が標準財政規模に占める割合はマイナス１９．

３４％であることから、特別会計、企業会計を合

わせた全ての会計においても実質的な赤字が発生

していないことを示しております。

４ページをお開きください。総括表③、実質公

債費比率の状況（令和５年度決算）についてであ

ります。実質公債費比率とは、一般会計の公債費

に加え特別会計や企業会計、一部事務組合などへ

の公債費に準じた繰出金や負担金などの合計額が

標準財政規模に占める割合をいい、直近の決算の

３か年平均を用いて算出いたします。令和５年度

は、準元利償還金の減少などにより、単年度比率

では９．９０％と前年度より０．０５ポイントの

減少となりましたが、３か年平均にしますと令和

４年度より０．４ポイント減の９．９％になりま

した。

５ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況（令和５年度決算）についてであり

ます。将来負担比率とは、地方債残高など一般会

計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政規

模に占める割合をいいます。上段の将来負担額は、

地方債の現在高、債務負担行為に基づく支出予定

額、公営企業等繰入れ見込額、職員の退職手当見

込み負担額など将来にわたって負担すべき金額を

記載させていただいています。また、中段の充当

可能財源等は、充当可能な基金や公営住宅使用料

等の特定歳入、将来にわたって地方交付税で措置

される基準財政需要額算入見込額などを記載して

います。令和５年度につきましては、地方債現在

高は減少いたしましたが、充当可能基金の減少や

地方債現在高の減に伴う基準財政需要額算入見込

額の減少幅が大きく、前年度より４．１ポイント

増の９．３％となりました。

６ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況を表しております。企

業会計である病院事業会計及び水道事業会計、下

水道事業会計の繰り出し相当の額は貸借対照表に

おける流動負債から翌年度償還の企業債等の額を

控除した金額を、また歳入相当の額は流動資産の

額をそれぞれ記載しており、その差額が資金不足

額となります。各会計とも歳入相当額が歳出相当

額を上回っているため資金不足は発生していない

ことから、資金不足比率は算出されません。

また、食肉センター事業特別会計についても歳

出歳入の決算額を記載しておりますが、こちらは

一般会計繰入金で調整しておりますので、収支均

等となっており、資金不足は発生しておりません。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

〇議長（山田典幸議員） これより、報告第３号

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号外１件を終結いたします。

令和６年９月１１日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１２日から９月１

９日までの８日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１２日から９月１９日までの

８日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午前１１時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 東 川 孝 義

令和６年９月１１日（水曜日）第３回９月定例会・第４号
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令 和 ６ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和６年９月２０日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１３号 令和５年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１４号 令和５年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和５年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和５年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和５年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 令和５年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和５年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２０号 令和５年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２１号 令和５年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２２号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第４ 議案第２３号 名寄市重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２４号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第６ 議案第２５号 市道路線の廃止につい

て

議案第２６号 市道路線の認定につい

て

日程第７ 議案第２７号 令和６年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第２８号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第９ 議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第３０号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第10 意見書案第１号 女性差別撤廃条約選

択議定書の速やかな批准を求める意見

書

意見書案第２号 学校給食の無償化の

早期実現を求める意見書

意見書案第３号 ゼロカーボン北海道

の実現に資する森林・林業・木材産業

施策の充実・強化を求める意見書

意見書案第４号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

日程第11 報告第５号 例月出納検査報告につい

て

日程第12 請願第１号 安全・安心の医療・介護

実現のため人員増と処遇改善を求める

請願書（市民福祉常任委員長報告）

日程第13 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

令和６年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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日程第14 委員の派遣について

日程第15 委員の派遣報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第１３号 令和５年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１４号 令和５年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和５年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和５年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和５年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 令和５年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和５年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２０号 令和５年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２１号 令和５年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第３ 議案第２２号 名寄市国民健康保険条

例の一部改正について

日程第４ 議案第２３号 名寄市重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２４号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第６ 議案第２５号 市道路線の廃止につい

て

議案第２６号 市道路線の認定につい

て

日程第７ 議案第２７号 令和６年度名寄市一般

会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第２８号 令和６年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第９ 議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第３０号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第10 意見書案第１号 女性差別撤廃条約選

択議定書の速やかな批准を求める意見

書

意見書案第２号 学校給食の無償化の

早期実現を求める意見書

意見書案第３号 ゼロカーボン北海道

の実現に資する森林・林業・木材産業

施策の充実・強化を求める意見書

意見書案第４号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

日程第11 報告第５号 例月出納検査報告につい

て

日程第12 請願第１号 安全・安心の医療・介護

実現のため人員増と処遇改善を求める

請願書（市民福祉常任委員長報告）

日程第13 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第14 委員の派遣について

日程第15 委員の派遣報告

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員
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３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（山田典幸議員） ただいまの出席議員数

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

〇議長（山田典幸議員） ここで清水一夫議員か

ら発言を求められておりますが、これを許可して

よろしいですか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

発言を許可します。

清水一夫議員。

〇７番（清水一夫議員） 私が９月９日に行いま

した一般質問において、大項目１、ノルディック

スキー競技場の整備について、小項目２、健康の

森のクロスカントリーコース場の整備についての

再質問の中で市が策定したクロスカントリーコー

スの整備計画は名寄地方スキー連盟と共有されて

いないと発言しましたが、一定の共有はされてい

ることを確認しました。つきましては、議長にお

いて発言の内容を精査した上で、会議録から削除

または訂正をいただきますようお願い申し上げま

す。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） ただいまの清水議員か

らの申出のとおり、会議規則第６５条の規定に基

づき一般質問の発言内容について議長において精

査の上、削除または訂正いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、発言内容について精査の上、会議録か

ら削除または訂正することといたします。

〇議長（山田典幸議員） 日程第２ 議案第１３

号 令和５年度名寄市一般会計決算の認定につい

て、議案第１４号 令和５年度名寄市国民健康保

険特別会計決算の認定について、議案第１５号

令和５年度名寄市介護保険特別会計決算の認定に

ついて、議案第１６号 令和５年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計決算の認定について、議案第

１７号 令和５年度名寄市後期高齢者医療特別会

計決算の認定について、議案第１８号 令和５年

度名寄市立大学特別会計決算の認定について、議

案第１９号 令和５年度名寄市病院事業会計決算

の認定について、議案第２０号 令和５年度名寄

市水道事業会計決算の認定について、議案第２１

号 令和５年度名寄市下水道事業会計決算の認定

について、以上９件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

決算審査特別委員会、東千春委員長。

〇決算審査特別委員長（東 千春議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、今定例会で決算

審査特別委員会に付託されました議案第１３号

令和５年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１４号から議案第１８号までの各会計の決

算の認定について、議案第１９号から議案第２１

号までの各事業会計決算の認定について、決算審

査特別委員会の審査の経過と結果の御報告を申し

上げます。

第１回委員会は、９月２日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私東千春が、

副委員長には高野美枝子委員が選任されるととも

に、審査日程を９月１７日、１８日、１９日、２

０日の４日間と定めました。

審査期間中は、市長をはじめ関係する職員の出

席を求めるとともに、必要な資料の要求などをし

た上で、各会派の代表による総括質疑並びに委員
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による質疑を行い、慎重に審査を行いました。

審査経過につきましては、本委員会は全議員を

もって構成された特別委員会でありますので、詳

細な報告は省略をさせていただき、審査の結果の

みを御報告申し上げますので、御了解をお願い申

し上げます。

本委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他の４特別会計、病院事業会計、

水道事業会計、下水道事業会計についてはいずれ

も全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。

したがって、本委員会に付託されました各会計

決算につきましてはいずれも予算の執行が適正で

あったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

本委員会の開催中、運営に終始御協力をいただ

きました高野副委員長、丁寧な答弁をしていただ

きました理事者の皆様並びに連日慎重かつ熱心に

審査を尽くしていただきました委員の皆様にお礼

を申し上げますとともに、日程どおりに終えるこ

とができましたことに感謝を申し上げ、報告を終

わります。ありがとうございました。

〇議長（山田典幸議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第１３号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会で審査をしておりますので、この際

質疑を省略し、直ちに採決を行います。

お諮りいたします。議案第１３号 令和５年度

名寄市一般会計決算の認定について委員長報告の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１３号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１４号 令和５年度

名寄市国民健康保険特別会計決算の認定について

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、議案第１４号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１５号 令和５年度

名寄市介護保険特別会計決算の認定についてから

議案第２１号 令和５年度名寄市下水道事業会計

決算の認定についてまでの７件について委員長報

告のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号から議案第２１号までの

７件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第３ 議案第２２

号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２２号 名寄市国

民健康保険条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律が公布をされ、現行の被保険者証が廃

止となり、マイナンバーカードと被保険者証が一

体化されることに伴い、被保険者証の返還に応じ

ない者等に対する規定が削除されたことから、過

料に関する規定を変更するため、本条例の一部を

改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

令和６年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第４ 議案第２３

号 名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号 名寄市重

度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律が公布をされ、現行の被保険者証が廃

止となることから、受給者証の提示に関する規定

を変更するために本条例の一部を改正しようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第５ 議案第２４

号 工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２４号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

令和６年度瑞生団地整備工事については、令和

６年３月２１日に中舘・近藤特定建設工事共同企

業体と２億２，０００万円で工事請負契約を締結

し、現在施工中でございます。変更内容は、基礎

くいの施工において一部の支持地盤が設計より深

い位置にあったため、一部のくい材を所定の地盤

強度に到達する長い資材に変更して施工したもの

でございます。このことによりまして資材費が増

加をし、契約金額を変更する必要が生じたため、

既存の契約金額に８１万４，０００円を加えて、

２億２，０８１万４，０００円で当該企業体と変

更契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第６ 議案第２５

号 市道路線の廃止について、議案第２６号 市

道路線の認定について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２５号 市道路線

の廃止及び議案第２６号 市道路線の認定につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第２５号 市道路線の廃止について

申し上げます。本件は、整理番号３０１０、南西

７条仲通、整理番号３０１４、南西８条通、整理

番号３０３２、徳田４番通の３路線を都市計画法

第２９条に基づく開発行為により設置され、同法

第４０条第２項に基づき名寄市に帰属する公共道

路に接続することから、認定替えのため一旦廃止

するものでございます。

次に、議案第２６号 市道路線の認定について

申し上げます。本件は、議案第２５号により廃止

をした３路線を設定し直そうとするものでござい

ます。

加えて、都市計画法第２９条に基づく開発行為

により設置をされ、同法第４０条第２項に基づき

名寄市に帰属をする公共道路を整理番号３０６４、

徳田５号線として新たに認定しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、議案第２５

号外１件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２５号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第２５号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第７ 議案第２７

号 令和６年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２７号 令和６年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ３，６０７万２，０００円を追加を

し、予算総額を２４９億３，３４６万６，０００

円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして感染症対策事業費３，１１５

万２，０００円の追加は、新型コロナウイルス感

染症が予防接種法のＢ類疾病に位置づけられたこ

とから、インフルエンザ定期接種と同様に６５歳

以上の方と６０歳から６４歳で重症化リスクの高
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い方を対象に接種費用の助成を行い、重症化予防

を図ろうとするものでございます。

８款土木費におきまして排水機場維持管理事業

費７２万円の追加及び１１款災害復旧費におきま

して公共土木施設災害復旧事業費４２０万円の追

加は、７月２３日と８月９日の大雨に際し緊急的

に稼働した排水ポンプ等に要した経費及び道路や

河川に生じた被害の復旧に要する経費について追

加をしようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加などに伴う国庫支出金などの特定財源を計上す

るほか、前年度繰越金で収支の調整を図ろうとす

るものであります。

第２表、地方債補正は、公共土木災害復旧事業

を追加しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第８ 議案第２８

号 令和６年度名寄市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２８号 令和６年

度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ３５万円を追

加をし、予算総額を５億２，２０２万６，０００

円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。３款諸支

出金におきまして保険料還付金３５万円の追加は、

被保険者から特別徴収されていた保険料の還付金

額確定について日本年金機構から通知をされたこ

とから、不足額を追加し、返還しようとするもの

であります。

歳入におきましては、３款諸収入において北海

道後期高齢者医療広域連合から保険料還付金に対

する補填があったことから、３５万円を追加しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（山田典幸議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第９ 議案第２９

号 名寄市議会委員会条例の一部改正について、

議案第３０号 名寄市議会会議規則の一部改正に

ついて、以上２件を一括議題といたします。
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提出者の説明を求めます。

遠藤隆男議員。

〇１３番（遠藤隆男議員） 議案第２９号 名寄

市議会委員会条例の一部改正について、議案第３

０号 名寄市議会会議規則の一部改正について、

一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、地方自治法の改正に伴いオンラインに

よる方法により委員会を開催すること、また議会

における手続について情報通信技術を利用した方

法により行うことなどを可能とするために必要と

する事項を定めるほか、文書等の整理を行うため、

当該条例及び規則の一部を改正しようとするもの

です。

以上、提案の理由とさせていただきます。

〇議長（山田典幸議員） お諮りいたします。

本件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採

決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより議案第２９号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第２９号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２９号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１０ 意見書案

第１号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな

批准を求める意見書、意見書案第２号 学校給食

の無償化の早期実現を求める意見書、意見書案第

３号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・

林業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書、

意見書案第４号 国土強靱化に資する社会資本整

備等に関する意見書、以上４件を一括議題といた

します。

お諮りいたします。意見書案第１号外３件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外３件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外３件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１１ 報告第５

号 例月出納検査報告についてを議題といたしま

す。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承をお願いいたします。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時２６分

再開 午後 １時２６分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

日程第１２ 請願第１号 安全・安心の医療・

介護実現のため人員増と処遇改善を求める請願書

を議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、高橋伸典委員長。

〇市民福祉常任委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、令和６年第３回定

例会初日に市民福祉常任委員会に付託されました

請願第１号 安全・安心の医療・介護実現のため

人員増と処遇改善を求める請願書について、審査

経過及び結果について御報告申し上げます。

委員会は、９月１１日、９月１７日の２回開催

し、担当職員の出席を求め、慎重に審査を行いま

した。

９月１１日の委員会では、付託された請願第１

令和６年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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号の審査に当たり紹介議員から趣旨説明を受けた

後、担当職員により請願内容の厚生労働省の介護

職員、介護職員以外の基本報酬の見直しについて、

各サービスの報酬、基準に係る見直しの内容、福

祉、介護職員等処遇改善加算及び加算率について

説明を受けました。なお、質疑では委員から算定

基準の４段階の処遇改善で各事業所の柔軟な配分

の考え方についての質問に対し、処遇改善加算に

は４段階あり、訪問介護であれば２４．５％の加

算。訪問介護の中にも事務員に充ててもよく、働

いている介護職員だけに与えてもよく、それ以外

の職員や全ての方々に薄く広く充ててもよいとな

っている。給与以外の福利厚生に回す可能性があ

り、事業所の中で経営者が柔軟に対応することが

厚生労働省の考えですと答弁がありました。

９月１７日の委員会では、委員間討論を行い、

委員からは医療、介護施設への経済的援助の拡充、

ケア労働者への賃上げと人員配置増は重要だが、

１番目の政府の責任において全額公費による追加

の賃上げ支援策を実行することが適切なのか。２

番目の臨時改定を実施することが現実に可能なの

か。５番目の患者、利用者の負担を軽減すること

に対して軽減が明確でなく、問題解決になるのか

が疑問であると意見がありました。また、採択し

た後、処遇を考えると具現化がされないとの意見

もありました。

委員からは、診療報酬改定やベースアップの目

標だが、他産業が５％から１０％の賃上げはされ

ているとありましたが、精査する中でほかの産業

や中小企業の賃上げがそうではない部分や介護報

酬の関係が全産業から大きく下回る客観的な証明

がされていない。さらには、コロナ禍で入院患者

を受け入れられないことが医療崩壊、介護崩壊の

原因で、そのため人員不足が起きたかのようにな

っていることから、請願の趣旨は理解できない委

員が多くおられました。

その後採決の結果、全会一致で請願を不採択と

すべきものと決定をいたしました。

以上をもちまして令和６年第３回定例会で付託

されました請願第１号 安全・安心の医療・介護

実現のため人員増と処遇改善を求める請願書につ

いての審査の経過と結果の報告を終わらせていた

だきます。

〇議長（山田典幸議員） これより委員長報告に

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長の報告は不採択です。

本件を委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

本件は委員長報告のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（山田典幸議員） 起立多数であります。

よって、請願第１号は委員長報告のとおり不採

択とすることに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３２分

再開 午後 １時３３分

〇議長（山田典幸議員） 再開します。

日程第１３ 閉会中継続審査（調査）の申し出

についてを議題といたします。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１４ 委員の派
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遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。配付のとおり、委員を派遣

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（山田典幸議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（山田典幸議員） 日程第１５ 委員の派

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、東川孝義委員長。

〇総務文教常任委員長（東川孝義議員） 総務文

教常任委員会の行政視察について報告いたします。

当委員会では、複合施設の在り方についてを調

査研究のテーマとして、７月２２日から２４日ま

での３日間、道内の滝川市、富良野市、小清水町

の３か所で行政視察を行ってきました。滝川市で

は、公共施設複合化の取組について、図書館の在

り方について議論が進められる中、移転に係る費

用、移転の効果といった視点で市役所庁舎内へ移

転する公共施設複合化について視察を行いました。

滝川市では、平成１８年に図書館移転計画検討委

員会を発足させ、財政的な課題、利便性、施設の

状態、維持管理費、利用者からの視点、市民アン

ケートなど様々な面から検討が行われ、町なかの

庁舎内への移転が決定したとのことでした。市庁

舎２階への図書館移転に当たり、市役所に用務の

ある市民を３階以上に上げることに対する職員の

声もありましたが、市民からの苦情はなかったと

のことです。滝川市立図書館の特徴は、行政、ほ

かの機関、団体など多方面との連携に力を入れて

いる点では市役所の多くの課と連携した啓発展示

を行い、行政と市民をつなぐ役割を果たしていま

した。保健所、警察署、歯科医師会などの啓発展

示、企業や寺院、学校と連携した講演会、読み語

り会などを数多く行い、市民の目を多方面に向け

させる機能も発揮していました。また、図書館で

の購入雑誌数を維持する取組として、雑誌ささえ

隊という制度をつくり、企業、団体、個人からの

雑誌の年間購読料の寄附を募り、雑誌の裏には会

社、団体のＰＲを入れ、ホームページに紹介を掲

載することで財政上の支えはもとより、商店街、

企業との連携を深める取組に成功していました。

滝川市の公共施設複合化の取組は、職員数減少に

よる市庁舎フロアに余裕ができた時期と図書館の

老朽化の時期が重なり、市民に親しまれる図書館

をつくろうとする熱意が公共施設複合化の成功に

導いたことを学ぶことができました。

富良野市では、複合庁舎建設の取組について、

老朽化し、耐震性が不足している庁舎の建て替え

と隣接する文化会館も同様な状態からコスト削減

も含めた複合庁舎建設に至った経緯について視察

を行いました。富良野市では、平成２３年の東日

本大震災を契機に庁舎建設の基本方針をまとめた

富良野市庁舎建設基本構想を策定、市民、議会、

行政一体の新庁舎建設検討委員会を設置し、文化

会館を含めた基金の設置を行い、具体的な検討を

行ったとのことです。市民理解の取組では、市が

作成した基本構想をたたき台に市民検討委員会で

協議を重ね、基本計画策定後パブコメと並行し市

民説明会を実施し、合意形成を図ったとのことで

した。庁舎機能の集約では、西側にホールを備え、

東側は１階に文化会館機能として会議室などの貸

し館を集約、庁舎機能は２階以上とし、２階は市

民窓口フロアを集約、３階は執務室フロア、４階

は議会フロアと分かりやすい構成としたとのこと

です。非常に悩んだところとして、１階に庁舎機

能がないことから、総合窓口を新設し、ワンスト

ップ機能を導入して、簡単な手続ができる体制と

して市民への利便性を確保していました。防災機

能強化の取組では、ＢＣＰにも付随し、自家発電

による発電機、７２時間給電が可能、上下水道途

絶時対策として受水槽、雑用水槽、汚水貯留槽が

設備機能として備わっていました。食料、消耗品

等の備蓄品は、保管庫の大幅な拡充を盛り込んで

建築され、災害時には垂直避難の視点から本部を
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３階に、４階の議場はユニバーサルデザインとし

て、有事の際多目的に活用することができる設計

となっていました。複合庁舎建設の取組の中で複

合化の是非が問題となり、防災拠点の強化という

視点が加わったことによる相乗効果が大きかった

ものと推察されます。それぞれの自治体が持って

いる歴史や条件により複合化の可能性は様々であ

ると思いますが、当市も人口減、財政基盤の確保、

防災対策など市民の声はもちろんですが、幅広い

専門家の意見も聞きながら公共施設の在り方を学

んだ視察でした。

小清水町では、防災拠点複合型庁舎ワタシノ建

設の取組について、町民が日常を快適に過ごせる

交流、健康拠点と庁舎機能を併せ持った公共施設

としては日本初となるフェーズフリーの考え方を

導入し、災害時の防災拠点としても機能する施設

の視察を行いました。防災拠点型複合施設として

建設された目的は、北海道胆振東部地震がきっか

けとなり、老朽化と耐震不足が課題となっていた

役場庁舎を建て替えることが決定し、基本構想で

は防災拠点となる役場庁舎と避難所、交流拠点で

ある中央公民館、保健センターの一体化を図り、

にぎわいを創出しながらもいざというときは町民

を守る安心と安全の憩いの場となるよう様々な企

業の協力をいただき、フェーズフリーの概念を踏

まえた建設を行ったとのことであります。町民と

の合意形成では、町長の公約でもあるコミュニテ

ィーに関しては飲食ができること、絵画などの展

示スペース、気軽に立ち寄れる場所、フィットネ

ス的な集まりができるなどワークショップを重ね、

様々な年代層の意見を取り入れ、反対意見は少な

かったとのことです。防災拠点型複合施設などの

具体的な機能ですが、施設内には多目的スペース、

カフェ、フィットネスジム、スタジオ、ランドリ

ー機能などを併設し、町民の活動拠点となるにぎ

わいの空間となっていました。複合施設としては

日本初となるフェーズフリーの考え方が導入され

ており、日常的に利用しているものやサービスは

非常時には防災拠点となる機能が各所に設置をさ

れていました。複合施設の運営は、まちのＮＰＯ

法人が担当しており、カフェやフィットネスクラ

ブは地域協力隊をはじめ、新庁舎方針に賛同した

企業、組織が持続可能なまちづくりに向けてノウ

ハウやアイデア、人材を提供していました。防災

拠点型複合庁舎は、日常時、災害時の居場所づく

りでまちのにぎわいと持続可能なまちづくりを目

指し、官民連携で取り組んだコミュニティー再生、

防災拠点の施設として学ぶことができました。

道内３か所の視察を終えて、総務文教常任委員

会のテーマであります複合施設の在り方を含めて

所管する事項について今回の先進視察は得ること

が多くあり、名寄市の今後の施策について提言を

行っていきたいと考えております。

以上、総務文教常任委員会の視察報告とします。

〇議長（山田典幸議員） 続いて、市民福祉常任

委員会、高橋伸典委員長。

〇市民福祉常任委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、市民福祉常任委員

会視察報告をさせていただきます。

市民福祉常任委員会の視察報告を申し上げます。

７月２９日、３０日、２日間で岩見沢市、南幌町、

余市町に行き、子ども・子育て支援策と空き家対

策を中心に視察を行ってまいりました。岩見沢市

では、特徴的な空き家対策について視察をしまし

た。岩見沢市は、石狩平野に位置し、札幌市のベ

ッドタウンとして発展して、平成２２年に人口９

万人を超えました。高齢化社会や大型ショッピン

グセンターが郊外に発展し、中心市街地の空洞化

や年間１，０００人程度の人口減少が進み、全市

的な空き家対策が課題となってまいりました。平

成３０年に岩見沢市空家等対策計画を策定し、特

定空家等除去、解体の支援を表記しました。目的

としては、市民の安全と生活環境保全のため倒壊

や建築資材散乱のおそれや防犯、火災等を未然に

防ぐことであり、不良空き家の除去工事に関わる

費用の一部を助成するものであります岩見沢市不
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良空家除却補助金事業がスタートしました。補助

率が５０％、５０万円を上限とし、年間１０件程

度の除却工事を行うという内容でした。補助対象

とする不良空き家等に、１番目、建物の不良度測

定による評点合計が１００点以上であること、２

番、１年以上の居住や使用がなく、不良空き家及

び車庫や門扉など全てを除却する、３つ目、所有

者または相続人全ての同意が必要など制限があり

ました。補助金交付件数は令和元年６件、令和２

年９件、令和３年８件、令和４年９件、令和５年

３件と全３５件の解体が行われておりました。岩

見沢市では、空き家増加の問題を早期に対応する

など実質的な対策を盛り込み、効果を上げており

ました。名寄市と同じく豪雪地帯で、中心市街地

の空洞化と郊外地区の大型ショッピングモールが

発展したことの類似点があり、国の交付金を利用

し不良空き家を除却し、市民生活の安心、安全を

守る必要があるということを感じました。

続きまして、南幌町では空き家等解体助成事業、

中古住宅購入費助成事業、住宅リフォーム助成事

業についてを視察しました。南幌町では、大規模

な団地造成に伴い、札幌市や千歳市のベッドタウ

ンで、子育て世代の移住促進に向けた施策を推進

したことで急激な高齢化が課題となり、人口急増

した１９９０年代に建てられた住宅が多いため、

今後は空き家が増えていくと予想され、管理不全

空き家にならないよう住宅環境を保持する必要が

ありました。空き家等解体助成事業では、中古住

宅助成事業を追加した理由として、管理不全の状

態の空き家の増加を抑制するとともに、中古住宅

や空き家の認識を深める目的のため追加をし、リ

フォーム工事事業や子育て支援策には基本的に町

単費で、ふるさと納税を財源に充てることができ

ました。空き家等解体助成事業は、解体費用が１

０％、限度額は１件１５万円で、助成件数は３件

でした。中古住宅購入費助成事業は、購入費２０

％、限度額１件２５万円で、助成件数は７件でし

た。住宅リフォーム助成事業は、費用の２０％、

限度額１件３０万円で、助成件数は２８１件でし

た。名寄において市単費やふるさと納税を使用で

きませんが、管理不全空き家や空き家を出さない

施策と国の交付金を活用した空き家の解体、リフ

ォーム助成を進めるべきと感じてきました。

余市町では、ニコニコたまご教室について視察

を行いました。平成１６年から事業を開始、妊婦

とその家族が安心して出産、子育てに臨めること

を目的とし、講座や体験教室などを通して妊娠、

出産、子育てについてイメージ化を図り、氾濫す

る情報を整理する機会や参加者同士の交流の場と

してまいりました。対象は、妊娠３８週までの妊

婦とその家族で、５月、９月、１月に開催、平成

３０年度受講者は１６人と家族１０名、平成３１

年度は受講者数１８名と家族１３名、令和２年度

受講者は１３名と家族が１名、令和３年度受講者

は８名と家族８名、令和４年度受講者は８人と家

族５名、令和５年度受講者は８人と家族が７名で、

参加者からは不安が和らいだ、赤ちゃんが泣いた

とき対応が不安だったが、赤ちゃんの泣く理由と

対処方法が分かってよかった等々の感想がありま

した。その他にも子育て支援に優しい離乳食教室、

すくすく教室や育児孤独を防ぐようこそ！赤ちゃ

ん教室、また祖父母が孫も面倒を見るまごナビ！

事業や道内でどこも実施していない胎児の状態を

エコーで検査する検査費用の助成を行うなど周産

期、出産、幼少期までの子育ての支援のサポート

環境の充実と万全な体制を感じました。少子高齢

化、人口減少社会が進む中、プレパパ、プレママ

が安心して名寄で産み育てられる支援体制に期待

するところであります。

最後に、今回の視察を通して、名寄市が直面し

ている人口減少や少子高齢化社会、とりわけ子育

て世代の減少は今後大きな問題となるであろうと

強く危機感と懸念を抱いております。また、人口

減少や高齢化社会の影響により空き家問題は喫緊

の課題であり、市民の安全で安心できる生活環境

の確保が重要に感じられています。対策として、
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子ども・子育て世代の直接的な支援のほか、居住

環境の維持、向上を図るためにも市街地の空き家

等解体助成事業の活用など解決すべき課題である

と新たに認識したところであります。将来にわた

り安心して住み続けられるまちづくりを目指し、

さらなる市民福祉の向上に向けて市民福祉常任委

員会委員全員が一丸となって取り組む決意であり

ます。

以上です。

〇議長（山田典幸議員） 続いて、経済建設常任

委員会、山崎真由美委員長。

〇経済建設常任委員長（山崎真由美議員） 令和

６年度経済建設常任委員会の行政視察につきまし

て御報告いたします。

当委員会では、７月１６日から１８日までの３

日間、上川郡新得町、帯広市、室蘭市、伊達市の

順に４自治体にて行政視察を行ってきました。新

得町では、名寄１９線の高規格道路インターチェ

ンジの物流拠点化、道の駅的な構想への調査研究

を目的に視察を行いました。新得町は道央と道東

を結ぶ交通の要衝でありながら、町内にインター

チェンジがないことが課題とされておりました。

令和４年９月、再三の要請に対し（仮称）新得ス

マートインターチェンジ及びパーキングエリアの

設置について国土交通省がネクスコ東日本に対し

事業許可を出したことにより、道の駅がパーキン

グエリアの休憩施設としても利活用されることに

なりました。遡って、令和２年３月から役場の若

手職員により基本構想の策定が開始され、公募委

員５名を含む１０名の委員で道の駅整備検討委員

会が設立、基本構想から計画をつくり上げるまで

の議論がなされていました。十勝エリアゲートウ

エー拠点を目指した道の駅整備方針について、課

題を基に求められる道の駅の整備目的、効果につ

いて委員の皆さんの積極的な発言により議論が進

んでいったとのことでありました。道の駅の整備

は、市街地から約８キロメートル離れた道東自動

車道に令和１２年３月供用開始予定で工事が進め

られることになっています。道東道の上り、下り

のパーキングエリアからの利用と市街地からの利

用も可能な形での駐車スペースの整備が計画され

ており、事業方式はＤＢＯ方式、発注方式は公募

型プロポーザル方式、道の駅までのアクセス道路

は北海道が整備するとのことでした。机上説明を

受けた後は現地視察も行い、地形も含め現場全体

の様子を見ることができました。平成２０年頃か

ら地道な要望活動が実を結んだ形でこの道の駅整

備構想が実現したとの説明に、名寄市においても

地域としての考えをまとめ、進んでいくことが望

ましいと感じました。

次に、本市の基幹産業である農業を念頭に、帯

広市で食と農林漁業を柱とした地域産業政策、フ

ードバレーとかちについて視察を行いました。フ

ードバレーとかちの生みの親は、現市長の米沢則

寿氏であります。米沢市長は、就任前より農業、

食の集積地を十勝に形成するというフードバレー

構想を唱え、２０１０年、帯広市長就任後はフー

ドバレーとかち推進協議会（会長・帯広市長、事

務局・帯広市経済企画課）を展開、管内１９市町

村、産学官金４１団体で構成された推進協議会に

おいて、今も十勝のリーダーとして活躍されてい

ます。農林漁業を成長産業にする、十勝の魅力を

売り込む、食の価値を創出するを取組の３本柱と

し、十勝定住自立圏構想の下、連携、協力と役割

分担を最大限に生かし、住民の豊かな生活の確保

とさらなる発展及び魅力向上を目指しています。

国の制度活用も十勝として申請し、国際戦略総合

特区では食産業の研究、開発、輸出拠点の形成、

成長著しい東アジアの食市場の獲得を目標として

います。また、十勝バイオマス産業都市構想では、

バイオガスプラントが５２基稼働し、耕畜連携に

寄与しています。企業とのコラボによる商品開発

及び販売チャンネルの拡大では、明治、ＪＡＬな

ど知名度の高い企業との連携も果たし、その数は

応援企業登録数４８２社、ロゴマーク添付商品１

８８点に上っているなどなど多くの取組内容と成
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果について説明を受けました。新しい魅力ある仕

事づくりとしては、雇用を創出するだけではなく、

経営者をつくる取組としてとかち・イノベーショ

ン・プログラムを展開、野菜の廃棄部分を使って

名刺を作る、夜の帯広街なかを巡る馬車ツアーを

行うなどベンチャーの育成で２４件の事業化を果

たしているとの説明に志の高さを感じました。も

ともと魅力のある十勝管内の農業を背景に広域の

協議会で農業をキーとした地域経済の重要な要素

を担っている状況は、なかなかまねのできるもの

ではありませんが、名寄市の農業の持つ可能性に

ついて今後も委員会として調査研究を進めていく

際の指針となる視察でした。

続いて、室蘭市ではまちづくりの主な取組につ

いて視察を行いました。室蘭市では、立地適正化

計画、都市計画マスタープラン、地域公共交通網

形成計画に基づきコンパクト・プラス・ネットワ

ークによる接続可能なまちを目指しています。立

地適正化計画に基づく都市機能誘導区域が２拠点

ある室蘭市ですが、それぞれの拠点別のまちづく

りの方向性、また維持、強化すべき拠点の機能を

設定し、都市再生整備計画により事業を展開して

います。東室蘭駅周辺地区まちづくり将来ビジョ

ンのマスタープランとなる計画は、立地適正化計

画、都市計画マスタープラン、地域公共交通網形

成計画となっており、それらは全て都市建設部都

市政策課の所管で進めていました。そのことによ

り、将来ビジョンの策定の際も各種計画との整合

性が図りやすかったとのことでした。立地適正化

計画は、平成３１年３月に策定されていますが、

策定後５年が経過したことと防災指針の見直しに

より令和６年３月に改定を行ったとのことであり、

適宜見直しを行いながら将来ビジョンとの整合性

が図られていました。東室蘭駅周辺地区まちづく

り将来ビジョンの策定に当たっては、コンサル等

に委託は行わず、都市政策課を中心に庁内検討部

会で協議し、素案を作成、法定計画ではないにも

かかわらず、パブリックコメントの募集を２か月

半にわたって実施、３８件もの意見が寄せられた

とのことでした。また、その間にも町内会や商店

街等の意見聴取を行うなど、市民を巻き込んだ中

での計画づくりとなっていることを感じました。

今回話を聞いたのは現在の中心地であるＪＲ東室

蘭駅周辺地区でしたが、具体的な取組の中で公的

不動産の活用により民間事業者等の動きが非常に

活発で、商業施設等が次々に開設されてきていま

した。ピーク時の人口の半分以下まで人口減少が

進んでいる同市ではありますが、この地区におい

ては登別市、伊達市と隣接していることもあり、

商業圏としての一定の可能性を感じさせられまし

た。あわせて、地区内のウオーカブル推進地区へ

の取組では、各種団体が主催するイベントを取り

まとめる実行委員会が機能しており、行政主導で

はなく、商業者の中でリーダーシップを取るキー

マンが存在し、民間主導で地区の魅力アップが行

われていることは、まちづくりビジョン策定の効

果の一つであるとも感じました。一方で、市役所

庁舎等公共施設が多く立地しているかつての中心

地、ＪＲ室蘭駅周辺地区はアーケードを有する商

店街が閑散としており、多くの店舗がシャッター

に閉ざされた空き店舗の様相にあり、東室蘭駅周

辺地区とのにぎわいと活気の差が非常に印象的で

した。名寄市においても立地適正化計画、都市計

画マスタープラン、公共施設等再配置計画により

将来を見据えたまちづくりが進んできています。

官民連携でまちづくりを進める上では、具体的な

将来の姿を市民、企業、商業者等と共有すること

が必要です。当委員会としましても、今回の視察

を生かし、より具体的で建設的な議論を積み重ね

ていきたいと思いました。

最後に、伊達市にて伊達地区国営緊急農地再編

整備事業による基盤整備についての視察を行いま

した。伊達市では、温暖な機能の下、野菜類の栽

培を中心に水稲及び畑作物を組み合わせた農業経

営が行われています。しかし、農地は小区画で不

整地な圃場が多く、排水不良の圃場、石、礫の多
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い圃場、起伏が著しい圃場など非効率な農作業か

ら耕作放棄地が増え、地域農業の衰退が懸念され

ていました。人口が頭打ちとなる中、農業に投資

することで市の財政を支えたいとの前市長の強い

決意から基盤整備の実現に向けて動き出したとの

ことでした。その事業内容は、国土交通省、北海

道開発局が事業主体となり、２３０億円の総事業

費をかけ１，２８１ヘクタールの面積、戸数にし

て２９１戸の区画整理に着手しています。事業期

間は令和３年度から令和１６年度の１４年間を予

定しているため、まだまだ事業は始まったばかり

ですが、傾斜改良を行ったことによりぬかって作

付できなかった部分が使えるようになった、機械

が壊れにくくなった、機械の作業効率が上がった、

暗渠が効いて排水性が向上した、大雨が降った際

のガリ浸食が減ったなど工事の効果が聞こえてき

ているとのことでした。現地視察では、耕作者４

名による約１２ヘクタールの耕作面積に対し、圃

場間の段差を解消するため最大１３％程度の傾斜

地を７％以下に改良し、将来集積しやすい農地に

した事業概要や、工事前は低みの畑に他の畑から

水が流れていたが、排水路と暗渠により改善した

など目の前に広がる耕作地を見ながら説明を受け

ることができました。また、国営緊急農地再編整

備事業の区画整理と併せて担い手の農地の利用集

積を実施することで生産性や収益性の向上と耕作

放棄地の解消を図り、地域農業の振興と地域活性

化を図っていることを確認しました。国営緊急農

地再編整備事業は、最初に地区農業者が主体の促

進期成会を設立し、促進期成会との連携や国など

の提案、要請活動を行うために農協、農業委員会、

農業改良普及センター、土地改良区、促進期成会

の各代表で組織した推進協議会を設立しなければ

本事業は何も始まらなかったことの確認を深めま

した。また、高齢で後継者のいない農家は５年、

１０年先の収益が大事で、本事業には反対でした

が、必要性を粘り強く、時には数値で説明し、納

得まで導き出した市の担当職員の苦労話が大変参

考になりました。基幹産業が農業である本市にお

いても圃場面積が小さい、また飛び地も散見され

るなど農家が大型機械等を運用するには非効率な

状況がありますが、今回の視察を今後の施策検討

に生かしていかなければならないと感じました。

道北から道東を経由し、道南に至るまで長距離

にわたる移動となった今回の視察でしたが、その

間数か所の道の駅に立ち寄り、それぞれのコンセ

プトを確認することも視察項目としていました。

特に富良野、音更、伊達の道の駅においては、地

域の特産品とともに地元農産物が所狭しと、また

整然と並べられ、観光客だけではない地元住民を

併せた多くの買物客でにぎわいを見せていました。

名寄市にとっても道の駅は有効なにぎわい創出の

場であると考えます。今回の視察研修で得た多く

の知見を今後の委員会活動に生かしていきたいと

考えています。

以上、経済建設常任委員会の視察報告といたし

ます。

〇議長（山田典幸議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（山田典幸議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和６年第３回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時１１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

令和６年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第５号



－139－

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 遠 藤 隆 男

令和６年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第５号



－141－

質 問 文 書 表 （一般質問）

令和６年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 安全安心快適な環境整備について

（Ｐ ２２） (1) 小学校、中学校へのエアコン設置について

(2) 公共施設へのエアコン設置について

(3) 使用済み紙おむつの処分について

２ 北海道縦貫自動車道士別剣淵ＩＣ～名寄ＩＣ間の延伸にかかわって

(1) 地域の活性化に役立つ道づくりについて

(2) 名寄インターチェンジ周辺拠点整備事業について

２ 東 川 孝 義 １ 水道事業の経営戦略について

（Ｐ ３４） (1) 計画期間における事業進捗推移について

(2) 投資・財政計画と事業推進上での課題について

(3) 経営戦略と料金改定の考え方について

２ 市民農園の利活用について

(1) 現在の利用状況について

(2) 今後の利用促進に向けて

３ 遠 藤 隆 男 １ 不登校児童生徒への支援・対策等について

（Ｐ ４４） (1) 長期欠席者の現状と課題等について

(2) 不登校対策の連携強化について

(3) 不登校支援の進め方について

２ 医療介護連携ＩＣＴについて

(1) 事業の現状と課題等について

(2) 登録者家族との連携について

４ 清 水 一 夫 １ ノルディックスキー競技場の整備について

（Ｐ ５５） (1) ピヤシリジャンプ台の改修工事について

(2) 健康の森のクロスカントリーコース場の整備について

２ 外国人労働者就労について

(1) 外国人特定技能者及び技能実習生の現況について

令 和 ６ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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(2) 「にほんごひろば」について

５ 谷 聡 １ 子ども・子育て支援事業計画の成果と課題について

（Ｐ ６４） (1) 認定こども園「あいあい」開園に伴う待機児童の解消について

(2) 第２期子ども・子育て支援事業計画の取組状況について

(3) 次期計画の策定にあたって

２ 受動喫煙防止の取り組みについて

(1) 市の公共施設における受動喫煙防止対策について

(2) 市独自の禁煙条例制定に向けて

６ 高 橋 伸 典 １ 聴覚補助機器等の積極的な活用の支援について

（Ｐ ７２） (1) 高齢者が聴覚補助機器を適切に選択できる環境の整備を

(2) 聴覚補助機器購入費用の助成制度の創設について

２ 認知症の人に寄り添った地域社会の構築について

(1) 認知症に関する知識及び認知症の人に関する理解を深める取り組

みについて

(2) ユマニチュードの普及について

(3) 地域における認知症ピアサポート環境の整備について

７ 水 間 健 詞 １ Ｙｏｒｏｃａ行政ポイントの活用方法について

（Ｐ ８０） (1) 行政ポイント事業の実施状況と見通しについて

(2) 行政ポイントによるインセンティブの基本方針について

(3) 「名寄」を市内・市外にＰＲするための行政ポイントの活用につ

いて

２ ピヤシリスキー場と周辺施設整備について

(1) スキー場及び周辺施設整備の基本的考え方について

(2) 将来像について

８ 高 野 美枝子 １ 地域コミュニティのあり方について

（Ｐ ８９） (1) 町内会の現況について

(2) 多様な媒体による広報の推進について

(3) 町内会の将来像について

２ 地域公共交通について

(1) 名寄市地域公共交通交通網形成計画の改訂について

(2) バス路線の維持・確保について
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９ 中 畠 孝 幸 １ 選挙におけるポスター掲示場及び投票区に関して

（Ｐ１０２） (1) ポスター掲示場の設置基準について

(2) ポスター掲示場数の見直しについて

(3) 投票区の見直しについて

１０ 川 村 幸 栄 １ 生活保護行政にかかわって

（Ｐ１０８） (1) ケースワーカーの研修について

(2) 相談者への対応について

(3) 「生活保護のしおり」発行について

２ 名寄市立大学の魅力発信について

(1) 名寄市立大学の魅力発信の取り組みについて

(2) 学生支援について

(3) 学費値上げについて

３ 名農キャンパスの利活用にかかわって

(1) 特別支援教育で利活用を
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令和６年第３回名寄市議会定例会議決結果表

令和６年９月２日～令和６年９月２０日 １９日間

本会議時間数 １０時間４８分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 6. 9. 2
第 １ 号 名寄市税条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更に ― ― 6. 9. 2
第 ２ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 6. 9. 2
第 ３ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 6. 9. 2
第 ４ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 6. 9. 2
第 ５ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 ６ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 ７ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 ８ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 ９ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 １ ０ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 １ １ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9. 2
第 １ ２ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

令和５年度名寄市一般会計決算の認定につい 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 １ ３ 号

て 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市国民健康保険特別会計決算 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 １ ４ 号

の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市介護保険特別会計決算の認 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 １ ５ 号

定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令 和 ６ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和５年度名寄市食肉センター事業特別会計 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 １ ６ 号

決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市後期高齢者医療特別会計決 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 １ ７ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市立大学特別会計決算の認定 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 １ ８ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市病院事業会計決算の認定に 6. 9. 2 6. 9.20 6. 9.20
第 １ ９ 号

ついて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市水道事業会計決算の認定に 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 ２ ０ 号

ついて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

令和５年度名寄市下水道事業会計決算の認定 6. 9. 2 6. 9.19 6. 9.20
第 ２ １ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

― ― 6. 9.20
第 ２ ２ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市重度心身障害者及びひとり親家庭等の ― ― 6. 9.20

第 ２ ３ 号 医療費の助成に関する条例の一部改正につい ― ― 原 案 可 決

て

― ― 6. 9.20
第 ２ 4 号 工事請負契約の変更について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9.20
第 ２ ５ 号 市道路線の廃止について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9.20
第 ２ ６ 号 市道路線の認定について

― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 6. 9.20
第 ２ ７ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市後期高齢者医療特別会計補 ― ― 6. 9.20
第 ２ ８ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9.20
第 ２ ９ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 9.20
第 ３ ０ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

報 告 令和５年度名寄市一般会計継続費精算報告に ― ― 6. 9. 2

第 １ 号 ついて ― ― 報 告 済

令 和 ６ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 令和５年度名寄市下水道事業会計継続費精算 ― ― 6. 9. 2

第 ２ 号 報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和５年度決算に基づく健全化判断比率の報 ― ― 6. 9.11

第 ３ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 令和５年度決算に基づく資金不足比率の報告 ― ― 6. 9.11

第 ４ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 6. 9.20
例月出納検査報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准 ― ― 6. 9.20

第 １ 号 を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 6. 9.20
学校給食の無償化の早期実現を求める意見書

第 ２ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林 ― ― 6. 9.20

第 ３ 号 業・木材産業施策の充実・強化を求める意見 ― ― 原 案 可 決

書

意 見 書 案 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する ― ― 6. 9.20

第 ４ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

請 願 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と 6. 9. 2 6. 9.17 6. 9.20

第 １ 号 処遇改善を求める請願書 市 民 福 祉 常 任 不 採 択 と す べ き 不 採 択

― ― 6. 9.20
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 6. 9.20
委員の派遣について

― ― 決 定

― ― 6. 9.20
委員の派遣報告

― ― 報 告 済

令 和 ６ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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